
　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

1 令和5年6月19日 令和5年9月13日

不動産登記オンライ
ン申請で、申請物権
の入力が不動産番号
と具体的所在で異な
る場合の救済措置

不動産登記申請では、1.不動産番号を入力する方法
と、2.具体的な所在や種類等をすべて入力する方法と
がある。／不動産番号を入力すれば具体的な所在等
の入力は省略できる規定になっているけれど、法務省
は不動産番号を入力するときは具体的所在等も入力す
るよう行政指導をしている。／では、不動産番号と具体
的所在等とが一致しない場合はどうなるのか？／この
点、書面申請による場合は申請書に記載されたすべて
の不動産を受け付けなければならないから、不動産番
号が記載された不動産と、具体的所在等が記載された
不動産とが共に受け付けられ、その後に不要な申請物
件について一部取下げ手続により訂正することになる
だろう。／しかし、→

→オンライン申請においてはシステム上、不動産番号が優先され、具体的所在等をどのように入力しても反映されないらしい。
／そうすると申請情報としての補正も不可能であり、申請全体を取り下げるほかない。／もっとも、司法書士のブログ
（https://tokucyan-siho.hatenablog.com/entry/2020/11/20/102616）では不動産番号の入力を間違えたオンライン申請でも補
正可能であったとするものがある。／そもそもデジタル・ガバメント方針からすれば、こうした単純ミスをなくすべく、オンラインソ
フトに不動産番号と具体的所在との整合性チェックを組み込むべきであろう。／そして、オンラインシステムがこうした機能を備
えていない現状では、書面申請と同様、受付担当者による確認作業が必要であると考える。／現在のオンライン申請システム
が受付作業を自動処理していると思っているのは、申請人側への影響を考慮していない政府の傲慢である。／オンライン申請
において不動産番号と具体的所在とが不一致の場合、受け付けられていない申請不動産について書面申請と同様に受付担当
者に受付義務を課し、訂正をさせるべきである。／オンライン申請との受付タイムラグが生じることになるが、これは書面申請に
おいて申請不動産の受付遺漏が生じた場合と同じである。／法務省がオンライン推進の立場を取るならば、入力間違いを申請
人側の自己責任として押し付けるのではなく、まずもって入力間違いが起こらないプログラムの設計をすべきであり、それがで
きないのであれば書面申請と同様のマンパワーで対応すべきではないか？

商業登記
ゲンロン

法務省

不動産登記においては、書面申請であってもオンライン申請であっても、申請情報に不備がある場合は原
則として却下されますが、申請の不備が補正することができるものである場合には補正の機会が設けられ
ています。

不動産登記法25条、
不動産登記法25条ただ
し書き、
不動産登記事務取扱手
続準則31条4項

事実誤認

 制度の現状に記載のとおり、オンライン申請であっても、申請の不備が補正をすること
ができるものである場合には、補正の機会が設けられています。
　なお、申請用総合ソフトにおける物件入力の機能として、令和２年１月から登記事項
証明書等にＱＲコード（二次元バーコード）が追加されたことに伴い、当該ＱＲコード（二
次元バーコード）を読み込むことで、不動産番号及び物件情報双方を自動反映させる
機能を実装し、申請人の入力誤り等を減らす策を講じています。
　また、令和５年４月から新たに開始したかんたん登記申請については、不動産番号を
入力し、「所在・地番／家屋番号反映」ボタンをクリックすることで、当該不動産番号に
対応する物件情報が自動入力される仕様となっています。そのため、不動産番号と具
体的な所在の情報とが異なった状態で申請がされることは想定されません。

2 令和5年6月19日 令和5年8月24日
実質的な被用者であ
る個人事業主への労
務管理

外食チェーンや小売業、ネット通販などの企業は超過
勤務手当等の労務管理にかかるコスト負担回避を目的
に、社員との雇用契約を業務委託契約に変更し残業や
休日出勤が発生しても社員の自己責任として処理する
ことが多くなっている。これは最近のトピックではなく生
命保険会社における保険外交員でも用いられている手
法で半世紀程度の歴史がある。言い換えればそれだけ
の期間、制度について見直しが図られなかったことにな
る。
契約内容から推定し被用者だと認められるような個人
事業主に対しては、契約主に労務管理の義務が発生
するのだと明確にしてもらいたい。

これらの個人事業主には共通して売上額や配達数の厳しいノルマが課されており、それの達成状況により業務委託契約の継
続可否が決定されるためそれの達成目的に長時間の労働を恒常的に行う。そのため健康への影響が出るのは不可避で、毎
月過労死ラインを超過することが当たり前となっている。しかし契約主（雇用主）となる企業には業務提携相手のトラブルである
ため、労働安全衛生の確保義務が生じないどころか企業活動が滞ったことによる賠償請求を起こせる。
保険外交員に関しては、会社の健康保険・厚生年金および雇用保険には加入し給料天引きだが、住民税は特別徴収されず自
身で納付書で払わなくてはならない。また年末調整も行われないため確定申告を行わなくてはならず、個人的に税理士や会計
事務所と契約を結ぶ保険外交員も少なくない。

我が国における業務提携は本来の意味での業務提携とは程遠い内容のものが多く、長期的視点で見れば労働力の損失と
なっている。また長時間労働により家庭を空けることが多くなり、子供のヤングケアラー化など親からの養育を十分受けられな
い子供が今後も多く出ることが危惧される。

個人 厚生労働省

　労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ
れる者をいいます。
　これに該当するかどうかは、事業に「使用される者」であるか否か、その対償として「賃金」が支払われて
いるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しています。こうした
判断の結果、労働者と認められる場合には、業務委託の形式になっていても、労働基準関係法令の適用
があります。
　このような労働者性の判断基準については、令和３年３月に策定した、「フリーランスとして安心して働け
る環境を整備するためのガイドライン」において明確化したところであり、引き続きこの周知を図ってまいり
ます。

労働基準法第９条 その他 制度の現状欄に記載の通りです。

3 令和5年6月19日 令和5年7月12日

不動産登記権利者の
住所欄に住民票通り
のスペースを登記す
ること

不動産登記における住所の記載は、住民票にスペース
が記載されている場合であっても省略される取扱いに
なっている。／例外として、マンション名末尾の数字と
部屋番号の数字との連続になる場合等その表示が不
明確になる場合のみ、スペースを「、」で代替している
(根拠不明)。／紙の登記簿に手書きしていた時代であ
れば、地面師さんたちが閲覧時に登記簿の無断書換え
を行っていた背景から、その空白に別の文字を加筆さ
れない予防策として機能していたと思われる。／しか
し、登記簿がコンピュータ化されそのリスクがなくなった
現在、住所のスペースを省略する合理性はないと考え
る。／住所欄だけでなく氏名欄についても住民票に記
載されている→

→スペースが省略される取扱いであるが、商業登記において商号にスペースが登記されているときはそのまま不動産登記の
氏名欄にもスペースを登記されている。／これは法務省が商業登記において登記しているからと説明されるけれど、そもそも商
業登記の商号にスペースが登記可能になったのは平成14年の取扱変更からである。／すなわち、この時点から登記上のス
ペース一律省略の原則はルールとして崩壊したといえる。／また、不動産の住所変更登記義務化の先には自動化が必然であ
ると考えるが、なぜそこまでしてスペースを省略することにこだわるのか？／住民票通りに登記しない弊害として、登記記録の
閲覧者がこの変換ルールを理解しなければならないだけでなく、住民票上は別の箇所にあるスペースで区切られた2つの住所
がスペースを省略されることによって区別できなくなるという不合理も生じ得る。／上記改ざんリスクにしても、登記事項証明書
には行末記号が表示されないから、行末に文字を書き加えて改ざんすることは現在でも容易である。／また、登記事項証明書
の氏名欄は一律にスペースが表示される仕様になっているから、その間を別の文字で埋めることも容易である。／不動産登記
制度が自治体が発行する住民票という制度の上に成り立っているのだから、どうしてもスペースを無くしたいのであれば、住民
票を所管する総務省から通達を出して住民票のスペースを無くすところからルールを作るべきではないか？／情報を劣化させ
て転記している取扱いは、行政効率という点でも縦割り解消という点でも、プログラムによる自動処理時代を見据えたデジタル・
ガバメントの価値観と相反するものであろう。

商業登記
ゲンロン

法務省 　登記名義人の住所を登記する際、スペースは用いておりません。 対応不可
　不動産登記において、登記名義人の住所を登記するに当たっては、不要な空白が用
いられることによって、住所が不正確に公示されることがないよう、スペースは用いない
こととしていますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

4 令和5年6月19日 令和5年7月12日

サ高住および見守り
サービスの対象に６５
歳以下の障害者(およ
び難病患者)を加える

障害者単身であっても安心した居住体制を構築するた
め、サービスの利用対象を拡大する。また難病患者は
そのステータスをオープンにすると障害者以上の高確
率で賃貸契約を結べないため、障害者手帳の有無に
かかわらず不利益を被る状況となっているため同時に
利用対象に加える。

サ高住は65歳以上の高齢者を利用対象としているため、それ以下の国民は障害者であっても利用することができない。障害者
は非常時の連絡体制が担保されていない等の理由で民間の賃貸住宅や公営住宅への人居契約を拒まれていることが多い。
しかし家族が高齢もしくは死亡により身寄りがいなくなり、単身生活を余儀なくされる障害者が今後多く出る見込みであり、それ
に対応した住居の確保が喫緊の課題だ。障害の種類や程度によっては介護による人的な見守りが常時必要な場合もあるが、
それ以外の障害者に対しては本提案のサービスを利用し一定の自立を確保した生活を送れるようにしていただきたい。
見守りサービス(緊急通報装置)は民間及び自治体事業が主なので国が乗り出すことではなさそうだが、万が一の連絡体制が
担保できれば賃貸契約を結ぶ家主や不動産仲介業者が増える可能性があるので遊休物件の減少につながり賃貸不動産市場
の活性化にも寄与する。

個人
厚生労働省
国土交通省

サービス付き高齢者向け住宅の入居の要件につきましては、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居
住の安定確保に関する法律施行規則第3条にて、60歳以上の者または介護保険法第19条第1項に規定す
る要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定を受けた60歳未満の者と規定しております。また、地
域再生法第17条の7第1項に規定する認定市町村が、地域の実情に照らし、同法第17条の24第1項に規定
する生涯活躍のまち形成事業計画において、同法第5条第4項第10号に規定する生涯活躍のまち形成地
域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合には、当該要件に
該当する者も対象に加えることも可能となっております。

また、ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報
装置の給付又は貸与を行う緊急通報体制等整備事業については、過去に国庫補助金等から一般財源化
された事業であり、地方公共団体により取り組まれております。

なお、障害福祉分野においては、グループホームを含む障害福祉サービスについて各市町村が地域の
ニーズを把握し、障害福祉計画を策定してその計画的な整備を推進しています。

国土交通省・厚生労働
省関係高齢者の居住の
安定確保に関する法律
施行規則（平成二十三
年厚生労働省・国土交
通省令第二号） 　第三
条

現行制度
で対応可
能

制度の現状欄に記載の通りです。

5 令和5年6月19日 令和5年7月12日
国民年金保険料の学
生納付特例制度の更
新手続きについて

紙で更新手続きをしているが、それをオンライン申請に
変更する。
新たに在籍校を変更したときは、紙で申請し、在籍校が
変わらないときはオンライン申請にする。

　大学を変えて新たに学生証を提示しなければならないときは紙で更新する必要性は理解できる。しかし、同じ大学で、新たに
学生証を提示する必要もないのにわざわざ紙で再度申請するのは、行政コストがかかるだけと思います。
　また紙で申請する必要性を感じられない。しかもその紙には、年金の個人番号や住所、氏名、電話番号など個人情報が記載
されており、郵便職員が紛失したときに個人情報が流出したときのデメリットが大きい。
申請をオンラインに変えた後の評価方法については、アンケート調査によって満足度によって判断すればいいと思う。

個人 厚生労働省

　同じ学校に在学中である場合の２回目以降の申請については、卒業予定年月まで改めての学生証の添
付は不要としております。
　また、学生納付特例の申請については、令和４年５月11日より、マイナポータルからのオンライン申請を
開始いたしました。オンライン申請においては、学生証を撮影し画像データを添付することで手続きが可能
です。
　なお、マイナポータルでの申請者等に対しては、次年度の申請が必要となる時期にあわせ、マイナポータ
ル上の「お知らせ」あてに申請のお知らせをお送りしています。

国民年金法第90条の3
国民年金法施行規則第
77条の4

対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体
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6 令和5年6月19日 令和5年9月13日
適用事業報告の廃止
について

労働基準法施行規則第57条第1号において、様式第23
号の2による報告、適用事業報告をしなければならない
と定められている。労働者を使用した場合に所轄労働
基準監督署長宛てに報告しなければならないものであ
る。
この条文は不要と考えるので労働政策審議会に廃止
の検討をしてみてはどうかと考える。

労働基準監督機関が事業場を把握するためのものとして定められたと思うが、労働者災害補償保険法によって、労働者を使
用する場合には労災に強制加入させられており、労災保険成立届を提出しなければならないため把握することは困難とはいえ
ず、事業主に二重の手間をかけている。労働基準監督署に対して、これを提出していないことで行政指導をしたことや捜査をし
たことがあるのか尋ねるとないと回答された。そもそも厚生労働省のウェブサイトでは様式のダウンロードしか案内しておらず、
岩手労働局などの地方労働局がウェブサイトで法令の趣旨を説明しており、厚生労働省本省が重要視していないことは明らか
である。
建設現場等は労働安全衛生法令で特定元方事業の開始報告が義務づけられ、監督機関が把握できると思われるし、そもそも
厚生労働省のウェブサイトで労災隠しほど提出を徹底するように呼びかけているとは思えず、民間企業のウェブサイトが上位に
来ていて積極性を感じられない。
廃止しないのであれば労災保険成立届の提出することでこれを提出したということで労働基準局長名で各労働局長宛てに通
達してほしい。
これが実現した場合には会社に二重負担がなくなり、行政への問い合わせや手続きの時間や手間が削減できる。

個人 厚生労働省
 適用事業報告は、労働基準法第104条の２及び労働基準法施行規則第57条第１項第１号の規定に基づ
き、事業を開始した場合にその報告を求めるものです。

労働基準法第104条の
２
労働基準法施行規則第
57条第１項第１号

その他

適用事業報告は、労働基準法の施行に必要な行政監督のために求めているものであ
り、労災の保険関係成立届とはその用途が異なるものと考えております。
また、適用事業報告の様式第23号の２においては、労災の保険関係成立届では把握
できない、満15歳未満の通勤・寄宿別の男女の労働者数や坑内労働者を使用する場
合の労働者数の情報も含まれており、労災の保険関係成立届を届け出る必要がない
事業に関する情報を得ることも可能であるため、廃止した場合に支障が生じうること等
を踏まえて慎重な検討が必要となりますが、いただいた提案につきましては今後の参
考とさせていただきます。

7 令和5年6月19日 令和5年7月12日

定款で定める会社の
本店所在地の最大区
画を市町村から日本
国内とすること

会社法27条3号は、定款の絶対的記載事項として本店
所在地を定めている。／根拠不明であるが、実務上、
定款の本店所在地として市町村まで明記しなければな
らないとされている。／しかし、会社法制定以前の商業
登記法旧27条で同一市町村内での同一商号が禁止さ
れ、商法旧233条で株主総会の招集を本店所在地とす
るとされていた時代であればともかく、会社法制定に
よってこれらの規定が削除された結果、本店所在地を
市町村単位で定款に規定する意義は失われている。／
会社の商号を株主が決定する前提として同一商号規
定に抵触しない市町村を株主が選択する必要があった
にせよ、その規制が撤廃された現在、営業の本拠地が
どこにあるかは→

→営利事業に出資する者にとって本質的要素ではないからである。／実務上も、創業の地に登記上の本店所在地を残し、事
業の拠点を大都市に移転している企業が多数あり、営業の本拠についての規制は事実上空文化している。／法務省はR3規制
改革493回答で支店の実体を有しているにも拘らず支店登記をしない場合は会社違反になり得ると指摘しているが、そうであれ
ば登記を移さずに本社機能を移転した大企業も同様に会社法違反であろう。／登記と実態との乖離を解消するには、取締役
会の判断で両者を一致させられるようにすべきである。／この100年で経済活動の広域化は著しく進み営利法人として迅速な
意思決定が求められる企業経営において、100年前の想定で市町村をまたいだ本店移転についてまで株主総会の決議を要求
するとするのは日本企業の国際競争力という観点からも時代錯誤である。／特に会社法自体が迅速な意思決定という大義名
分で株主自身の持分を希薄化させることまで取締役会に権限移譲を認めているにもかかわらず、本店所在地の市町村を株主
総会の専決事項としているのはバランスがとれていない。／株主総会をオンラインで開催できる時代に、事業の本拠にどのよう
な意味があるのか？／もちろん、株主が本店所在地を厳密に定めたいとの希望があれば市町村でも番地でも細かく定款に規
定すればいい。／しかし、世界的に活動している企業さえ事業の本拠を取締役会の判断で移せないという現在の規制は無益で
ある。／法律の規定としては、会社法の規制が及ぶ内国法人であることを取締役裁量の限界とすること、すなわち定款の本店
所在地規定の最大単位は「日本国内」とすべきてあると考える。

商業登記
ゲンロン

法務省
　会社法上、株式会社の定款には、「本店の所在地」を記載又は記録しなければならず、定款変更には株
主総会決議が必要です。

会社法２７条３号、４６６
条

対応不可

　会社の本店は、会社の住所（４条）、専属裁判管轄（８３５条１項、８４８条等）、登記の
管轄（９１１条１項、９１５条等）、各種重要書類の備置き場所（定款（３１条１項）、株主
名簿（１２５条１項）、株主総会・取締役会の議事録（３１８条２項、３７１条１項）、計算書
類等（４４２条１項）等）等、多数の重要な法的効果と結びつけられていることから、会社
法はこれを定款への記載事項とするとともに、その変更には株主総会決議を必要とし
ているものです。
このような本店所在地の意義に鑑みると、会社の本店の所在地の最大区画を「日本国
内」とすることは相当ではないものと思料します。

8 令和5年6月19日 令和5年7月12日

１．銀行および銀行の
子会社・兄弟会社の
業務範囲規制の見直
し

銀行の業務範囲規制について、営むことができる業務
を限定列挙する方式を廃止し、営むことができない業
務を列挙する方式（ネガティブリスト方式）に見直す。
銀行の子会社・兄弟会社の業務範囲規制を撤廃する。

○人口減少・少子高齢化が進むととともに、新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済のあり方が変わる中、地方銀行に対する
企業の経営改善や地方創生の支援へのニーズは高まっている。
○改正銀行法（2021年11月22日施行）において、銀行本体の付随業務として、銀行業の経営資源を活用して営むデジタル化や地方創
生など持続可能な社会の構築に資する業務が追加された。今後、多様な顧客ニーズへの迅速な対応や、地方創生への一層積極的な
取り組みを進めていくため、銀行に課されている業務範囲規制の考え方を抜本的に見直し、営むことができる業務を限定列挙する方式
を廃止していただきたい。
○営むことができない業務を列挙する方式（ネガティブリスト方式）となれば、地方銀行は、金融と非金融を組み合わせた幅広いサービ
スを、より柔軟に提供することが可能となり、地域経済の持続的発展への貢献という使命を引き続き果たせると考える。
〇また、同法において、銀行業高度化等会社の業務の外縁が拡大され、銀行の子会社・兄弟会社において、地域の活性化に資する業
務など幅広い業務を営むことが可能になったが、それには内閣総理大臣の認可を得る必要がある。
○さらに、銀行・銀行持株会社を頂点とするグループ（以下、銀行グループ）には業務範囲規制が課されている一方、銀行を保有する事
業会社グループに同規制は課されておらず、競争条件の公平性が確保されていない。事業会社グループに対し、事後的に規制を強化
することが現実的ではないとすれば、競争条件の公平性を確保する観点からは、銀行の子会社・兄弟会社の業務範囲規制について
は、撤廃する必要があると考える。
○銀行および銀行グループに対して業務範囲規制が課せられている趣旨について、一般的に①利益相反取引の防止、②優越的地位
の濫用の防止、③本業専念による効率性の発揮、④他業リスクの排除、が指摘される。
①②については、銀行法（利益相反管理態勢の整備）、独占禁止法（優越的地位の濫用の防止）による防止措置が講じられており、必
ずしも業務範囲規制は必要ないと考える。
また、③本業専念による効率性の発揮については、金融を取り巻く環境変化に伴い、顧客が銀行に求めるサービスが多様化していく中
で、限定列挙された業務範囲は、時代の変化に柔軟に対応できないと考えられる。
さらに、④他業リスクの排除については、銀行を保有する事業会社グループにおいて、他業リスクが顕在化した事案は承知していない。
自己資本比率規制など他の規制上の措置を講ずることによって健全性を確保すれば、必ずしも業務範囲規制は必要ないと考えられる。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行本体並びに銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限ら
れています。

銀行法第10条～第12
条、第16条の２、第52条
の23
銀行法施行規則第17条
の３、第34条の16

対応不可

2021年11月に、金融審議会「銀行制度等ワーキング・グループ」報告書の提言を踏ま
え、業務範囲規制等の見直しを行った改正銀行法等が施行されたところ、まずはその
実施状況をフォローアップした上で検討する必要があるため、直ちに措置することは困
難です。

9 令和5年6月19日 令和5年7月12日

２．不動産仲介業務
の解禁
①銀行または銀行の
子会社・兄弟会社に
よる不動産仲介業務
の解禁

銀行または銀行の子会社・兄弟会社による以下の分野
に限定した不動産仲介業務の取り扱いを解禁する。
(a) 事業承継・相続に係る不動産の売買
(b) 事業再生に係る不動産の売買
(c) 担保不動産の売却
(d) 地方自治体の再開発事業、コンパクトシティ形成事
業等に限定した不動産の賃貸

○現状、地方銀行は取引先より不動産売買に関する支援をしてほしいとのニーズが寄せられた際には、不動産業者を紹介し
て対応している。しかし、不動産売買に係る情報を銀行以外の者に知られたくないとする顧客もいる。銀行または銀行の子会
社・兄弟会社において不動産仲介業務を行うことができれば、取引先への経営支援のワンストップサービス提供も可能となる。
○また、地方銀行は、地域に根付いた独自の不動産情報を豊富に保有しており、地域の不動産業者に売却先・賃貸借先等を
紹介・仲介することが可能である。地方銀行による紹介・仲介を可能とすることは、地域の不動産業者にとっても有益である。
○メガバンクは、グループ内に不動産業務を営む信託銀行を有している。欧州の銀行も従来から不動産仲介業務を扱っている
と認識しており、これらを踏まえれば、銀行グループで本業務を扱うことにリスク上の問題はないと考える。
○例年、金融庁は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。
○少なくとも、銀行業務と一体性がある次のようなケースについては、他業禁止の趣旨の観点からも問題ないと考える。
(a) 事業承継・相続に係る不動産の売買
取引先から銀行に対し、経営者名義の事業用不動産の売却・整理等を含めた事業承継の相談が多く寄せられている。また、
銀行が提供する遺言信託および遺産整理業務の申込者・相続人からは、相続人名義の不動産の売却・整理等を含めた相続
の相談が多く寄せられている。銀行が事業承継支援や相続支援の一環として不動産仲介を行うことができれば、顧客の利便
性が高まる。
(b) 事業再生に係る不動産の売買
取引先が事業再生に取り組む際、経営改善計画に遊休不動産の売却を盛り込むケースが多い。銀行が再生支援の一環として
不動産仲介を行うことができれば、円滑な不動産売却が可能となり、事業再生の実現可能性が高まる。
(c) 担保不動産の売却
最近、高齢化の進展により、相続発生時の債務引受けやリバースモーゲージの返済手続き等に伴う担保不動産の売却に関す
る顧客のニーズが高まっており、銀行が不動産仲介を行うことができれば、顧客の利便性が高まる。
(d) 地方自治体の再開発事業、コンパクトシティ形成事業等に限定した不動産の賃貸
地方銀行は地域に根付いた独自の不動産情報を豊富に保有している。地方銀行が関与している地方自治体の再開発事業、コ
ンパクトシティ形成事業において、こうした情報を活用し、テナント誘致に取り組むことができれば、より円滑に事業成果を出す
ことにつながる。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方移住への関心が高まる中、銀行が保有する空き家の
情報を活用したマッチングに取り組むことができれば、移住ニーズへの迅速な対応、社会課題である空き家問題の解決に資す
る。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行本体並びに銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限ら
れています。

銀行法第12条、
第16条の２第１項、第52
条の23第１項

検討を予
定

銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮
断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止
の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは
困難です。
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10 令和5年6月19日 令和5年7月12日

２．不動産仲介業務
の解禁
②信託兼営金融機関
による不動産仲介業
務の解禁

信託兼営金融機関による不動産仲介業務の取り扱い
を解禁する。

○要望項目「２．①銀行または銀行の子会社・兄弟会社による不動産仲介業務の解禁」を直ちに措置することが困難な場合
は、信託兼営金融機関による不動産仲介業務の取り扱いを解禁していただきたい。
○2002年の「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の改正で、普通銀行本体での信託業務が認められた際、信託兼営
金融機関が営める業務から不動産仲介業務を含む不動産関連業務が除かれたが、同法の施行時に既に存在し、不動産関連
業務を営んでいた信託銀行は引き続き当該業務を営んでよいこととされた。
○制度上、同じ信託兼営金融機関であるにもかかわらず、一部の銀行にのみ不動産関連業務の取り扱いが認められているこ
とは不合理である。
○2002年の法改正時から存在していた信託銀行は不動産業務を扱っていることを考えると、信託兼営金融機関に不動産業務
を禁じている意義はない。また、銀行間のイコールフッティングの観点から規制の不平等が生じている。
○また、大都市圏を除く地方には信託銀行の店舗が少なく、信託銀行が主力業務としている不動産サービスの提供に関して地
域間格差が生じている。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁 銀行は、一部の信託兼営金融機関を除き、不動産業務を行うことが禁止されています。

金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律第
１条第１項
金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律施
行令第３条
金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律施
行規則第３条第１項

検討を予
定

銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮
断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止
の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは
困難です。

11 令和5年6月19日 令和5年7月12日
３．銀行の保有不動
産の賃貸の柔軟化

銀行の保有不動産を、地域の事業者等に自由に賃貸
できるよう、監督指針を見直す。

○銀行がＩＴ技術等を活用しながら業務効率化を進める中で、店舗等の保有不動産の余剰スペースが増加しており、今後さら
に増加する方向にある。こうした中、銀行は、賃貸による余剰スペースの有効活用を検討している。
○例えば、次のようなケースである。
・店舗の統廃合等により、事業に使用しなくなった土地・建物を賃貸する。
・店舗の移設・新設、改築等に際し、事業に必要とされるものよりも広い建物を作り、事業に使用しないスペースを賃貸する。
・店舗の駐車場等を賃貸する。
・ホール、社宅等の福利厚生施設を賃貸する。
○銀行の保有不動産は、駅前や繁華街等の好立地に所在し、建物も頑健で駐車場を併設していることが多いなど、立地・ハー
ドの両面で優れた特性を有している。このため、地域の事業者等から、銀行の保有不動産を賃借したいとのニーズが寄せられ
ている。また、建設業者や設計会社等から、銀行店舗等の建替えに際して、高層化のうえ外部に賃貸することにより、地域活性
化の観点から土地の有効活用を図るべきであるとの提案を受けることも多い。
○しかし、銀行が保有不動産を賃貸する場合、金融庁の監督指針上の要件（「賃貸等を行わざるを得ない場合」であること、経
費支出が必要最低限にとどまること、賃貸規模が過大でないこと等）を満たしていることを自ら挙証しなければならない。このた
め、銀行が賃貸を躊躇し、上記のようなニーズや提案に応えられないケースがある。
○現状、「国や地方自治体のほか、地域のニーズや実情等を踏まえ公共的な役割を有していると考えられる主体」（以下、公共
的主体）からの要請があれば、外部賃貸に係る要件の一部を弾力運用することが認められている。しかし、公共的主体が、私
企業である銀行に要請することを躊躇したり、要請を得られるまでに長期間を要するケースが多い。
○公共的主体からの要請がない場合でも自由に賃貸ができるよう、監督指針を見直していただきたい。
○銀行が、自ら保有し、遊休化した不動産を賃貸することが、他業禁止の趣旨（本業専念による効率性の発揮、他業リスクの
排除）に反するとは考えにくい。また、銀行は、銀行法や独占禁止法によって、利益相反の弊害を生じさせない態勢整備義務
や、優越的地位の濫用の禁止も課せられている。以上のように、銀行が保有不動産を賃貸することにより問題が生じる懸念は
ないと考えられる。
○監督指針の見直しにより、医療、福祉、教育、商業など、地域の生活インフラに係る事業者等に対し、銀行が保有不動産を
自由に賃貸することが可能となれば、地域活性化の促進、にぎわいの創出に大いに貢献できると考えられる。
○また、人口減少や超低金利環境の長期化等によって地方銀行の収益環境が厳しい中、店舗等の保有不動産の減損の可能
性を検討しなければならない状況が生じている。自由に賃貸することが可能となれば、保有不動産の経済価値が上がり、減損
を回避できる可能性が高まるほか、銀行の収益性改善の一助となると考えられる。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

銀行による保有不動産の賃貸については、その他の付随する業務（銀行法第10条第２項）として、賃貸の
規模等一定の要件のもとで行うことが可能となっております。また平成29年９月の監督指針の改正により、
自治体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき賃貸を行う場合には、地方創生や中心市街地
活性化の観点から、保有不動産の賃貸の規模や期間について柔軟に判断しても差し支えないこととしてお
ります。

主要行等向けの総合的
な監督指針Ⅴ-３－２－
２（４）
中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針
Ⅲ－４－２－２（４）

検討を予
定

保有不動産の賃貸に係る要件については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を
踏まえ、銀行等が、最大限、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献できる
よう、引き続き検討を行います。

12 令和5年6月19日 令和5年7月12日
４．銀行持株会社によ
る保有不動産の賃貸
の解禁

銀行持株会社が保有する不動産の余剰スペースの外
部賃貸を認める。

○銀行持株会社は、持株会社グループの経営管理およびこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
○現状、銀行持株会社が保有する不動産に余剰スペースが生じても、外部の事業者に賃貸することは認められていない。
○銀行が保有不動産を賃貸できる範囲（「その他の付随業務」の範囲）と同程度まで、銀行持株会社が保有する不動産の余剰
スペースを賃貸することが可能となれば、医療、福祉、教育、商業など、地域の生活インフラに係る事業者等に賃貸し、地域活
性化の促進、にぎわいの創出に大いに貢献できると考えられる。
○銀行持株会社は、グループに属する会社に対してであれば、認可を得たうえで保有不動産の賃貸を実施することが許容され
ている。余剰スペースに限定すれば（「その他付随業務」と同程度に限定）、賃借先をグループ会社から第三者に広げても、銀
行持株会社によるグループの経営管理が疎かになるとは考えられない。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

銀行による保有不動産の賃貸については、その他の付随する業務（銀行法第10条第２項）として、賃貸の
規模等一定の要件のもとで行うことが可能となっております。また平成29年９月の監督指針の改正により、
自治体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき賃貸を行う場合には、地方創生や中心市街地
活性化の観点から、保有不動産の賃貸の規模や期間について柔軟に判断しても差し支えないこととしてお
ります。

主要行等向けの総合的
な監督指針Ⅴ-３－２－
２（４）
中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針
Ⅲ－４－２－２（４）

検討を予
定

保有不動産の賃貸に係る要件については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を
踏まえ、銀行等が、最大限、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献できる
よう、引き続き検討を行います。

13 令和5年6月19日 令和5年7月12日

５．継続的顧客管理
に係る銀行の調査に
対する顧客の回答義
務化

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため
の継続的顧客管理に係る銀行の調査に対する顧客の
回答を義務化する。

○マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、銀行は、定期的に顧客情報を確認し、その結果を踏まえて顧客の
リスク評価の見直し等を行う継続的顧客管理を行うことが求められている。「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行
動計画」（2021年８月30日公表）においては、継続的顧客管理について、2024年春までの完全実施が掲げられている。
○銀行は、定期的な顧客情報の確認のため、コストをかけて顧客に対する調査票の郵送等を行っているが、継続的顧客管理
に対する顧客の理解が進んでおらず、回答率が低い状況にある。
○ドイツやスウェーデンなど海外では、継続的顧客管理が完了しない場合、銀行が顧客の口座を閉鎖するよう、制度上で明確
化されているケースもあると承知している。
○法令上、銀行の調査に対する顧客の回答が義務化されれば、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度化・効
率化に資すると考える。
○昨年度要望に対し、警察庁・金融庁は「特定取引がなされるまたはなされた機会をとらえて、随時に取引時確認を行うことに
より、（中略）義務を顧客等に課すことができる」と回答しているが、特定取引（注）がなされる機会は限定的である。「マネー・
ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客につい
ては、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図ることを含めて、リスクに応じた厳格な顧客管理を実施することとされてお
り、当該機会における取引時確認だけでは不十分なケースもある。
（注）200万円を超える大口現金取引等の取引、および取引顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引。
また、警察庁・金融庁は「約款において、本人特定事項に変更があった場合または特定事業者が届出を求めた場合には当該
事項を特定事業者に届け出るべき旨およびこれらの届出を行わない場合には取引を制限する旨を盛り込むことで可能」と回答
している。しかし、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、「マネロン・テロ資金供与対
策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わないこと」とされ、同ガイドラインのＦＡＱにおいて、「これ以上手段を尽くすことが困
難な状況になった場合、当該顧客に対してどのような制限を行うことが必要かということを、リスクに応じて、総合的に検討する」
とされる中、顧客からの回答がないことのみをもって取引制限をすることは困難である。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

警察庁
金融庁

　金融機関等の特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に
行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じることとされてい
ます。
　また、金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、金融機
関等に対し、
・取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえなが
ら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること等を含めた、継続的な顧
客管理を実施すること
・必要とされる情報の提供を利用者から受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと
判断した顧客・取引等については、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討すること
等を求めるとともに、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限（2024年３月）を設け、各業態
団体を通じて、各金融機関等に態勢の整備を要請しています。

犯罪による収益の移転
防止に関する法律（平
成19年法律第22号）第4
条、第5条、第6条、第7
条、第8条、第11条

犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行
令（平成20年政令第20
号）第6条、第7条

金融庁「マネー・ローン
ダリング及びテロ資金
供与対策に関するガイ
ドライン」（ⅱ） 顧客管理
（カスタマー・デュー・
ディリジェンス：CDD）

現行制度
で対応可
能

　御提案の趣旨は、①取引時確認事項に係る最新の情報について、特定事業者が顧
客に質問した場合に顧客から回答が得られることを法的に担保したい、②顧客が質問
に応じない場合の当該顧客との取引の制限を制度化してほしい、という点にあると考え
ております。
　これらの点については、特定取引がなされる機会をとらえて取引時確認を行う場合に
おいて、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第５条に基
づき、取引時確認に応じない顧客に対しては取引履行を拒むことができるほか、その
他の機会に顧客に質問する場合でも、例えば、約款にあらかじめ、本人特定事項に変
更があった場合又は特定事業者が届出を求めた場合には当該事項を特定事業者に
届け出るべき旨及びこれらの届出を行わない場合には取引を制限する旨を盛り込むこ
とにより、顧客の回答を得られやすくなると考えております。
　また、継続的顧客管理における調査の目的は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイド
ラインに関するよくあるご質問（FAQ）」にもありますとおり、「調査結果を踏まえて顧客リ
スク評価を見直すことにより、実効的なリスク低減措置を講ずること」にあり、顧客から
の回答がないという事実をもって顧客リスク評価を見直すことも可能と考えます。同FA
Ｑにおいては、「調査に応じてもらえない場合や、郵送物が届出住所に到達しない場合
には、そうした事実や、取引履歴データ等も踏まえて、例えば、顧客リスク評価を高リス
クとすることが考えられ」るとしており、回答のない顧客に対するリスク評価の考え方の
一例を示しておりますので、ご参照ください。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

14 令和5年6月19日 令和5年7月12日
６．行政による法人の
実質的支配者情報の
把握

行政が法人の実質的支配者情報を把握するとともに、
経済制裁対象者に該当しないことの確認を行い、その
結果に銀行がアクセスすることを可能とする。

○法人の実質的支配者情報を把握することは、国際的・国内的にも重要な課題である。
○銀行は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、継続的顧客管理の一環として、
実質的支配者情報の把握に努めている。また、2022年１月より、株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を
保管し、その旨を証明する「実質的支配者リスト制度」が開始された。
○しかし、本制度については、以下のような課題がある。
・制度の利用が法人の義務ではなく任意である。
・実質的支配者情報が変更になった場合の商業登記所への申出が任意である。
・対象となる実質的支配者の類型が当該法人の議決権の25％超を保有するもの（犯罪による収益の移転防止に関する法律施
行規則第11条第２項第１号）に限定されている。
・法人が実質的支配者リストの写しを銀行等に提出する制度であり、銀行が商業登記所から直接受け取ることができない。
○行政が全法人の実質的支配者情報（出資、融資、取引等を通じて支配的な影響力を有するもの等（犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則第11条第２～４号に規定する類型）を含む）を把握するとともに、経済制裁対象者に該当しないこと
の確認を行い、その結果に銀行がアクセスすることが可能となれば、実質的支配者情報の把握の強化および効率化につなが
る。
○昨年度要望に対し、法務省・財務省・警察庁・金融庁は「法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等に
ついては、（中略）マネー・ローンダリング防止等の観点から、政府全体として検討すべき課題と認識している」と回答しており、
早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

法務省
警察庁
財務省
金融庁

　マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることにつ
いては、FATFによる勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。
　この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和４年
１月からその運用を開始しています。
　この制度は、FATFの第４次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和3年8月に策定・
公表した行動計画（「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」）にも盛り込んだものであ
り、我が国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。

商業登記所における実
質的支配者情報一覧の
保管等に関する規則
（令和３年法務省告示
第１８７号）

その他

　法人の実質的支配者情報の把握に向け、まずは「実質的支配者リスト制度」が自発
的に広く利用され、マネー・ローンダリング防止等の効果が十分発揮されるよう、本制
度の周知・広報に努めてまいります。
　また、令和４年１２月２１日開催のデジタル臨時行政調査会において公表された「デジ
タル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」において、「商業登記所にお
ける実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」について、「令和４年度中に設置
される有識者からなる研究会（ＨＰ公表）での法的論点の整理を含めた検討を通じて、
銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便
性を向上させる」ものとされており、今後、同研究会における議論も踏まえて検討を進
めていく予定です。
　なお、法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等については、
本制度の運用状況等も踏まえ、マネー・ローンダリング防止等の観点から、政府全体と
して検討すべき課題と認識しております。

15 令和5年6月19日 令和5年7月12日

８．公的個人認証
サービスで取得でき
る情報への氏名読み
仮名の追加

公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき提
供される情報（基本４情報＜氏名、生年月日、性別、住
所＞）に氏名読み仮名を追加する。

○2016年１月より、行政機関等に限られていた公的個人認証サービス（注）の対象が民間事業者へ拡大され、銀行も同サービ
スを活用することで、初回取引（口座開設等）の際に、申込者の実在性、および基本４情報（氏名、生年月日、性別、住所）を正
確・確実に把握することが可能となった。
（注）マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を活用した本人確認手段。顧客は、ＩＣカードリーダライタやスマートフォ
ンにマイナンバーカードをかざし、暗証番号を入力することで電子証明書を民間事業者へ送信。民間事業者は、顧客から送信
された電子証明書の有効性を地方公共団体システム機構へ確認することで、本人確認を行う。
○また、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（2021年５月19日公布）により、公的個人認証サー
ビスにおいて、本人同意に基づき、事業者が最新の基本４情報を取得することが可能となる予定であり、これによって、顧客が
氏名・住所変更手続き等をすることなく、銀行は効率的に基本４情報の最新化を図ることが可能となる。
○現在、法制審議会では、氏名の読み仮名を戸籍の記載事項とすることについて検討が進められている。これが実現した際
に、公的個人認証サービスで取得可能な情報として、氏名の読み仮名が追加されれば、銀行の顧客情報データベースの精度
が向上する。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

総務省
デジタル庁

本人同意に基づく最新の住所情報等の提供においては、氏名、生年月日、性別及び住所を提供しており、
氏名の振り仮名は提供されていません。

電子署名等に係る地方
公共団体情報システム
機構の認証業務に関す
る法律第７条第３号、第
18条第３項

対応

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部
を改正する法律（令和５年法律第48号）第４条の規定により、公布の日から起算して３
年を超えない範囲内において政令で定める日より、署名用電子証明書の記録事項とし
て氏名の振り仮名が追加され、本人の同意に基づく最新の住所情報等の提供におい
ても、氏名の振り仮名が提供されることとなります。

17 令和5年6月19日 令和5年7月12日
12．生命保険の募集
に係る構成員契約規
制の廃止

生命保険の募集に係る構成員契約規制を廃止する。
特に、生命保険募集人と人的関係（役職員の兼職、出
向等の人事交流）を有する法人に関する規制について
は廃止する。

○生命保険募集人（銀行等）と「密接な関係」（一定の資本関係や人事交流等）を有する法人の役職員に対しては、当該役職員
が自らの意思で保険商品の購入を銀行等に申し出た場合であっても、銀行等は当該商品の説明すらできないことになってい
る。本規制は顧客の利便を損ない、銀行等における生命保険販売の障壁となっている。
○銀行から役職員が出向している法人や、役職員が兼職している法人については、人的関係が密接とみなされる。その結果、
銀行から担当者が１名だけ出向している先や役職員数が数百名超の大手企業など圧力販売が起こり得ない先まで規制対象と
なるなど、不合理な規制となっている。例えば、地方銀行の場合、地域の企業や大学等から人員の派遣要請を受け、企業等の
人手不足への対応や地方創生への貢献の観点から、それに応じるケースが増加しているが、そうした場合でも出向先の全役
職員に対して生命保険募集はできなくなる。
○加えて、銀行等が生命保険を募集する際は、商品内容やリスク等の説明を行う前に顧客の勤務先を確認する必要がある。
個人情報への関心が高まる中、このような不自然な確認事務を行うことにより、顧客に無用な不信感を惹起する結果となって
いる。
○保険窓販に関する圧力販売については、独占禁止法の禁止規定が存在しているほか、要望項目「11．銀行の保険窓販に係
る弊害防止措置の廃止または緩和」で述べた窓販を巡る状況を踏まえれば、本規制は不要である。
○直ちに本規制を廃止することが困難な場合、生命保険募集人と人的関係を有する法人について、役員でなく一般職員として
のみ出向している場合や、出向人数が僅少である等の圧力販売が起こり得ない先について、本規制の対象外とすることを検討
していただきたい。
○昨年度要望に対し、金融庁は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
　企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力
募集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対
する保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1項
第9号
同法施行規則第234条
第1項第2号
平成10年大蔵省告示第
238号
保険会社向けの総合的
な監督指針Ⅱ－4-2-
2(11)

検討を予
定

　生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣
旨を踏まえつつ、引き続き慎重に検討を行う必要があります。

16 令和5年6月19日 令和5年7月12日
11．銀行の保険窓販
に係る弊害防止措置
の廃止または緩和

銀行の保険窓販に係る弊害防止措置（融資先販売規
制、担当者分離規制、タイミング規制、非公開情報保護
措置、知りながら規制）を廃止またはさらに緩和する。

検討を予
定

　銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の
向上を目指す観点から設けているものです。
　弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平
成23年９月７日付で関係内閣府令等を改正し、
　　・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
　　・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる
等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
　銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防
止措置等の見直しについては、必要が生じた場合に行うこととしています。

○現状、銀行窓販における圧力販売は見られないにもかかわらず、弊害防止措置によって、金融サービスのワンストップ化が
達成できず、融資先からの申込みを謝絶せざるを得ないなど、顧客の利便性が著しく損なわれている。
○例えば、法人の経営者からは、万一の場合に備える生命保険や、火災、賠償責任等に備える損害保険など、事業活動を取
り巻くリスクを補償する法人向けの保険について、融資先に対するコンサルティングの一環として販売してほしいとの声が寄せ
られている。しかし、こうしたニーズに応えることすら、弊害防止措置により、できない状況にある。
○昨年度要望に対し、金融庁は「弊害防止措置等の見直しについては、必要が生じた場合に行うこととしている」と回答してい
る。保険窓販を巡る状況には次のような変化が生じており、弊害防止措置の見直しの必要が生じていると考える。
・銀行は、顧客本位の業務運営体制（フィデューシャリー・デューティー）の観点から、わかりやすい情報提供、個別の顧客にふ
さわしいサービスの提供、手数料の明確化等に取り組んでいる。
・銀行の保険ショップなど、顧客が保険購入を目的に来店することが明白である場合や、ウェブページ・スマートフォンアプリ等
による完全非対面で契約が完結する保険等では、圧力販売は生じ得ないと考える。
○直ちに弊害防止措置を廃止することが困難な場合、以下のような緩和を検討していただきたい。
(a) 損害保険を融資先販売規制の対象外とする
生命保険のように長期性、再加入困難性がないことから弊害防止措置の対象とする必要がない。
最近、豪雨など大規模な災害が多発していることを受け、取引先の危機意識が高まり、天災に備える損害保険を提案してほし
いといった要望が増えている。
2019年７月16日、中小企業の事業継続力強化の支援を行うこと等を目的とした「中小企業強靭化法」が施行された。本法律に
基づく基本方針において、中小企業は、自然災害発生時にも事業活動を継続できるよう、損害保険への加入等のリスクファイ
ナンス対策を講ずる必要があるとしている。銀行による取引先への損害保険の販売は、本法律の趣旨に沿うものである。
(b) 融資先（従業員50人以下）の従業員を融資先販売規制の対象外とする
役員等ではない従業員は自らの勤務先がどの銀行から融資を受けているかを知らないことが多い。家計の安定的な資産形成
が求められる中、本規制は、保険を活用した資産形成や保障の充実等を図るための提案を阻害している。
(c) 特例地域金融機関の小口規制を緩和する
特例地域金融機関（注）は、１契約者あたりの通算保険金額・給付金額に制限（小口規制）があり、顧客の必要保障額を満たす
保険提案を行うことができないケースが多く、顧客利便性を著しく損ねている。１契約者あたりの通算保険金額・給付金額の上
限を引き上げるべきである。
（注）特例地域金融機関の場合、融資先販売規制の対象となる法人の従業員数が20人以下（特例地域金融機関でない場合50
人以下）に緩和される一方、販売商品が小口に限定される。
(d) 非公開情報保護措置の適用除外の範囲を拡大する
非公開情報保護措置は、銀行が固有業務を行うことを通じて得た顧客情報を保険募集に利用すること等を禁止している。本規
制は、銀行にのみ課されており（例えば証券会社等は対象外）、合理性がない。直ちに廃止することが困難な場合、まずは保険
募集の準備行為（保険の募集を目的としたリストの作成等）を本規制の対象外としていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

　銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から
次のような弊害防止措置が設けられています。
　　・非公開情報保護措置
　　・融資先販売規制
　　・タイミング規制
　　・担当者分離規制
　　・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第１
項等
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

18 令和5年6月19日 令和5年7月12日

13．保険募集先にお
ける影響遮断および
保険募集制限先の確
認に係る口頭説明の
許容

保険募集における影響遮断および保険募集先の確認
について、口頭で説明したうえで事後的に書面交付を
行うことを可能とする。

○銀行は顧客に対し、①保険契約の締結の代理・媒介に係る取引が銀行の顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明、お
よび②保険募集制限先等に該当するかどうかを確認するための説明を、あらかじめ書面の交付により行わなければならないと
されている。
○顧客に非対面取引のニーズがある場合、事前に書面を郵送したうえで説明する必要があり、迅速な対応ができない状況に
ある。
―　書面交付に代えて電磁的方法での提供も認められているが、顧客がＰＣを保有しておらず、電話での対応を希望している
場合には、郵送でのやりとりが必要になる。
○保険募集の非公開情報保護措置（注）では、口頭による同意を得たうえで、その旨を記録し、契約申込みまでに書面による
同意を得る方法が認められている。
（注）銀行が、事前に書面その他の適切な方法により顧客の同意を得ることなく、非公開金融情報を保険募集に利用することが
禁止されている。
○非公開情報保護措置と同様、保険募集における影響遮断および保険募集先の確認についても口頭説明・事後の書面交付
が認められれば、最終的な契約までに他の書類と合わせて書面交付を行うことで足り、顧客の利便性に資すると考えられる。
○昨年度要望に対し、金融庁は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

　銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から
次のような弊害防止措置が設けられています。
　　・非公開情報保護措置
　　・融資先販売規制
　　・タイミング規制
　　・担当者分離規制
　　・預金との誤認防止措置

　①保険契約の締結の代理や媒介に係る取引が銀行等の顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明、
及び②銀行等保険募集制限先等に該当するかどうかを確認する業務に関する説明は、あらかじめ、顧客
に対し、書面の交付又は電磁的方法による提供により行うことが求められます。

保険業法施行規則第
212条、同第234条第１
項等

検討を予
定

　銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の
向上を目指す観点から設けているものです。
　弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平
成23年９月７日付で関係内閣府令等を改正し、
　　・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
　　・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる
等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
　銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防
止措置等の見直しについては、必要が生じた場合に行うこととしています。

　①保険契約の締結の代理や媒介に係る取引が銀行等の顧客に関する業務に影響を
与えない旨の説明、及び②銀行等保険募集制限先等に該当するかどうかを確認する
業務に関する説明は、銀行等による優越的地位の不当利用を禁止する等の観点か
ら、書面の交付又は電磁的方法による提供により行うことを求めるものであることか
ら、口頭説明のうえ事後の書面交付を認めることについては慎重に検討を行う必要が
あります。
　なお、非公開情報保護措置は、上記①②の規制と適用場面が異なることから、同様
に取り扱うことはできません。

19 令和5年6月19日 令和5年7月12日
14．銀証間の情報授
受規制の撤廃

銀行グループ内の銀行・証券会社間での情報授受規
制を撤廃する。

○銀行グループ内の銀行・証券会社の間で顧客情報を共有するには、あらかじめ顧客の同意を得る必要があり、顧客・金融機
関双方にとって負担がある。
○本規制は、①顧客情報保護、②利益相反による弊害防止、③優越的地位の濫用防止の観点から課されているとされてい
る。
○①については、個人情報保護法上、グループ内における個人データの共同利用が認められており、銀証間の情報共有につ
いて、事前の同意を必要とすることは、過剰規制と考える。
○②③は、情報共有自体ではなく、情報の不適切な利活用の防止を目的としており、これは同意の取得により達成できるもの
ではないと考える。不適切な利活用を防止するため、別途、銀行法（利益相反管理体制の整備）、独占禁止法（優越的地位の
濫用の防止）、金融商品取引法（優越的地位を不当に利用した金融商品契約の締結・勧誘の禁止、顧客の利益が不当に害さ
れないような情報管理・体制整備）による防止措置が講じられており、それらの実効性を高めるために当局によるモニタリング
が行われている。
○銀行・証券会社間での情報授受規制が撤廃されれば、銀行グループによる総合的な金融サービスを迅速かつ適切なタイミ
ングで提供できる。顧客の潜在的な投資ニーズの喚起や投資促進にもつながるため、政府が掲げる「資産所得倍増」にも資す
るものと考える。
○金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」の中間整理（2022年６月22日公表）において、中堅・中小企業や個人顧客に関
する規制の取り扱いについては引き続き検討していく課題である、とされており、今後も前向きな検討を期待する。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
　金融グループ内の銀行・証券会社間で法人顧客の非公開情報を授受する場合には、オプトアウトの対象
となりますが、個人顧客の非公開情報を授受するには、内部管理目的等の場合を除いて、顧客の書面によ
る同意を得る等の必要があります。

金融商品取引業等に関
する内閣府令第153条
第１項第７号、第154条
第４号

その他

　上場企業等の情報授受規制及び手続きの簡素化については、金融審議会市場制度
ワーキング・グループ第二次報告（令和３年６月18日公表）における提言を踏まえ、令
和４年６月22日に、金融商品取引業等に関する内閣府令等を施行し、上場企業等を対
象とした新たなオプトアウト制度の導入等を行いました。
　中堅・中小企業や個人顧客の情報授受規制については、同ワーキング・グループ第
二次中間整理（令和４年12月21日公表）における「顧客情報管理や利益相反管理、優
越的地位の濫用防止の実効的な確保等の利用者保護の状況を適切に確認しながら、
外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客の情報の取扱い等に関す
るファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどのよう
につながりうるのかといった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。」との整
理を踏まえ、今後引き続き当ワーキング・グループにおいて検討していく課題です。

20 令和5年6月19日 令和5年7月12日

15．確定拠出年金運
営管理機関による運
用商品の推奨を禁止
する規制の緩和

確定拠出年金の加入者等の安定的な資産形成を図る
観点から、加入者等からの求めに応じて、確定拠出年
金運営管理機関が個別の運用商品に係るアドバイスを
行うことを可能とする。

○確定拠出年金運営管理機関は、もっぱら加入者等の利益のみを考慮して、中立的な立場で運営管理業務を行う必要がある
とされており、加入者等に対して、運用商品の提示や情報提供は行えるものの、個別の運用商品の推奨は禁止されている。
○現状、確定拠出年金運営管理機関である銀行において、運用商品の提示や情報提供を行った際、加入者等から、具体的に
どの商品で運用するかについて相談に応じてほしいとの声が寄せられている。しかし、本規制により、こうした相談に応じること
ができない状況にある。
○確定拠出年金運営管理機関が加入者等の適合性等を踏まえ、ふさわしい運用商品についてアドバイスを行うことが可能とな
れば、運用相談に応じてほしいという加入者等のニーズに応えられるほか、当該加入者等の安定的な資産形成を図ることにも
つながる。
○加入者等からの求めがある場合に限り、個別の運用商品に係るアドバイスを行うことを可能とすれば、加入者等の利益のみ
を考慮して中立的な立場で業務を行うという確定拠出年金運営管理機関の位置づけに反しないと考えられる。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

厚生労働省
金融庁

運営管理機関は、確定拠出年金法第100条第６号において、金融商品取引業者その他確定拠出年金運営
管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除き、特定商品の推奨を行うことは禁止さ
れています。

確定拠出年金法第 100
条第６号、第７号 確定
拠出年金運営管理機関
に関する命令第 10 条
第２号

対応不可

現行法制の下でも、客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づき試算される
資産配分モデルを複数示すことのほか、それぞれの商品区分にどのような運用商品
があるかを提示（複数ある場合は複数）することは特段問題ありません。
その上で、確定拠出年金運営管理機関（いわゆる金融機関に限らず）が、個別の運用
商品に係るアドバイスを可能とすることについては、例えば高い信託報酬手数料の商
品を優先的に推奨するといった顧客本位でない商品提案がなされる可能性もあるとこ
ろ、慎重に検討する必要があります。

21 令和5年6月19日 令和5年7月12日

16．税金・公金・公共
料金の収納における
銀行の記録保存義務
の撤廃

税金・公金・公共料金の収納における銀行の取引記録
の保存（７年）を不要とする。

○銀行は、犯罪収益移転防止法に基づき、税金・公金・公共料金の支払いについて取引記録の保存が求められるが、コンビニ
は不要となっている。
○税金の収納票等で金融機関控えがない場合、顧客に取引記録の作成に協力していただく負担を強いている。同じサービス
であるにもかかわらず、コンビニと対応が異なることは顧客の理解を得られない（現場の混乱を招いている）。
○税金・公金・公共料金の支払いがテロ資金供与やマネー・ローンダリングとは関係のない取引であることは明らかであり、そ
のような取引の記録保存を犯罪収益移転防止法で義務付ける必要はないと考える。
○地方税については、関係機関における事務負担の軽減および納税者の利便性向上のため、2023年度から納付書に地方税
統一ＱＲコードが付される予定である。取引記録の保存義務が撤廃されれば、さらなる事務負担の軽減に資する。
○例年、警察庁および金融庁より「国または地方公共団体に対する金品の納付または納入であっても、当該金品が犯罪による
収益であるおそれが全くないとはいえない」旨の回答があるが、コンビニによる収納には取引記録の保存を不要としているのに
対し、銀行による収納には同記録の保存を必要とする理由を明確に示していただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

警察庁
金融庁

　金融機関等の特定事業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。対応の
概要欄において「法」といいます。）第４条の特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引等一定の
取引を除き、取引に係る記録の作成及び保存を義務付けられています。

犯罪による収益の移転
防止に関する法律（平
成19年法律第22号）第
７条

犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行
令（平成20年政令第20
号）第６条及び第15条

犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行
規則（平成20年内閣府、
総務省、法務省、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省令第１号）
第22条、第23条及び第
24条

対応不可

　国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入及び電気、ガス又は水道水の料
金の支払い（以下「公金納付等」といいます。）であっても、これらの取引原資が犯罪に
よる収益であるおそれが全くないとはいえず、テロ資金供与やマネー・ローンダリング
に係る取引に関する事後的な資金トレースを可能とする必要があります。
　また、公金納付等については、疑わしい取引の届出義務の対象であり、取引記録の
作成及び保存が行われていれば、届出の作成にも資すると考えられます。
　FATF勧告（マネー・ローンダリング及びテロ資金対策のための国際基準）において
も、金融機関は、権限ある当局からの情報提供の要請に対し迅速に応じることができ
るよう、国内取引及び国際取引に関する全ての必要な記録を保存することが求められ
ているところです。
　したがって、公金納付等における取引記録の保存を不要とすることは困難であると考
えております。
　なお、コンビニエンスストアにおける収納代行業務については、現時点で、法上の規
制は行われていないところですが、マネー・ローンダリング対策上の問題が生じること
のないよう、その実態注視等に努めることが重要であると考えております。
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22 令和5年6月19日 令和5年7月12日

17．「簡素な顧客管理
を行うことが許容され
る取引」である大学等
に対する入学金・授
業料等の支払いに該
当する取引の拡充

以下の取引について、「簡素な顧客管理を行うことが許
容される取引」である大学等に対する入学金・授業料
等の支払いに該当することとする。
(a) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い
(b) 幼稚園の入園料・授業料等の支払い

○2016年10月より、大学等に対する入学金・授業料等の支払いに関する取引については、マネー・ローンダリングに利用される
おそれが極めて低いため、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」として取引時確認が不要となった。
○しかし、以下の取引は、大学等に対する入学金・授業料等の支払いに該当しないと整理されているため、マネー・ローンダリ
ングに利用されるおそれは極めて低いと考えられるにもかかわらず、銀行は取引時確認を行っており、顧客に過重な負担を強
いている。これらの取引も「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に含めるべきである。
(a) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い
専修学校のうち高等課程および専門課程への入学金・授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の
対象となっているものの、一般課程は対象となっていない。専修学校の設置には学校教育法に基づき都道府県知事の認可が
必要であり、認可にあたって都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて
低い。高等課程・専門課程と一般課程でマネー・ローンダリングに利用されるリスクは同じであると考える。
また、高等課程・専門課程と一般課程で対応が異なることは、顧客の理解を得られにくい。さらに、振込依頼書に課程の別が記
載されておらず、かつ、顧客もどの課程かを認識していないことがあり、その場合には都道府県のホームページで確認する必
要が生じるなど、窓口での対応負担が生じている。
(b) 幼稚園の入園料・授業料等の支払い
大学等の学校あての入学金・授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対象となっているが、幼
稚園あての支払いは対象となっていないことは顧客の理解を得られにくい。
幼稚園の設置には学校教育法に基づき都道府県知事の認可が必要であり、認可にあたって都道府県が適合性を確認してい
ることから、マネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて低い。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

警察庁
金融庁
文部科学省

　金融機関等の特定事業者は、顧客との間で特定取引（１０万円を超える現金送金等）を行う際には、原
則、本人特定事項の確認（取引時確認）を義務付けていますが、学校教育法第１条に規定する小学校等に
対する入学金、授業料その他これに類するものの支払に係る取引は、簡素な顧客管理を行うことが許容さ
れる取引として、取引時確認等は不要とされております。

犯罪による収益の移転
防止に関する法律（平
成19年法律第22号）第4
条、第6条及び第7条

犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行
令（平成20年政令第20
号）第6条、第7条及び第
15条

犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行
規則（平成20年内閣府、
総務省、法務省、財務
省、厚生労働省、経済
産業省、国土交通省令
第1号）第４条

対応不可

（a）　専修学校のうち専門課程及び高等課程については、高等学校及び大学と同様、
法令上、入学資格が定められており、生徒の実在性が担保されていることから、簡素な
顧客管理が認められております。一方、専修学校の一般課程については、入学資格の
定めがなく、他の課程と比較して生徒の実在性が担保されていないことから、簡素な顧
客管理を認めることは困難です。
　なお、入学金等の振込用紙には、専修学校の課程を明記するよう、専修学校に周知
しているところです。
（b）　幼稚園については、法令上、年齢以外に特段の入園資格が定められておらず、
学齢簿の作成や義務教育学校の卒業等を入学資格とする他の学校と比較して園児の
実在性が担保されていないことから、簡素な顧客管理を認めることは困難です。

23 令和5年6月19日 令和5年7月12日
18．個人番号（マイナ
ンバー）の銀行業務・
事務における活用

個人番号（マイナンバー）を銀行の業務・事務で活用す
ることを可能とする。

○2021年５月19日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」および「預貯金
者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」が公布（ともに３年以内施行）された。銀行は、マ
イナンバーの預貯金口座付番の促進に向けて取り組みを強化していくことになる。
○しかし、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野でのみ活用可能となっており、銀行の業務・事務では活用できない。
○銀行が業務・事務にマイナンバーを活用することが可能になれば、業務・事務の効率化につながる。例えば、顧客が複数の
口座を保有している場合、マイナンバーをキーとした検索を行うことで当該顧客の口座の特定が容易になり、住所・氏名変更手
続きや相続手続き等について、より効率的な対応が可能となる。
○また、政府において、①引越しワンストップサービス（注１）、②公的個人認証サービスにおいて本人同意に基づき住所・氏名
等の情報を民間事業者に提供する仕組み（注２）、③金融機関が預金保険機構から顧客情報の提供を受ける仕組み（注３）に
ついて検討が進められている。こうした取り組みをさらに進めることにより、地方自治体の住民情報データベースと銀行の顧客
情報データベースを連携させ、自動で顧客情報（住所・氏名等）を更新できるようにしていただきたい。これにより、顧客が取引
のある銀行に住所変更手続き等を行う必要がなくなるため、顧客利便性が大幅に向上する。さらに、銀行の顧客情報データ
ベースが最新の状態に保たれることで、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のための継続的顧客管理の効率化・
実効性向上につながる。
（注１）引越しの際に必要となる行政機関や民間事業者に対する住所変更手続きを「引越しポータルサイト」（民間事業者が提
供）で一括して行うことを可能とするサービス。政府において、サービスの検証および対象手続きの拡充等の検討が進められて
いる。
（注２）「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（2021年５月19日公布）において盛り込まれた（２年
以内施行）。
（注３）「預金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」（2021年５月19日公布）において盛
り込まれた（３年以内施行）。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

デジタル庁
金融庁
総務省

　マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定め
られた社会保障・税・災害対策分野の行政事務や、これに関して行われる事務において、必要な限度で利
用可能とされています。そのため、現行の法令上、金融機関は、預金保険機構が預金者等の債権額の把
握のために行う資料提出の求めへの回答や、税務署が行う税務調査の預貯金照会への対応等において、
マイナンバーを利用することができます。

①引越しワンストップサービス
　　「デジタル・ガバメント実行計画」（2020 年 12 月 25 日閣議決定）に基づき、デジタル庁において、引越し
に伴う電気・ガス・水道・金融機関等の民間手続及び自治体への転出・転入等の行政手続を、まとめて一
つのポータルサイトからオンラインで行える「引越しワンストップサービス（OSS）」の推進に取り組んでいま
す。
民間手続については、2021年度は、ポータル・プラットフォーム事業者等の公募を行い民間の引越し手続に
おける①マイナンバーカード（特に公的個人認証）の活用、②データ標準、③マイナポータルとの連携等に
ついて、意見交換等を行っている所です。

②公的個人認証サービスにおいて本人同意に基づき住所・氏名等の情報を民間事業者に提供する仕組み
　令和３年５月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」が改正され、マイナンバー
カードによる公的個人認証サービスにおいて、主務大臣の認定を受けた金融機関等の民間事業者を含む
署名検証者は、住民本人の事前の同意があるときは、地方公共団体情報システム機構から、住民の最新
の住所等の基本４情報の提供を受けることができることとされました。

③金融機関が預金保険機構から顧客情報の提供を受ける仕組み
　　「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」での検討も踏まえ、令
和３年５月12日に成立した「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関す
る法律」の第９条の規定により、金融機関は、預金保険機構に対し、預貯金者の本人特定事項（氏名、住
所及び生年月日）及びマイナンバーを正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めること
ができることとされました。

・行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律第９条

・デジタル社会の形成を
図るための関係法律の
整備に関する法律第48
条

・電子署名等に係る地
方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関
する法律第18条第３項

・預貯金者の意思に基
づく個人番号の利用に
よる預貯金口座の管理
等に関する法律第９条

対応

　引越しワンストップサービスについては、引き続き、関係省庁や自治体、民間事業者
等と連携しつつ、推進して参ります。
　最新の住所等の基本４情報の提供に関しては、令和５年５月よりサービスを開始して
おります。
　また、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関す
る法律」については、法律の公布日から３年以内に施行することとなっており、令和6年
度中の運用開始に向け、準備を進めております。

24 令和5年6月19日 令和5年7月12日

19．報告・届出内容を
各府省庁間や制度間
で電子的に共有する
仕組みの構築

民間企業からの報告・届出の内容を各府省庁間や制
度間で電子的に共有する仕組みを構築する。

○現状、類似の報告・届出を複数の府省庁に提出したり、同一の府省庁に重複した報告・届出をしなければならないケースが
ある。例えば、銀行の場合、以下のような重複した届出等がある。
・確定拠出年金運営管理機関は、役員の兼職状況に変更があった場合、厚生労働大臣に届出を行わなければならない。銀行
は、銀行法に基づき、これについて内閣総理大臣への届出等を行っており、確定拠出年金運営管理機関となっている銀行は、
重複した行政手続きを行っている（「No.32」参照）。
・認定経営革新等支援機関は、事務所の所在地や役員に変更がある場合、経済産業大臣および内閣総理大臣に届出を行わ
なければならない。銀行は、銀行法に基づき、これらについて内閣総理大臣への届出を行っており、認定経営革新等支援機関
となっている銀行は、重複して内閣総理大臣に届出を行っている（「No.33」参照）。
○民間企業からの報告・届出の内容を各府省庁間や制度間で電子的に共有する仕組みを構築すれば、重複した報告・届出を
削減でき、民間企業の負担軽減、行政の効率化に資すると考える。
○昨年度要望に対し、デジタル庁・金融庁・経済産業省・厚生労働省は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていた
だきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

デジタル庁
金融庁
経済産業省
厚生労働省

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）では、法人系のベース・レジストリに
おいて、登記等の基本情報を共有することによる変更手続省略等、申請者や審査者の負担軽減に向けた
制度やシステムの検討を進めることとしています。
また、法人・個人事業主向け共通認証システムであるGビズIDについて、連携行政サービスの拡充を進め
るとともに、商業登記電子証明書や民間サービスとの連携について、整理・検討を進めることとしておりま
す。

なし
検討を予
定

制度の現状欄で記載したとおり、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、
民間企業等の負担軽減や行政の効率化に向け、引き続き取り組んでまいります。

25 令和5年6月19日 令和5年7月12日

20．裁判所による預
金債権に係る情報取
得手続のデジタル化
の実現

裁判所から金融機関に対する預金債権に係る情報の
提供命令および金融機関からの回答を電子化する。

○2020年４月の民事執行法改正において、強制執行の実効性を高めるため、債権者が債務者の財産に関する情報を、債務者
以外の第三者から取得できる手続きが新設された。
○本手続きにおいて、裁判所から金融機関に対する預金債権に係る情報の提供命令および金融機関からの回答は書面により
行わなければならない。
○これらが電子化されれば、ペーパーレス化による債権者・裁判所・金融機関の書面取り扱い負担の軽減、回答の迅速化に資
すると考える。
○本年８月５日、法制審議会の部会において、「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続（ＩＴ化関係）の見直し
に関する中間試案」が取りまとめられており、今後、民事執行等に関する手続のＩＴ化に向けた具体的な検討が進められるもの
と理解している。この検討の中で、本要望の実現に向けた検討も進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

法務省
　御指摘のとおり、債務者の預貯金債権等に係る金融機関（銀行等及び振替機関等）の情報の提供は、書
面でしなければならないものとされております。

民事執行法第207条、第
208条

対応

　令和５年６月６日に「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律」（令和５年法律第５３号）が成立し、民事執行法
が改正されました。この改正によって、裁判所から金融機関（銀行等及び振替機関等）
に対する債務者の預貯金債権等に係る情報の提供の命令及び金融機関から裁判所
に対するその情報の提供は、インターネットを使用してすることができることとされ、電
子化されました（改正後の民事執行法第１９条の２、第２０条、民事訴訟法第１０９条の
２、第１０９条の３）。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

26 令和5年6月19日 令和5年8月24日
21．行政機関等から
の口座振替依頼や振
込依頼等の電子化

行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等につい
て、書面を廃止し電子化する。

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物保管、
期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。
(a) 税務署からの納税に係る口座振替依頼
国税の振替納税（注）については、納税者が口座振替依頼書を申請期限までに税務署等に提出することになっている。国税庁
は、税務署に提出された依頼書を取りまとめ、各銀行の口座振替の事務処理を行う事務センター等に対し、データ形式で送付
している。
（注）納税者名義の預貯金口座から、口座引落しにより国税（申告所得税、消費税等）を納付する手続き。事前に税務署または
希望する金融機関に対し、振替依頼書を提出する必要があるが、次回以降は自動的に振替納税が行われる。
しかし、申請期限を超過した口座振替依頼については、税務署から該当口座のある銀行の営業店に対し、個別に書面で送付
されている。
(b) 年金事務所からの高齢任意加入の厚生年金保険料納付に係る口座振替依頼
高齢任意加入の厚生年金保険料納付に係る口座振替依頼については、一部の年金事務所から該当口座のある銀行の営業
店に対し、個別に書面で送付される。
(c) 自衛隊からの各種振込依頼（委託国庫送金の書面での依頼）
自衛隊からの各種振込依頼については、自衛隊から日本銀行を通じて、日本銀行の代理店となっている銀行の営業店に対
し、書面で送付される（委託国庫送金の書面での依頼）。
(d) 防衛省共済組合からの各種振込依頼
防衛省共済組合からの各種振込依頼については、銀行の営業店に対し、書面で送付される。
(e) 戦没者等の遺族等に対する記名国債（特別弔慰金国庫債券）の交付
戦没者等の遺族等に対する弔慰金は、記名国債（特別弔慰金国庫債券）をもって交付することとされている。日本銀行の代理
店となっている銀行においては、記名国債の交付や償還金の支払いに係る事務負担が重くなっている。
○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等において
も、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。また、戦没者等の遺族等に対する弔慰金が記名国債の券面に
よる交付ではなく振込により支給されれば、銀行はもとより、受取人（遺族等）の利便性も向上すると考える。
○なお、(a)の昨年度要望に対し、財務省は「検討を予定」としつつ、「書面の納付書を送付しているのは、振替対象件数が少な
い消費税中間分等である」と回答しているが、銀行にとっては、オンラインでのデータ交換方式を導入している場合でも、消費
税中間分等については例外的な対応が必要となり、態勢整備が負担となっている。早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

デジタル庁
財務省
厚生労働省
防衛省

【デジタル庁・厚生労働省・防衛省】
デジタル手続法において、処分通知等をはじめとした国の行政手続を、最初から最後までデジタルで完結
させるための基本原則を明確化しております。

【財務省】
国税の口座振替に係る納付書は、データ交換方式（DVD又はe-Tax）と書面方式があり、内訳としては、
データ交換方式のDVDが約７５％、e-Taxが約２２％で全体の約９７％を電子化しており、残りの約３％が書
面の納付書を各金融機関に送付しています。

【デジタル庁・厚生労働
省・防衛省】
デジタル手続法第２条

【財務省】
国税通則法第34条、34
条の２

【デジタル
庁・厚生
労働省・
防衛省】
現行制度
下で対応
可能

【財務省】
検討を予
定

【デジタル庁・厚生労働省・防衛省】
デジタル手続法の基本原則に基づき、各個別手続についてはその性質を踏まえつつ
所管府省等においてデジタル化を検討・実施していると承知しております。

【財務省】
現在、紙の納付書を送付している消費税中間分についてオンライン化を検討しており、
今後、金融機関と当庁間でのテストの実施、導入可否や導入時期などについて金融機
関の皆様にご意見を伺いつつ、検討を進めていくこととしています。
なお、データ交換方式のうちDVD方式については、2024年４月以降の物流業界の動向
（いわゆる「2024問題」）により、DVDの搬送期間等への影響が生じる可能性があるほ
か、DVD方式で使用しているDVDの取扱業者が減少するなどDVD方式の継続が困難
になる可能性があります。
このため、当庁においては、こうした課題に対応するとともに、口座振替に係る納付書
の送交付事務のオンライン化を進める観点から、従前よりe-Tax方式の利用拡大に取
り組んでおりますので、ご協力いただきますようお願いします。

27 令和5年6月19日 令和5年7月12日
22．各種共済制度の
申込受付等のデジタ
ル化

小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度、
中小企業退職金共済制度の申込書について、オンライ
ンによる提出とする。
特定業種退職金共済制度の掛金納付について、共済
手帳に共済証紙を添付する方法を廃止し、電磁的方法
とする。

○小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度、中小企業退職金共済制度の申込書は、金融機関窓口において書面に
より提出することとされており、書面・対面ベースでの事務処理に係る負担が課題となっている。
○これらの共済制度の実施主体である中小企業基盤整備機構や勤労者退職金共済機構のホームページ経由等で顧客が直
接オンラインにより申込書を提出することが可能となれば、顧客の利便性向上、機構および金融機関の事務処理の効率化、負
担軽減につながる。
○昨年度要望に対し、経済産業省は「中小企業基盤整備機構では、（中略）契約の申込手続きは令和５年度中にオンライン化
を実現するために調達に向けた準備を進めている」と回答しており、実現に向けて着実に準備を進めていただきたい。勤労者
退職金共済機構が実施主体である中小企業退職金共済制度についても、同様に申込受付のデジタル化に向けて検討いただ
きたい。
○また、特定業種退職金共済制度の掛金は、共済手帳に共済証紙を添付する方法により納付され、共済契約者は金融機関
窓口で共済証紙を購入しなければならず、共済契約者・金融機関双方にとって負担がある。同制度のうち、建設業退職金共済
制度については、2020年10月より、電磁的方法（ペイジーまたは口座振替）による納付が可能となった。清酒製造業退職金制
度および林業退職金共済制度も含め、掛金納付が電磁的方法に一本化されれば、事務処理の効率化・負担軽減につながる。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

厚生労働省
経済産業省

【厚生労働省】
【中小企業退職金共済制度について】
○　中小企業退職金共済制度の申込書は、退職金共済契約申込書及び•預金口座振替依頼書等の必要
書類を、金融機関又は委託事業主団体の窓口に提出して行います。

○　特定業種退職金共済の掛金は、共済契約者（事業主）が金融機関窓口で共済証紙（日額）を購入し、
被共済者（労働者）に賃金を支払う都度、被共済者の共済手帳に就労実績に応じて共済証紙を貼付し、こ
れに消印する方法によることとされておりましたが、建設業退職金共済制度については、2020年10月より、
電磁的方法（ペイジーまたは口座振替）による納付が可能となっています。

【経済産業省】
小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度の加入手続きは、中小企業基盤整備機構（以下「中小
機構」）と業務委託契約を締結している金融機関等（以下「委託機関」）の窓口で対面で行う必要がありま
す。

【厚生労働省】
中小企業退職金共済法
第44条第５項
中小企業退職金共済法
施行規則第４条第１項、
第86条、第86条の３
令和２年４月22日厚生
労働省告示第191号

【経済産業省】
・小規模企業共済法施
行規則
・中小企業倒産防止共
済法施行規則

【厚生労
働省】
その他

【経済産
業省】
対応

【厚生労働省】
【中小企業退職金共済制度について】
○　中小企業退職金共済の掛金は、共済契約者の口座からの引き落としにより納付い
ただくことから、新規加入を希望される事業主の方には、新規申込みと同時に金融機
関届出印の押捺された口座振替依頼書を提出いただいているところです。このため、
申込みのオンライン化につきましては、書面以外の方法による口座振替依頼への対応
と併せて検討する必要があります。今後金融機関側で、届出印が必要とされていること
について見直し等の動きがあれば、それに対応した取組を検討していきます。

○　特定業種退職金共済制度は、事業場を転々と移動する方々のための制度である
という特殊性を踏まえ、就労実績に応じた掛金納付を行うことができる、共済契約者及
び被共済者双方にとって簡便な方法として共済手帳への証紙貼付の方法を設けてい
ます。建設業退職金共済における電磁的方法の導入の際、中小規模の事業主には、
引き続き証紙貼付方法により掛金を納付したいとの要望もあったことから、共済契約者
の利便にも配慮して、建設業退職金共済においては証紙貼付方法と電磁的方法によ
る納付との併存方式を採ることとし、電磁的方法への一本化はしなかったところです。
　また、建設業以外の特定業種についても、電磁的方法を導入する場合、システムの
構築及び運用には相当のコストがかかるところ、建設業以外の特定業種がそのコスト
を負担できるか等について慎重な検討が必要となります。

【経済産業省】
中小機構では、オンライン利用率引上げの基本計画（令和3年10月25日）を踏まえ、令
和5年度中に小規模企業共済・中小企業倒産防止共済の加入手続き及び掛金月額変
更等の保全手続きについて、令和7年度中に共済金の請求その他すべての手続きに
ついて、オンラインで申請ができるように準備を進めています。

28 令和5年6月19日 令和5年8月24日
23．利子補給事業に
おける申請書等への
押印の廃止等

利子補給事業における各種申請書等への代表者印を
廃止する。また、申請書類等の郵送を廃止し、電子化
する。

○①新型コロナウイルス感染症対応の実質無利子・無担保融資における「利子補給金交付申請書 兼 実績報告書」（一部の地
方自治体）や、②内閣府の「総合特区支援利子補給金」および厚生労働省の「雇用創造プロジェクト関連利子補給」における利
子補給契約書で代表者印が必要となっている。また、これらの書類は郵送による提出が求められている。
○政府において、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しが進められており、その一環として、利子補
給事業における各種申請書等の代表者印を廃止していただきたい。電子メールによる提出のみでよいこととすることで、行政、
銀行双方のペーパーレス化、事務効率化につながる。
○昨年度要望に対し、内閣府・厚生労働省は、「契約の法的安定性を図る」観点で押印が必要であるとしている。しかし、内閣
府・法務省・経済産業省は、「押印についてのＱ＆Ａ」（2020年６月19日公表）において、「契約に当たり、押印をしなくても、契約
の効力に影響は生じない」との解釈を示し、民間に押印慣行の見直しを促している。行政機関と民間との契約についても、本Ｑ
＆Ａの考え方と同様、必ずしも押印は必要ないと考える。
○また、昨年度要望のうち、新型コロナウイルス感染症対応の実質無利子・無担保融資における利子補給金交付申請書の押
印廃止については、回答が示されておらず、早期に回答を示すとともに、実現に向けて検討していただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

経済産業省
内閣府
厚生労働省

【経済産業省】
ご指摘の新型コロナウイルス感染症対応の実質無利子・無担保融資について、国としては押印を求めてお
らず、一部の自治体が金融機関に求めている状況です。
昨年度、本事業の基金設置法人である中小企業基盤整備機構を通じて自治体に押印を求めないよう協力
依頼を行っております。

【内閣府】
総合特区支援利子補給金
利子補給契約書について、電子契約での取り交わしを可能とするため、令和5年3月3日付けで「総合特区
支援利子補給金交付要綱」を改正し、電子により契約書を作成する場合の取扱いを明記しました。
これにより、令和5年4月以降に貸付を実行し、内閣府に総合特区支援利子補給契約の申込みを行う際、電
子契約書による利子補給契約締結を選択することが可能となっており、この場合、契約書への代表者印の
押印は不要となります。
なお、利子補給契約書以外の利子補給事業に関する全ての提出書類については、令和4年1月に押印を廃
止し、電子データによる提出が可能となっております。

【厚生労働省】
（地域雇用創造利子補給金（地域活性化雇用創造プロジェクト）及び地域雇用創造利子補給金（戦略産業
雇用創造プロジェクト）について）
　地域雇用創造利子補給金（地域活性化雇用創造プロジェクト）及び地域雇用創造利子補給金（戦略産業
雇用創造プロジェクト関連融資利子補給金）における各種書類のうち、利子補給契約書については、押印
をすることとしており、郵送での手続きをお願いしております。
一方、当該契約書以外の書類については、令和３年１月の改正において、押印を廃止するとともに、電子
メールによる提出を可能とするよう運用を変更しています。

【経済産業省】
なし

【内閣府】
・総合特別区域法
・総合特別区域法施行
規則
・総合特区支援利子補
給金交付要綱

【厚生労働省】
雇用保険法施行規則第
140条の２第２項
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律施行令
厚生労働省所管補助金
等交付規則

【経済産
業省】
現行制度
下で対応
可能

【内閣府】
対応

【厚生労
働省】
対応

【経済産業省】
国としては押印を求めていないため、現行制度で対応可能。
すでに本事業の基金設置法人である中小企業基盤整備機構を通じて自治体に協力依
頼を行っております。

【内閣府】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【厚生労働省】
（地域雇用創造利子補給金（地域活性化雇用創造プロジェクト）及び地域雇用創造利
子補給金（戦略産業雇用創造プロジェクト）について）
　利子補給契約書について、電子契約での取り交わしを可能とするため、今年度中に
「地域雇用創造利子補給金（地域活性化雇用創造プロジェクト）交付要綱」及び「地域
雇用創造利子補給金（戦略産業雇用創造プロジェクト）交付要綱を改正し、電子により
契約書を作成する場合の取扱いを明記する予定です。
　これにより、令和6年度以降に貸付を実行し、上記交付要綱に基づいて厚生労働省に
利子補給契約の申込みを行う際、電子契約書による利子補給契約締結を選択するこ
とが可能となるため、この場合の契約書への代表者印の押印は不要となる予定です。
　なお、当該契約書以外の書類については、令和３年１月の改正において、代表者印
の押印を廃止するとともに、電子メールによる提出も可能とするなど、金融機関の負担
軽減に取り組んでおり、引き続き制度の利便性向上に取り組んでいきたいと考えてい
ます。

29 令和5年6月19日 令和5年7月12日
24．銀行の中間事業
年度および連結の決
算公告の廃止

会社法と平仄を合わせ、銀行の中間事業年度および連
結の決算公告を廃止する。

○銀行法上、銀行は、中間事業年度および事業年度ごとに、貸借対照表、損益計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書を
公告しなければならない。
―　2011年の銀行法改正により、有価証券報告書を提出している銀行は、決算公告を免除されている（会社法上は、2005年の
改正により措置された）。このため、現在、公告義務があるのは、それ以外の銀行（例えば、銀行持株会社傘下の銀行）。
○会社法上は、事業年度の株式会社単体の貸借対照表および損益計算書（大会社の場合）を公告するのみでよく、中間事業
年度や連結の決算公告を求めていない。
○昨年度要望に対し、金融庁より「銀行が、銀行業という公共性の高い業務を行い、信用秩序の中核として業務運営を行う主
体であることに鑑みたものであることを踏まえれば、廃止は困難である」旨の回答が示されている。しかし、銀行は、別途、銀行
法に基づき、中間事業年度および事業年度ごとに、連結決算の情報を含むディスクロージャー誌を公衆縦覧に供しており、十
分な情報開示を行っている。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

銀行は、その中間事業年度ごとに中間貸借対照表等を作成し、また、その事業年度ごとに貸借対照表等を
作成し、それらを公告する必要があります。
なお、有価証券報告書の提出が義務付けられている銀行における中間貸借対照表等の作成・公告等につ
いては、金融商品取引法の規制に依ることとなります。

銀行法第20条 対応不可

本規制は、銀行が、銀行業という公共性の高い業務を行い、預金者等をはじめ多数の
関係者との取引を継続しつつ信用秩序の中核として業務運営を行う主体であることに
鑑みたものであることを踏まえれば、中間貸借対照表等の作成及び公告を廃止するこ
とは困難です。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

30 令和5年6月19日 令和5年9月13日

25．地方自治体等に
対する指定金融機関
等の担保提供義務の
廃止または緩和

地方自治体等に対する指定金融機関等の担保提供義
務を廃止する。または、地方自治体の長が担保提供を
不要とする場合には、担保を提供しなくてもよいことと
する等の規定を追加する。

○地方自治法施行令および地方公営企業法施行令において、指定金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関（以下、
指定金等）には担保提供義務が課されている。
○収納・支払いにかかる地方公金は預金保険法により仕掛中の決済債務および決済用預金として全額保護されており、仮に
指定金等が破綻した場合でも原則翌営業日から払戻しが可能となる。
○また、地方自治体と指定金等との私法上の契約による損害の保全が可能であることにより、債務履行の確実性が実質的に
確保されている。
○これらの点から、法令で全ての指定金等に担保提供を義務付けることは、あまりにも過剰な規制だと考える。
○総務省による公営企業会計適用の推進に関する要請（注）を受け、下水道事業等の地方公営企業法非適用企業による公営
企業会計への移行が進んでいる。移行にあたり、銀行に対して地方自治体から出納（収納）取扱金融機関の引受要請があり、
新たに担保提供を求められ、地方自治体および銀行の負担となっている。
（注）2015年１月27日付で都道府県および人口３万人以上の市区町村に対し、2015年度から2019年度までに下水道事業およ
び簡易水道事業（以下、重点事業）について公営企業会計に移行すること等を要請。
2019年１月25日付で人口３万人未満の市区町村に対し、重点事業について遅くとも2023年までに公営企業会計に移行すること
等を要請。
○銀行は、指定金融機関業務を無償もしくは低廉な金額で引き受けているが、同業務に係るコスト負担が軽減されないのであ
れば、指定金融機関を辞退することを検討せざるを得ない銀行も出てくると考える。
○昨年度要望に対し、総務省は「今後も、為替取引に係る銀行間手数料の見直し等の指定金融機関の経費負担に関する情勢
の変化等を十分に踏まえて適切に対応していく」と回答しており、本要望も含めて対応を進めていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

総務省

⑴
　地方自治法施行令第１６８条の２第３項の規定により、指定金融機関は地方公共団体の長の定めるとこ
ろにより、担保を提供しなければならないこととされています。
⑵
　地方公営企業法施行令第２２条の３第２項の規定により、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、
地方公営企業管理者の定めるところにより、担保を提供しなければならないこととされています。

⑴
地方自治法施行令（昭
和22年政令第16号）第
168条の2第3項
⑵
地方公営企業法施行令
（昭和27年政令第403
号）第22条の3第2項

⑴
対応不可
⑵
検討を予
定

⑴
　指定金融機関の担保提供義務については、公金管理の安全性を確実に担保する観
点から、必要と考えています。
　御指摘のとおり地方公共団体の有する決済用預金については預金保険制度により
全額保護の対象ではありますが、当該担保は地方公共団体から債権者への支払いが
滞ったことにより発生する遅延利息や損害賠償など保護の対象外の損害に充当するこ
とができ、地方公共団体と指定金融機関との私法上の契約により損害の保全が可能
だとしても、仮に指定金融機関が破綻するなど不測の事態が発生した場合は、担保提
供があることにより確実に損害へ充当することが可能となるものです。
　なお、担保提供義務のない指定代理金融機関、収納代理金融機関が破綻した場合
においては、指定金融機関が責任を負うこととなっています。
⑵
　一方、地方公営企業に係る金融機関については、複数の金融機関を指定することが
できることとされ、それぞれの金融機関が個別に責任を負うこととなっています。
　現行制度においては、これら全ての金融機関に対して担保提供義務を課しているとこ
ろ、収納取扱金融機関の担保提供規定については、担保提供の実態や、他の公金を
取り扱う金融機関に係る制度との整合性等を踏まえつつ、地方公共団体等の意見を
伺いながら、その必要性を検討してまいります。

31 令和5年6月19日 令和5年7月12日
26．選挙供託制度の
見直し

選挙の立候補届出日および補充立候補締切日が休日
にあたる場合、供託金の納付完了が銀行の翌営業日
となることを認める。

○公職選挙法に基づく選挙においては、供託金の納付完了が立候補届出受理の要件となっている。
　―　立候補の届出書に「供託したことを証明する書面」を添付することとされている。
○選挙の立候補届出日（公示日・告示日）および補充立候補締切日が休日にあたる場合、日本銀行代理店となっている銀行
店舗は、供託事務へ対応するため、行員が休日出勤により対応している。
○休日にあたる場合に限り、供託金の納付完了について、銀行の翌営業日とすることを認める（届出の当日に「供託したことを
証明する書面」が添付されていなくとも、当該書面を事後提出すれば、届出を有効なものとする）扱いとすれば、代理店の休日
対応が不要となる。
―　2019度要望に対する総務省の回答は、「立候補届出に当たっては、供託をしたことを証明する書面の添付が必要とされて
いる。（中略）立候補届出において必要添付書類とされている供託書の事後提出を認めると、当該届出を有効なものとして取り
扱うことができなくなる」。
○供託金は電子納付が可能である。また、立候補希望者があらかじめ納付しているケースが多いため、立候補届出日当日に
代理店に立候補希望者が来店するケースは稀であり、翌営業日扱いを認めても影響は軽微と考えられる。
○行政のデジタル化を進める中で、将来的には、電子納付への一本化（代理店での供託事務の廃止）も検討していただきた
い。
○なお、2020年度要望および2021年度要望ともに回答が示されておらず、早期に回答を示すとともに、実現に向けて検討して
いただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

総務省
立候補の届出は、その選挙の期日の公示日又は告示日に行うこととされており、その際、供託をしたことを
証明する書面を添付することが必要とされています。

公職選挙法
第86条、第86条の２、第
86条の３、第86条の４、
第92条
公職選挙法施行令
第88条、第88条の３、第
88条の５、第89条

対応不可

公職選挙法では、真に当選を争う意思のない候補者の乱立や売名目的のための立候
補を防止するため、供託の制度が設けられており、立候補届出に当たっては、供託を
したことを証明する書面の添付が必要とされています。立候補届出期間は、選挙の期
日の公示日又は告示日の一日間のみであり、立候補届出において必要添付書類とさ
れている供託書の事後提出を認めると、当該届出を有効なものとして取扱うことができ
なくなることから、提案への対応は困難と考えます。
なお、供託者が遠方の日本銀行本支店・代理店に往訪する負担を軽減するほか、現
金取扱いに係る行政手続コストを削減するため、選挙供託における電子納付及びオン
ライン申請の利用を推進する必要があると考えており、立候補予定者説明会等の機会
において、立候補予定者等に対し、電子納付及びオンライン申請の利用について案内
するよう、総務省から各選挙管理委員会に対して要請しているところです。

32 令和5年6月19日 令和5年7月12日
28．業務報告書等の
簡素化

銀行法に基づき提出している業務報告書等を簡素化す
る。

○銀行は、事業年度ごとに業務報告書、中間業務報告書、連結業務報告書、連結中間業務報告書（以下、業務報告書等）を
金融庁へ提出している。
○業務報告書等の記載事項の多くは、銀行が別途作成している有価証券報告書、事業報告、ディスクロージャー誌等と重複・
類似している。銀行監督上必要なものがあればオフサイト・モニタリングで徴求可能である。
○昨年度要望に対し、金融庁は「金融機関における事務負担軽減の観点から簡素化等を図る余地がないか慎重に検討を行っ
ていく」と回答しており、例えば、以下の簡素化について早期に検討していただきたい。
(a) 有価証券報告書を提出している銀行は、業務報告書等の提出を不要とする
(b) 業務報告書等の項目を削減する
「第１事業概況書」を削除する（事業報告や有価証券報告書等で概ね代替可能であるため）、決算状況表と重複する事項（自己
資本比率の状況等）を削除するなど、項目を削減する。
(c) 添付対応を簡素化する
2017年11月より、業務報告書について「同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨を明記した場合には、記載を省略
することができる」とされたものの、添付する書類が多い、添付書類の参照箇所を明瞭に記載する必要があるなど、事務負担
軽減の効果は限定的である。
同一の事項を記載した書類の添付を不要とするとともに、参照する書類の名称（事業報告、有価証券報告書等）を記載するの
みでよいこと（参照箇所の記載を不要）を明確化する。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁

銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成すると
ともに、銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結し
て記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととされ
ています。

銀行法第19条
検討を予
定

業務報告書については、銀行法上の主たる監督手段であることから、提出不要とする
ことや項目を削減することは困難です。他方で、金融機関における事務負担軽減の観
点から簡素化等を図る余地がないか慎重に検討を行ってまいります。

33 令和5年6月19日 令和5年7月12日
29．銀行および銀行
持株会社の取締役の
兼職認可の廃止

銀行および銀行持株会社の常務に従事する取締役
が、グループ内の会社の常務に従事する場合の認可を
不要とする。

○銀行および銀行持株会社の常務に従事する取締役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に
従事してはならないとされている。
○他の一般の会社の常務に従事する場合について、銀行の業務の健全かつ適切な運営の妨げにならないよう認可制としてい
ることは理解できるが、グループ内の会社の常務に従事することは、グループの経営管理の強化や意思決定の効率化に資す
るものであり、こうした問題が発生するとは考えられない。
○昨年度要望に対し、金融庁より「利益相反等の観点から、措置は困難」との回答が示されたが、別途、銀行法において利益
相反管理態勢の整備が求められていることを踏まえれば、認可制は過剰な規制であると考える。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行及び銀行持株会社の常務に従事する取締役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会
社の常務に従事してはならないとされています。

銀行法第７条、第52条
の19

対応不可

銀行の取締役の兼職については、本業専念による効率性の発揮や利益相反防止等の
観点から制限がかけられているものです。取締役の兼職がグループ内会社であっても
その趣旨は当てはまるものであるため、こうした観点を含め、銀行の業務の健全かつ
適切な運営を妨げるおそれの有無を確認するプロセスは引き続き必要であり、措置は
困難です。
また、銀行持株会社の取締役の兼職についても、法令上、認可を受けることが前提と
されていますが、銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれの有無を確認す
るプロセスが不要とまではいえず、措置は困難です。

34 令和5年6月19日 令和5年7月12日

30．銀行および銀行
持株会社の役員等の
選任・退任届出の廃
止

銀行および銀行持株会社の役員等の選任・退任届出
を廃止する。

○銀行および銀行持株会社は、役員等（代表する取締役、常務に従事する取締役、監査役）を選任しようとする場合、または役
員等が退任しようとする場合、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
○役員等の選任・退任については、適時開示やニュースリリースで速やかに開示していることに加え、役員等の一覧は有価証
券報告書等で確認することができる。また、事前の届出が必要ということであれば、株主総会の招集通知（候補者の氏名、選
任理由等を記載）を金融庁に送付することで、代替可能であると考える。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行及び銀行持株会社は、役員等（代表する取締役、常務に従事する取締役、監査役）を選任しようとする
場合、又は役員等が退任しようとする場合は、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。

銀行法第53条第１項第
８号、第３項第９号
銀行法施行規則第35条
第１項第３号、第３項第
３号

対応不可
銀行及び銀行持株会社の役員等については、その適格性を適切にモニタリングする必
要があるため、措置は困難です。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

35 令和5年6月19日 令和5年7月12日
31．銀行の営業所の
位置変更届出書の添
付書類の簡素化

銀行の営業所の位置変更届出書の添付書類の記載事
項を簡素化する。

○営業所の位置を変更する場合、銀行は内閣総理大臣に対して、事前にその旨を届け出なければならない。
○当該届出書には、「営業所の新所在地」、「理由」、「新営業所の概要」等を記載した書類を添付しなければならない。当該添
付書類の記載項目が多く、かつ、調査に時間を要する項目もあり、多大な事務負担となっている。
○特に、「新営業所の概要」（土地の面積、建物の延面積、営業室の面積等）、「開発費用」（土地取得費、建物建築費等）、「業
績実績・予想」（預金・貸出・損益・人員の実績と予想）の作成負担が重く、記載事項の簡素化（削減）を検討していただきたい。
○店舗内店舗方式の移転の場合は、既に届出を行っている支店内への移転となるため、上記に加え、「犯罪防止措置及び顧
客情報管理」の記載および変更後の営業所の場所を示した地図・営業所の略図の添付も不要としていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令
で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。

銀行法第８条第１項
銀行法施行規則第９条
第１項、第２項
中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針
Ⅲ-４-１、別紙様式４-
２、４-２の２

検討を予
定

銀行法に基づく支店の位置変更届出については、銀行業務の高い公共性に鑑みたも
のでありますが、銀行における事務負担軽減の観点から簡素化等を図る余地がない
か検討を行います。

36 令和5年6月19日 令和5年7月12日
32．確定拠出年金運
営管理機関に関する
届出の一部廃止

銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける場
合の「役員の兼職状況」および「役員の電話番号」の届
出を廃止する。

○銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける場合、主務大臣に登録申請書を提出する必要があり、この申請書に
は、「役員の兼職状況」を記載する必要がある。
○この申請書は、記載事項に変更があった場合、２週間以内に変更の届出を行わなければならないため、毎月２回変更がな
いか確認する必要があり、多大な事務負担となっている。
○銀行法上、銀行の取締役が他の会社の常務に従事する際は内閣総理大臣の認可が必要であり、当該認可を確認すること
で、確定拠出年金法の登録拒否事項に係る法人との兼職がないことの確認が可能である。
○このため、銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける場合は、「役員の兼職状況」の記載を不要としても問題ないと
考える。本届出の廃止、または、「No.19 報告・届出内容を各府省庁間や制度間で電子的に共有する仕組みの構築」により、重
複した届出等を撤廃していただきたい。
○また、登録申請書に添付する役員の履歴書に電話番号の記載が必要になっている。確定拠出年金運営管理機関にふさわし
くない者が役員にいないことを確認するためであれば、役員の氏名の届出で足り、電話番号は不要と考える。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

厚生労働省
金融庁

銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける際は、申請書に役員の氏名や当該銀行の役員の兼務
状況等を記載する必要があります。
また、これらの事項に変更が生じたときは、２週間以内に、その旨を主務大臣に届け出ることと規定されて
います。

確定拠出年金法第89条
第1項、第92条第1項、
第104条、確定拠出年金
運営管理機関に関する
命令第２条、第３条

その他

確定拠出年金運営管理機関の役員の兼職状況については、年金関連業務を担う者と
しての適格性を判断するため、役員が確定拠出年金法第91条第１項第５号に該当す
る者でないかを確認することとしています。これは、登録を取り消された確定拠出年金
運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しないものが役員に
いる法人からの登録を拒否するものであり、銀行法に基づく確認とはその内容が異な
ることから,ご提案に対応することは困難です。
なお、登録申請書に添付する役員の履歴書の記載事項とされている役員の電話番号
については、廃止する予定です。

37 令和5年6月19日 令和5年7月12日
33．認定経営革新等
支援機関に関する届
出の一部廃止

中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援
機関である銀行に係る(a)事務所の所在地、(b)役員、
(c)統括責任者、統括責任者を補佐する者に変更が
あった場合の届出を廃止する。

○銀行が中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関の認定を受ける場合、経済産業大臣および内閣総理大臣
に認定申請書を提出する必要がある。この申請書の記載事項に変更がある場合、変更の届出を行わなければならない。
○次の項目については、以下の理由から変更届出を廃止しても問題ないと考える。
(a) 事務所の所在地
銀行は、銀行法に基づき、銀行の営業所の位置変更があった場合、内閣総理大臣に変更の届出をしており、当該届出を確認
することで所在地変更の確認は可能である。
(b) 役員
銀行は、役員の選任・退任について、適時開示やニュースリリースで速やかに開示しているほか、役員の一覧は有価証券報告
書等で確認することができるため、本件届出は不要と考える。
(c) 統括責任者、統括責任者を補佐する者
銀行は、コンサルティング機能の発揮を通じて、取引先の経営支援を行っている。このように、銀行全体として経営革新等支援
業務に取り組んでいることを踏まえると、役員を把握できれば、統括責任者等の届出は不要と考える。
○本届出の廃止、または、「No.19 報告・届出内容を各府省庁間や制度間で電子的に共有する仕組みの構築」により、重複し
た届出等を撤廃していただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

デジタル庁
経済産業省
金融庁

　以下のように、現状、「事務所の所在地」「役員」「統括責任者、統括責任者を補佐する者」に関する事項
の変更が生じた場合には、制度毎に、届出を行う必要があります。
　まず、銀行は、「事務所の所在地」「役員等」等の変更について、内閣総理大臣に届出を行う義務がありま
す。
　また、経営革新等支援機関の認定を受けようとする者は、「事務所の所在地」「役員」「統括責任者、統括
責任者を補佐する者」について申請書に記載して提出する義務があるほか、この認定を受けた以降にこれ
らの事項について変更が生じた場合は、届出を行う義務があります。このため、銀行が、経営革新等支援
機関の認定を受ける場合には、当該申請書を提出する必要があり、この認定を受けた以降にこれらの事項
に変更が生じた場合には、変更の届出を行う必要があります。

銀行法第53条第１項第
８号、銀行法施行規則
第35条第１項、
中小企業等経営強化法
第31条第１項、第3項及
び第４項、中小企業等
経営強化法第31条第1
項に規定する経営革新
等支援業務を行う者の
認定等に関する命令第
2条及び第3条

検討に着
手

　現在、デジタル庁においては、関係省庁と連携しながら、法人について、各制度・行政手続において重
複する事項に関して、申請/届出の省略＝ワンスオンリー（再提出不要）を実現するために必要な制度
やシステムの論点の検討を進めております。

【デジタル臨時行政調査会】
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/
（第７回）資料１　アナログ規制の一掃に向けた取組の進捗と デジタル臨調の今後の検討課題（p11,12）

【デジタル臨時行政調査会作業部会】
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research-wg/
（第18回）資料3 法人ベース・レジストリと制度的課題について
（第19回）資料1 法人ベース・レジストリと制度的課題について
（第20回）資料1 法人ベース・レジストリと制度的課題について
（第21回）資料1 ベース・レジストリと制度的課題について

　具体的には、現状は、法人の名称や本店所在地、役員が変更された際、個別制度毎に、当該法人か
ら変更届出を求めているところ、制度間で共通する情報について行政機関がバックオフィスで情報連携
することで、変更届出を不要とするための横断的な法整備やシステム整備の検討を進めています。
　ご指摘いただいている点は、中小企業等経営強化法の変更届出等において共通する項目について
は、届出等の省略ができるのではないかという御要望であると認識しております。
　また、統括責任者、統括責任者を補佐する者に関するご指摘については、認定経営革新等支援機関
制度の適切な運用を担保するため、統括責任者、統括責任者を補佐する者として、専門的知識及びこ
れまでの実務経験により、当該法人の中核となって、自らの監督と責任の下に、下部組織を活用しなが
ら法定業務を担うことができる人材を配置することが重要であると考えており、統括責任者や統括責任
者補佐についての届出を求めているものです。このため、統括責任者及び統括責任者補佐の登録等に
係る届出について直ちに廃止することは困難であると考えておりますが、いただいた御要望について
は、今後の制度設計においての参考としたいと考えています。

デジタル庁としては、これまでの検討も踏まえ、制度所管省庁の金融庁や経済産業省と積極的に相談し
てまいります。

38 令和5年6月19日 令和5年7月12日
34．役員名簿の任意
提出の停止

金融庁および日本銀行にそれぞれ年１回行っている役
員名簿の任意提出を停止する。

○銀行は、年１回、金融庁および日本銀行に対し、任意で提出を依頼されているものではあるものの、役員名簿をそれぞれに
提出している。
○金融庁と日本銀行の様式は統合されたが、記載項目が多く、多大な事務負担となっている。そもそも、役員選任・退任につい
ては、適時開示やニュースリリースで速やかに開示しているほか、役員に係る情報は有価証券報告書や決算状況表等で確認
することができるため、停止しても問題ないと考える。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

金融庁
銀行は、毎年1度、金融庁および日本銀行に対し、それぞれの様式で役員名簿を作成・提出しています。規
制報告一元化の取組みにより、2022年6月末以降は、金融庁および日本銀行の様式が統一される予定で
す。

銀行法第7条の2 対応不可
役員名簿は、役員の選退任に係る届出とともに、銀行法第7条の2において規定されて
いる役員の適格性を監督する手段であることから、銀行による開示の有無にかかわら
ず提出を受ける必要があり、廃止は困難です。

39 令和5年6月19日 令和5年7月12日

35．包括信用購入
あっせん業者に作成
が求められる「財産に
関する調書」の見直し
（簡素化）

包括信用購入あっせん業者に作成が求められる「財産
に関する調書」について、銀行の計算書類、有価証券
報告書で代替できない科目のみ事業報告書に記載す
ることにより、作成・提出を不要とする。

○クレジットカードを発行する銀行は包括信用購入あっせん業者として、割賦販売法施行規則に定める「財産に関する調書」お
よび「事業報告書」を事業年度毎に経済産業局に提出しなければならない。
○本調書の様式は同施行規則で定められており、その科目は一般事業会社向けのものとなっている。
○このため、銀行の貸借対照表と一致せず、組み替えて記載する必要があり、銀行にとって多大な事務負担となっている。
○また、調書を提出する際には、計算書類や有価証券報告書を添付している。これらの資料で代替できない科目（「包括信用
購入あっせんのカード等に係る未払債務」等）のみ、事業報告書に別途記載することにより、調書の作成・提出は不要として問
題ないと考える。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

経済産業省
登録包括信用購入あっせん業者は、事業年度終了日現在において所定の様式により作成した財産に関す
る調書、その事業年度の貸借対照表等及び事業報告書を、毎事業年度終了後遅滞なく主たる営業所の所
在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならないとされております。

割賦販売法施行規則第
１３６条

対応不可

財産に関する調書は、信用購入あっせん業者としての事業規模や財務の健全性等を
確認することを目的として、様式として必要な科目を定めているものであり、主たる事業
の業種にかかわらず提出を求めているものです。信用購入あっせん業に即した様式に
基づき、登録事業者及び業界全体の監督を行っております。ご提案の、計算書類や有
価証券報告書の提出に加え、これらの資料には記載のない費目を個別に事業報告書
に記載する方法は、信用購入あっせん業者としての財産に関する必要な情報を把握で
きないため、代替手段とすることは困難と考えます。

9



　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
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針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体
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建築物内に設置する
危険物屋内貯蔵所の
要件の緩和

危険物の規制に関する政令（以下「危政令」という。）第
１０条第３項において、建築物の一部に設置する屋内
貯蔵所について規定されているところですが、一定の
条件のもと壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築
物以外への設置を許可する運用について提案します。

危政令第１０条第３項において建築物の一部に設置する屋内貯蔵所について規定されています。
しかし建築基準法上、耐火建築物の義務がないために危政令第１０条第３項第１号に規定する「屋内貯蔵所は、壁、柱、床及
びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。」という耐火構造要件がハードルとなって
いるケースが考えられます。
一方、危政令第１９条第２項では、建物の一部分に対して耐火構造や排水溝等を求めることで、危険物の漏えいや火災を建物
の一部分に局限化し、もって危険性を低減させるとともに、そこから建物内の他の部分への漏えい、延焼がないようにすること
を規定し建築物の一部に一般取扱所を設置する特例が定められておりますが、建築物全体の構造についての規定はありませ
ん。
「令和３年中の危険物に係る事故の概要 第５表」等の統計資料からも、屋内貯蔵所の危険性は一般取扱所と比較して低く推
移していることからも、建築物の一部に屋内貯蔵所を設置する場合、一定の条件のもと建築物全体の耐火構造要件に対して
危政令第２３条を適用して、一般取扱所同様に準耐火構造や不燃構造の建築物の一部に設置することを認める運用の可否を
示すことを提案します。
例）特例を受けるために講じる措置として、高引火点危険物のみを５倍以下で貯蔵、屋内貯蔵所に警報設備、避難設備、防爆
機器を任意設置、屋内貯蔵所以外には自動火災報知設備と屋内消火栓を設置する等。
一定の制限の下、柔軟な運用を認めることで無許可貯蔵を防ぐとともに事業者の自主的な防火保安体制の構築が推進される
と考えます。

(一社)国
際防火管
理機構

総務省

　建築物の一部に屋内貯蔵所を設けることについては、貯蔵する危険物の量が指定数量の20倍以下の場
合にのみ認められるものとして、危険物の規制に関する政令（以下「政令」という。）第10条第３項に基準が
定められており、同基準においては、屋内貯蔵所以外の用途部分への被害の拡大防止等の観点から、屋
内貯蔵所は、壁、柱、床及びはり（以下「壁等」という。）が耐火構造である建築物の１階又は２階のいずれ
かに設けることとされています。また、高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取扱う屋内貯蔵所について、政
令第10条第５項に特例基準が定められていますが、建築物の一部に屋内貯蔵所を設ける場合について
は、被害の拡大防止等の観点から、当該特例基準の対象とはされていません。
　一般取扱所については、一般的に、取扱う危険物の量や形態等は屋内貯蔵所とは異なることから、その
取扱う危険物の量等を踏まえ、延焼のおそれのある外壁を除き、壁等を不燃材料で造ることで足りることと
されており、耐火構造とすることまでは求められていません（政令第19条第１項で準用する政令第９条第１
項第５号）。また、一般取扱所のうち、危険物の取扱いの形態等を類型的に分類できるものについては、そ
の形態等に応じた特例基準が定められています（政令第19条第２項）。当該特例基準は、その形態等に応
じ、建築物の一部に一般取扱所を設ける場合を想定したものとなっています（危険物の規制に規則第28条
の55から第28条の57、第28条の60から第28条の60の４）。
　危険物の種類、数量その他の状況等によって、一般的な基準を適用しなくても同等以上の安全が確保さ
れる場合には、市町村長等の判断により、基準の特例を認めることができることとされています（政令第23
条）。

消防法第10条第4項、危
険物に関する政令第10
条第３項及び第23条

現行制度
下で対応
可能

　建築物の一部に屋内貯蔵所を設ける場合は、屋内貯蔵所以外の用途部分への被害
の拡大防止等の観点から、当該建築物の壁等は耐火構造とすることが求められるもの
であり、当該建築物の壁等を準耐火構造等とすることで足りるものとする緩和を一般的
に認めることは難しいと考えます。ただし、個々の施設ごとに講じられる安全対策上の
措置の状況等を考慮し、市町村長等により一般的な基準を適用しなくても安全が確保
されると判断される場合には、政令第23条を適用して基準の特例を認めることは、現
行制度下でも可能となっています。
　なお、屋内貯蔵所は、建築物内に大量の危険物を貯蔵することを目的とした施設で
あり、火災時の被害の拡大防止等の観点から、壁等を耐火構造とすることが求められ
ているものです。一般取扱所については、取扱う危険物の量や形態等は屋内貯蔵所と
は異なることから、屋内貯蔵所に係る事故の統計資料と一般取扱所に係る事故の統
計とを比較し、屋内貯蔵所の基準の運用等に係る見直しの根拠とすることは適切では
ないと考えます。
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高速道路でのトラック
走行帯区分の徹底
(令和3年度規制改革
695番要望)の回答を
受けての再提出

前回同様。

高速道路の車種車線別通行方法について次の考え方
に変え、免許取得や更新時の交通教本等にもこの主旨
を明記し運転者に講習。標識や道路ペイント創設など
による車線規定の強化。
・片側３車線以上高速道路は「トラック最右車線走行禁
止標識」を新設して明確にトラックの最右車線走行禁止
してトラックにとっては中央車線を追越車線、最左車線
を走行帯とする。
・片側２車線高速道路はトラック左車線走行指定と右車
線は追越など最低限のみ走行を認める「トラック右車線
走行準禁止標識」を新設。
その違反について警察は厳格に「通行帯違反」を適用
し取締り指導を行う。
・諸外国と比べ低すぎる50km/hの最低速度引き上げ。

回答の、トラックが最も右側の車両通行帯を通行することは原則禁止されている。とする根拠の道路交通法20条第1項は「車両
は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(以
降略)」で、これは現行の片側3車線以上高速道路のトラック最左車線通行指定標識での規制の法拠の事で、他の全ての法規
でもトラックの最右車線走行の禁止を規定する内容は現状全く存在しません。
そもそもこれは平成25年の大型トラックに対する80km/hスピードリミッター義務づけから端を発している問題です。
最高100km/h高速道路のみの時期はトラックが最右車線を占拠してもこの速度差車線車種混在から来る問題は少なかったの
が、120km/h高速道路が出て来て顕著化しています。
ならばトラックに対するスピードリミッター装着を無くして以前の様に戻せば解決するという考えもあり、実際運送業界はそれを
求めています。
しかし警察庁がトラックの事故多発状態に戻るので断固反対なのであれば、前回提案の様に高速道路のトラックの最右車線走
行の禁止と片側2車線場合の右車線準走行禁止の法規(新設標識等での規制)の明確化と罰則規定設定がどうしても問題解決
に必要です。
諸外国の例で、ドイツでもトラックへ同様のスピードリミッター装着が義務化されていますが、速度無制限のアウトバーンでは低
速度側車線を明確にトラック専用と規定し、全てのトラックがその専用車線を必ず走行し、それ以外車線を走っているのを見な
い程極めて整序した実情で、日本の様な煽り走行が一切発生しません。他欧米諸国や中国等も同様です。

個人 警察庁

　＜車両通行帯について＞
　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下、本欄及び対応の概要欄において、「法」といいます。）第20条
第１項において、車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車
両通行帯（以下、本欄及び対応の概要欄において、「第一通行帯」といいます。）を通行しなければならない
とされており、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられた道路については、最も
右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならないとされています。
　この規定は、法第20条第２項が規定する指定車両通行帯がある場合や、法第20条第３項が規定する例
外的な場合を除き、車両通行帯を通行する大型貨物自動車等を含む、車両又は自動車について適用され
るものです。
　また、法第20条第２項は、車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により通行区分
が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならないとされてい
ます。この規定に基づき、都道府県公安委員会は車両通行帯の設けられた道路において、大型貨物自動
車等の通行を第一通行帯に指定する交通規制を実施することができることとされています。
　そして、法第20条の規定にそれぞれ定められた通行区分に違反して通行をした車両の運転者は、５万円
以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく５万円以下の罰金に処せられることとなりま
す。

＜最低速度について＞
　法第75条の４において、自動車は、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の
最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低
速度(五十キロメートル毎時)に達しない速度で進行してはならないとされています。この規定に基づき、都
道府県公安委員会は交通の安全と円滑を図るために必要がある場合には、五十キロメートル毎時を超え
る最低速度を指定することができることとされています。

＜車両通行帯について
＞
道路交通法（昭和35年
法律第105号）第20条第
１項、第20条第２項、第
20条第３項、第120条第
１項第３号、第120条第
３項

道路交通法施行令（昭
和35年政令第270号）第
９条

＜最低速度について＞
道路交通法（昭和35年
法律第105号）第75条の
４

道路交通法施行令（昭
和35年政令第270号）第
27条の３

現行制度
下で対応
可能

　大型貨物自動車等に関し、片側２車線の高速道路において通行すべき車両通行帯
を第一通行帯に指定し、第二通行帯は追越し等の最低限の走行のみを認める道路標
識を新設する旨の御提案がありましたが、法第20条各項の規定により、車両通行帯の
設けられた道路において、大型貨物自動車等を含めた車両が最も右側の車両通行帯
を通行することは、指定車両通行帯がある場合や同条第３項に規定する例外的な場
合（追越しを含む。）を除いて現行制度上禁止されていますので、御提案のような新た
な道路標識は必要ないと考えています。
　また、大型貨物自動車等に関し、片側３車線の高速道路において通行すべき車両通
行帯を第一通行帯に指定し、第二通行帯は追越し車線とし、第三通行帯は走行禁止と
する道路標識を新設する旨の御提案がありましたが、上記のとおり、車両が最も右側
の車両通行帯を通行することは原則禁止されていることに加え、法第20条第２項の規
定により、都道府県公安委員会が大型貨物自動車等が通行しなければならない車両
通行帯を第一通行帯に指定するなどの必要な交通規制を実施しているところですの
で、御提案のような新たな道路標識は必要ないと考えています。
　最低速度については、現行制度上、必要な場合には、都道府県公安委員会が五十
キロメートル毎時を超える最低速度を道路標識等により指定しています。
　引き続き、交通の安全と円滑に配慮した必要な交通規制の実施に努めるとともに、各
種講習における運転者教育や交通指導取締りを推進してまいります。
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ビル火災など遺言者・
証人が全員死亡し遺
言書が消失する場合
の危急時遺言にオン
ライン動画遺言を認
めること

民法の危急時遺言は、死亡の危急に迫った者が証人
に遺言内容を口授し証人がその内容を遺言書として作
成する手続を規定する。／遺言者自身が遺言書を作成
するのが原則であるが、死亡の危急に迫った状況では
遺言者自身が遺言書を作成できない場合があることに
よる。／極めて原始的な方法であり、この制度は100年
前から変わってない。／しかし、証人の生存を前提とす
るこの手続は、飛行機の墜落、船の沈没、ビル火災な
ど証人が遺言者もろとも死亡する状況においては無力
である。／仮に証人が死亡する前に遺言書を作成でき
たとしても、飛行機墜落やビル火災では遺言書が焼失
するリスクがあるし、船の沈没では船から流出して見つ
からない危険があ→

→る。／これでは遺言制度の意味がない。／そもそも遺言書が残る状況では危急時であっても自筆証書遺言を作成できるか
ら、遺言書を作成できない状況は文字を書けない者と一括して規定すればよい。／上記のような大規模災害では証人自身も死
亡する危険があるのに、おちおち他人の遺言を聞いている暇もないだろう。／すなわち真に必要な危急時遺言は、遺言者と証
人とが全員死亡し遺言書が消失する危険がある状況でどのように最期の意思を他人に伝えるかである。／そこで、通信手段の
発達した現代社会においては携帯電話回線等を利用した動画遺言を認め、サーバー上で遺言を保存する制度を構築すべきで
ある。／たとえば遺言アプリを政府が公開し、利用者は危急時に動画を撮影してサーバーに送信する。／動画を保存するサー
バー使用料は携帯電話料金に上乗せして徴収すればよい。／動画であれば自筆よりも本人確認方法として優れているし、本
人が携帯する携帯電話からのアクセスであれば本人である蓋然性も大きいであろう。／少なくとも筆跡よりは正確に本人確認
できる。／もちろんデジタル・デバイドど真ん中な手段で国民全体が利用できないにしても、少なくとも100年前の技術水準を前
提とした遺言手続の行き止まりを打開する方法になるだろう。／より利用対象を拡大するとすれば、緊急通報のようにすべての
携帯電話からアクセス可能にして使用料金を政府が立て替え、携帯電話料金に上乗せして支払わせればいい。／仮にとりっぱ
ぐれても、争族で費やされる行政コストより安くつく。／デジタル本人確認が整備されつつある現代、なぜ遺言制度のみ100年
前と変わらぬ筆跡による本人確認手段に固執するのか？

商業登記
ゲンロン

法務省

○　御指摘のような状況下における特別の方式の遺言として、民法上、死亡の危急に迫った者の遺言、船
舶遭難者の遺言が規定されています。

○　死亡の危急に迫った者の遺言については、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言
しようとするとき、証人３人以上の立会いをもって、その１人に遺言の趣旨を口授して、遺言をすることがで
きます。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞か
せ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならな
いとされています。さらに、この遺言は、遺言の日から２０日以内に、証人の１人又は利害関係人から家庭
裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。

○　船舶遭難者の遺言については、船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に
迫った者が、証人２人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。この遺言は、証人が、その
趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の１人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請
求してその確認を得なければ、その効力を生じません。

民法第９７６条、第９７９
条

その他

○　遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じるとされているため、その最終意思を
明確に特定し、確定できるものである必要があります。このような観点からすると、遺言
者の最終意思を確保することとともに、遺言の偽造・変造等を防止することは、遺言制
度における重要な要請であるといえ、そのため、民法は、遺言について一定の方式を
定め、これを満たすもののみを有効とすることで、遺言の有効性に関する信頼を確保し
てその効力をめぐる紛争の発生をできる限り予防し、その法的安定性を図ることとして
いるものと考えられます。

○　御提案いただいた遺言の方式については、デジタル技術の発展等の状況を踏まえ
つつ、遺言の偽造・変造等を防止する観点、遺言の円滑な執行を確保する観点等から
慎重な検討が必要であると考えられます。

○　いただきました御意見は、今後、各種法令等の改正を検討する際の参考とさせて
いただきます。
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男女雇用機会均等法が施行されましたが、欧米と比較
すると女性が働くための環境が整っておりません。経験
のある人が永く働くという選択肢は、企業や行政にとっ
てメリットだと思います。
また、先行してトヨタが18歳まで育児期間取得を制度と
して組み込んだように、法制化すれば、一律に女性の
雇用の機会が確保されます。
つきましては時短勤務18歳までの法制化を希望しま
す。

女性管理職の割合は欧州と比較して、著しく低くなっております。また、男女で賃金格差が広がっております。
これは、育児でキャリアを積むことを諦め、仕事を辞めてしまう方が多いからだと推察しています。
　女性が継続して安心して働けるようになれば、労働人口の問題も解決します。
実際のところ
小学校に通う子どもに対し、学童もありますが、フレックスがなくテレワークができない業種もあります。近くに祖父母がいない家
庭もあります。
子供との時間を大切にしながら、働くことはいけないことなのでしょうか？育児時間取得に関する年齢がトヨタのように18歳まで
に引き上げない理由が分かりません。少子化対策にも繋がると考えています。

個人 厚生労働省
事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間
の短縮措置（短時間勤務制度）を講じなければなりません。

育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関す
る法律第23条第１項

対応不可

女性正社員については、こどもが生まれてまもなくは休業、１歳以降は短時間勤務を
希望する割合が高いものの、３歳以降は、残業をしない働き方や、柔軟な働き方（出
社・退社時間やシフトの調整、テレワーク）を希望する割合が高くなっていきます。ま
た、男性正社員についても、残業をしない働き方や柔軟な働き方を希望する割合がこ
どもがどの年齢でも約４～５割と高いです。

こうしたことから、こどもを育てる労働者が、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立
できることが重要であるので、こども未来戦略方針においても、

「○　こどもが３歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間
勤務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックスタイム制を含む出社・
退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに、子育て期の有効
な働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加することを検討
する。

○　また、こどもが３歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法
で、短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、休暇な
ど柔軟な働き方について、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度
を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度（「親と子のための選べる働き
方制度（仮称）」）の創設を検討する。さらに、現在はこどもが３歳になるまで請求するこ
とができる残業免除（所定外労働の制限）について、対象となるこどもの年齢の引上げ
を検討する。」
とされています。

育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、育児期の男女が共に希望に応じ
て仕事と育児の両立を可能とする仕組みについて、引き続き検討してまいります。

10



　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
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所管省庁へ
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日
回答取りまとめ日 提案事項番号
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針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

44 令和5年7月18日 令和5年8月24日
光回線等による共聴
サービスにおける区
域外配信について

光回線等による共聴サービスについては、その地域に
おけるCATVの再送信を認めているチャンネルや当該
エリアで受信できる地上波放送については同様に再送
信ができる規定とする。

共聴サービスについては、放送事業者の同意がないと区域外再送信はできないものとされています。
放送サービスが多様化する中で光回線を利用した再送信は県域を基本としたものとなっており、生活圏に対応したチャンネル
とはなっていない現状です。
それらを阻害する要因として、区域外再送信は他の放送事業者の許可が必要というルールがあるためと考えられます。
配信等が進んでおり、区域外再送信を拒否する積極的理由は少なくなっている中で、当該規定があることにより、国民のため
の電波ではなく、事業者のための電波と言わざるを得ません。

そこで、すでに再送信を認めているCATVのエリアや受信が現にできるエリアに限って光回線等の再送信を認めることで、事業
者の競争を確保できるだけでなく、国民のための電波として有効に活用できるものと思われます。

個人 総務省

放送法第11条は、放送事業者が他の放送事業者の放送を受信して再放送する場合、放送番組の一部が
無断で改変されること、放送の品質が大きく変更されること、放送時間帯の変更や前後に広告放送を配置
すること、放送事業者の放送番組か他の放送番組かが混乱すること等により他の放送事業者の番組編集
の意図を害し、歪曲する可能性があることから、このようなことが生じないよう当該放送事業者の同意を得
なければならないと規定しております。
本規定における「再放送」は、区域内再放送であるか区域外再放送であるかや同時再放送であるかを問う
ものではありません。

放送法第11条 対応不可

制度の現状に記載したとおり、放送法第11条は、区域内再放送であるか区域外再放
送であるかを問わず、共聴施設に限らず、ケーブルテレビ事業者も含めて、放送事業
者が他の放送事業者の放送を受信して再放送する場合、他の放送事業者の番組編集
の意図を害し、歪曲するすることが生じないよう当該放送事業者の同意を得なければ
ならないと規定しており、ご提案への対応はいたしかねます。

45 令和5年7月18日 令和5年8月24日
商工会の合併・組織
変更の簡素化

商工会が組織再編しようとする場合に、合併規定や組
織変更規定が整備されていないため、一度解散しなけ
ればならず、手間とコストが膨大にかかります。
商工会と商工会議所の合併規定や、商工会から一般
社団法人への組織変更が容易になるようにしてくださ
い。

当県には、平成の大合併前の市町村を区域にした商工会が残存しています。会員組織率も低下し単独存続は困難なため、同
一市内の商工会議所と合併あるいは商工会法上の設立要件は満たさないとして一般社団法人等の準則主義の法人に組織変
更をしていくべく関係者と議論を重ねているのですが、ここで一度解散をしなければ合併も組織変更できない点がネックになっ
ています。
まず、目的が似通った法人として商工会議所がありますが、商工会と商工会議所の合併規定がないため、消滅する側の商工
会が解散するしか方法がありません。
また、中小企業等協同組合には他法人への組織変更規定がありますが、商工会法にはそのような規定がありません。
これは、商工会の組織再編、行政のスリム化を進めていく上での大きな障害になっています。

個人 経済産業省

商工会同士及び商工会議所同士の合併については、商工会法及び商工会議所法において合併に係る権
利義務の承継が規定されていますが、商工会と商工会議所の合併については、そのような法的措置は取
られていません。
また、商工会法では、組織変更に関する規定がないため、他法人へ組織変更する手続は定められておりま
せん。

商工会法第44条、52
条～52条の2

その他

商工会・商工会議所の合併についての法的措置については、日本商工会議所と全国

商工会連合会の共同の検討会
※１

において、地域の状況の違いにより、両団体に求め
られる役割等が異なっているため、「両団体の合併に係る法整備を行うことについて
は、慎重であるべき」という内容の報告書がとりまとめられている旨を承知しておりま
す。また、同報告書では、両団体において、「相互の支援機能を補完しながら地域経済
の向上に資する」、「相互の特長・強みを活かしつつ事業連携を積極的に推進する」と
の方針が示されております。
そのため、当該報告書で示された方針を尊重し、両団体において、引き続き地域の実
情や求められる役割を勘案しながら事業連携等の取組や議論が自主的に進められて
いくことが重要であると考えています。
また、商工会は、地区内の商工業一般の振興を目的とする地域的総合経済団体で、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。会員組織であるものの、地域
団体であるので、その地区内のすべての商工業者の発展を推進する公益的な性格を
持つ団体です。営利団体のみならず、単に非営利を目的とする団体とは、性格、目的
を異にするものですので、組織変更の規定を入れ込むものでは無いと考えています。

※１　＜参考＞中小企業の支援体制のあり方等に関する検討会
全国商工会連合会と日本商工会議所は、平成２０年に「中小企業の支援体制のあり方
等に関する検討会」を開催し、同年１２月に中間報告を取りまとめています。

46 令和5年7月18日 令和5年8月24日

登記申請で使用する
収入印紙の再使用申
出書に実務上も押印
を求めないこと。

再使用申出書の様式については民事局長通達である
不動産と商業の準則に様式が定められており、そこで
は申出者の押印は求められてない。／たとえば、不正
登記防止申出書には丸字に印と表示されているため、
これが表示されていない再使用申出書では押印が不
要である。／この取扱いは最近の押印廃止ブームの遥
か以前であるH10.12.21民三2456号依命通知によって
押印廃止に変更されたもので、その解説では「申出人
の押印は本人確認の意味を持たないし、申出意思の担
保が重要性を持つ場面でもないことから、押印を廃止
し、記名又は署名のみとしても差し支えない」とする。／
しかし、実務上は押印が廃止されておらず、各法務局
が公開→

→している見本では押印が求められている。／たとえば、名古屋法務局の商業登記用申出書
〔https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/content/001323374.xlsx〕や旭川地方法務局の記載例
〔https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/000129713.pdf〕には押印箇所が追加されているし、新潟地方法務局
〔https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/static/saisiyoumouside.doc〕に至っては「申請書に押印した印鑑を押印してください」と
明記している。／これでは政府方針として押印廃止を決定した意味がないし、この経緯を知らない担当者は押印のない申出書
を通達に反して受理しないであろう。／法務省はR3規制改革607提案において、実務上一般的に行われている代理人による登
録免許税還付金の放棄の取扱いについて「承知しておりません」と回答しているが、登記官に広範な裁量を認めている登記法
で登記官がすべての法令通達を知悉しているはずがなく、またすべての法令通達を遵守できるはずもなく、当然にそれと矛盾
する慣行があり得るとなぜ認めないのか？／むしろこれは本音と建前の使い分けであり、霞が関の横並びで通達を出したけれ
ど実際には廃止できないから、法務省は「承知しておりません」で現場に押印をさせている二枚舌ではないのか？／こうしたガ
バナンス不在のマネジメントが東海村臨界事故のような想定外の事態を引き起こすリスクを承知すべきである。

商業登記
ゲンロン

法務省 再使用証明申出書には押印をする必要はありません。

平成１０年１２月２１日
付け法務省民三第２４５
６号民事局第三課長依
命通知

検討に着
手

　再使用証明申出書への押印の取扱いは、「制度の現状」に記載のとおりですが、法
務局ホームページに記載されている様式については、修正を検討します。

47 令和5年7月18日 令和5年8月24日
法定経営指導員の要
件の解釈について

法定経営指導員の要件として、商工会・商工会議所の
役職員、であることが求められていますが、この役職員
には、雇用契約以外の契約形態で従事する者も含まれ
得ることを明確にしていただけないでしょうか。

令和４年規制改革３５４番の回答を知り、提案いたします。
当該番号の回答は、対応不可と分類されていますが、事実誤認か現行制度で対応可能の間違いではないでしょうか。
なぜ、そのように考えるかといいますと、令和元年改正法に伴って作成された経営指導員要領では役職員の定義を置いていま
すが、ここでは雇用契約に限定されていません。当時の経済産業省の説明でも、雇用契約に限定されないとのことでした。
なぜならば、商工会連合会から派遣されている職員、交流人事で人材を提供いただいている地銀・信金の専門人材が、商工会
で経営指導員として業務従事している実態があり、雇用契約に限定すると、このような人材が法定経営指導員になることができ
ないためです。また、商工会議所でも委任契約・委託契約による専門指導員がおり、同様に、雇用契約に限定すると、このよう
な人材が法定経営指導員になることができないためです。
もし解釈変更がなされたのだとすると、同じ定義を用いている事業継続力強化支援計画においても法定経営指導員の要件を
満たさなくなる者が生じ、計画認定の取り消し等が生じてしまいます。
解釈変更がないのであれば、３５４番の回答を修正ないしは適切な表現・分類に改めていただきたいですし、仮に解釈変更をし
たのであれば、県庁にも通知・説明をしてくださいますようお願いいたします。

個人 経済産業省

法定経営指導員は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定
する経営指導員を指しております。現状の制度としては、法定経営指導員になれる者の要件として、商工
会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第７条第１項から第５号のいずれに
も該当することが要件とされており、そのうち第１項にて「商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若
しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者」であることが要件
とされているものとなります。

商工会及び商工会議所
による小規模事業者の
支援に関する法律第７
条第５項、商工会及び
商工会議所による小規
模事業者の支援に関す
る法律施行規則第７条
第１項第１号

その他

経営指導員要領（令和元年９月２日施行）の第２条（３）では、役員又は職員とは「商工
会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所
を構成員とする団体（以下、「商工団体」という。）と契約関係にあり、当該契約又は当
該契約を締結した者の指示に基づき役務を提供する自然人をいう。」とされており、必
ずしも雇用契約などといった個人と商工団体が直接契約を結ぶものと限定しているも
のではなく、他の組織と商工団体が契約を結んだ上で、当該契約に基づき個人が商工
団体で働く場合（出向契約、派遣契約等）も含まれると解釈しております。

なお、令和４年規制改革３５４番については、その提案理由にありました顧問契約、業
務委託契約で従事している形態に対して、現状の制度である役職員の要件には該当し
ないとの趣旨で回答させていただいたものです。

48 令和5年7月18日 令和5年8月24日

在留資格「経営・管
理」への変更申請中
の経営管理活動の許
容

 外国人経営者の在留資格審査が非常に長期間に渡っ
ている現状に鑑み、外国人が安心して起業し、また対
内直接投資を増加させるため、在留資格「経営・管理」
への変更申請中は、報酬を得て経営活動に従事するこ
とができるようにするため、在留資格「技術・人文知識・
国際業務」などの申請人に資格外活動許可をする運用
とするなどの対策を講じて欲しい。

　現在、東京出入国在留管理局における在留資格「経営・管理」の審査が非常に時間がかかっています。ある例では、令和4年
11月7日株式会社を設立し代表取締役に就任、同年12月16日、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を東京出入国在留
管理局に申請したものの、5カ月経過しても審査が終わりませんでした。このように審査が長期間に及ぶと、申請人は役員報酬
を得て経営活動に従事することができず、予定どおりの事業計画の遂行に大きな障害となり、最悪廃業せざるを得なくなりま
す。日本政府は、令和12年までの早い時期に対内直接投資額を約100兆円にすることを目指していますが、外国人経営者の在
留資格審査にこれほどの時間がかかっている現状に鑑みると、日本は到底安心して投資できる環境にはなく、対内直接投資
のための大きな障壁です。
　たしかに、在留資格「経営・管理」の審査では事業計画書などを精査する必要があり、他の在留資格に比して審査に時間が
かかる実状も理解できます。この点、入管庁の公表資料では、令和5年1月から3カ月許可分の審査処理日数（在留資格変更許
可申請の場合）は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が４８．７日であるのに対して、在留資格「経営・管理」は６５．３日と
なっています。しかし、審査期間中に申請人が報酬を得て経営活動に従事することは、資格外活動であり刑罰の対象となりま
す。
　そこで、在留資格「経営・管理」への変更申請中は、報酬を得て経営活動に従事することができるようにするため、在留資格
「技術・人文知識・国際業務」などの申請人に資格外活動許可をする運用とするなどの対策を講じて欲しい。

行政書士
林幹国際
法務事務

所

法務省

　出入国管理及び難民認定法第19条第2項において、「出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在
留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる
活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することがで
きる。」と規定されています。
　そのため、「経営・管理」への在留資格変更許可申請に及んでいる方から、報酬を得て経営活動に従事す
るとして資格外活動許可申請があった場合には、行おうとする活動が、現に有する在留資格の活動を阻害
しないものであることを前提として、当該申請の許否を判断することとなります。

・出入国管理及び難民
認定法第１９条第１項
・出入国管理及び難民
認定法第１９条第２項

対応不可

　資格外活動許可申請に当たって、新たに行おうとする活動が、現に有する在留資格
の活動を阻害しないものである必要があるところ、報酬を得て経営活動等に従事する
として「経営・管理」への在留資格変更許可申請に及んでいる方が、同様の理由で資
格外活動許可申請をする場合、資格外活動の範囲を超え在留目的が実質的に変更さ
れていると考えられるため、経営活動等を目的とする資格外活動を許可することは困
難です。
　なお、在留資格変更許可申請における標準処理期間は２週間から１か月と公表して
いるところ、当該期間内に処理できるよう努めます。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策
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所管省
庁

提案理由
提案
主体

49 令和5年8月21日 令和5年9月13日
証明書関係の電子化
について

行政手続きの電子化が進んでいる。住民票や所得証
明書を電子申請しても、受け取りに役所へ出向かなけ
ればならない。（役所によっては、郵送対応しているよう
だが個人情報流出が懸念される。）
PDF形式やURL形式で取得する事ができ、役所窓口に
足を運ぶ必要がないようにできないか。

申請の電子化は進んでいるが、結局の所は役所に行かないといけないのでデジタル化の効果が薄れると感じる。
PDF形式やURL形式で取得する事ができれば、役所に行く時間も無駄にならず、自治体職員も窓口業務が大幅に減る事が想
定される。
さらに、窓口業務のコストが削減できるため発行手数料についても減額や無料化も可能なのではないかと考える。

個人 総務省

マイナンバーカードを取得済みの者であって、居住地の市町村がコンビニエンスストア等における住民票の
写し等の各種証明書の自動交付サービス（コンビニ交付サービス）を実施している場合には、コンビニエン
スストア等において住民票の写しや所得証明書等を取得することができ、令和５年４月１日時点で1,150市
町村、１億1,650万人が利用できる状況となっています。コンビニ交付サービスの導入に要する経費につい
て特別交付税措置を講じるなど、市町村におけるコンビニ交付サービスの普及を推進しております。

対応
御提案の住民票の写し、所得証明書のPDF形式やURL形式での交付は、改ざん防止
の観点や情報漏洩の防止等の課題があると認識しており、引き続き検討してまいりま
す。

50 令和5年8月21日 令和5年9月13日
一般道路における法
定速度の引き上げ

現在の一般道路における法定速度60キロメートル毎時
を70キロメートル毎時に引き上げる。

一般道路において片側2車線の道路や北海道などの郊外路において実勢速度と法定速度で乖離があり、またドイツなど欧州諸
国においてはそのような道路の法定速度は80～100キロメートル毎時である。
また、制定当時の昭和35年より車両、道路の両方が性能が大幅に向上しており法定速度を引き上げる事は可能だと考えてい
ます。

現在法定速度を上回る実勢速度で流れている道路が多々あるが、自動運転が普及していくと法定速度以上で運転しない自動
運転車が交通の流れを悪くすると考えられる。
また実勢速度を下回る速度での取り締まりには不公平感があり、日本の速度規制に対してドライバーは信頼性が無いと感じて
いる。
この事を解決するには昭和35年から変わらない法定速度を引き上げて、より道路、環境に即した速度規制をする必要があるた
め法定速度の引き上げを提案いたしました。

個人 警察庁

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第22条第１項は、車両は、道路標識等によりその最高速度が指定さ
れている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度
で進行してはならないとされており、道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下、対応の概要欄にお
いて「令」といいます。）第11条が、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれ
に接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度を自動車にあっては60キロメート
ル毎時と規定しています。

道路交通法第22条第１
項、道路交通法施行令
第11条

現行制度
下で対応
可能

　令第11条が規定する最高速度は、飽くまで道路標識等によりその最高速度が指定さ
れていない道路における最高速度であり、都道府県公安委員会は、道路標識等によ
り、その道路の最高速度として60キロメートル毎時以上の速度を指定することも可能で
す。
　都道府県公安委員会・都道府県警察は、各道路の交通実態を的確に把握・分析し、
現行規制速度が実勢速度と乖離している道路においては、適切な規制速度となるよう
検討するなど、適切な最高速度規制の実施に努めているところです。

51 令和5年8月21日 令和5年11月15日

各法務局が定める建
物課税標準価格認定
基準表の「附属家」の
適用範囲を全国で統
一すること

R3行政改革181提案は、各法務局で定める認定基準表
の運用がバラバラであるため全国的に統一すべきとす
るものである。／認定基準表は全国のすべての法務局
で同一の様式で公開され、構造と種類ごとに単価が設
定されて公開されている。／これは不動産登記法の運
用としては国の行政として全国統一であるのに対して、
建物価格は地域格差があるために各法務局で基準単
価を設定しているものと思われる。／国税不服審判所
H14.11.22裁決事例によると認定基準表自体は各法務
局長の通達に根拠があるようだが、全国の法務局が全
く同一の様式を使用している点からしても、そこには法
務省の組織的な統制が働いているはずである。／181
提案→

→では認定基準表の3つの問題について問題提起をしたものの、すべてナントカ話法の返り討ちにあったため、そのうちの「附
属家」について限定して再提案する。／認定基準表はこのように全国統一した様式になっているにもかかわらず、その運用は
全国的に統一されておらずローカルルール廃止の政府方針と矛盾している。／たとえば、主たる建物の種類が「居宅・車庫」で
ある場合の車庫部分については、横浜では「附属家」として認定し〔「地下車庫と登記手続き2」〔横浜の司法書士安西雅史のブ
ログ〕〕、名古屋では「倉庫」として認定するらしい〔「評価証明書・評価通知書」〔司法書士法人ひびきグループ〕〕。／ちなみに、
両法務局の「建物の種類別の認定基準対応表」は同一で、車庫は「附属家(又は倉庫）」としている。／しかし、法務省は自治体
での登記申請を提案したR3規制改革597回答で、「高度な法律的知識・能力が必要とされる登記事務について、全国統一した
運用を確保することができず、地域ごとに異なった判断がされることになりかねない」とする。／では、「車庫」が横浜では「附属
家」になり名古屋では「倉庫」と評価されている現状は「地域ごとに異なった判断」ではないのか？／ナントカ話法を回避するた
めに繰り返すが、地域ごとに単価が異なることは否定していないし、「新築建物課税標準価格認定基準表により難い場合は、
登記官が個別具体的に認定することとされている」ことも否定していない。／個別具体的ではなく、主たる建物の「車庫」を一律
に横浜は「附属家」とし名古屋は「倉庫」とする取扱いを「全国統一した運用」と呼ぶのは矛盾である。／取扱いを統一すべき
だ。

商業登記
ゲンロン

法務省

　登録免許税の課税標準たる不動産の価額については、固定資産税課税台帳に登録された不動産価格
（以下「評価額」という。）とされていますが、評価額のない建物については、各法務局が定めている新築建
物課税標準価格認定基準表により算出した価額が課税標準となります。
　また、当該基準により難い場合は、類似する建物との均衡を考慮し個別具体的に認定することとされてい
ます。

なし 対応不可
　制度の現状欄に記載のとおり、各法務局が定めている新築建物課税標準価格認定
基準表により難い場合は、登記官が個別具体的に認定することとされているため、統
一的な基準を設けることは困難と考えられます。

53 令和5年8月21日 令和5年10月18日

根抵当権の債務者
Ａ、Ｂ2人をＡ1人のみ
にする変更登記にお
ける権利者と義務者
とを明確にすること

根抵当権の債務者を変更する場合、通常は設定者が
義務者となって登記識別情報を提供する。／この取扱
いは、債務者を変更すれば被担保債権の履行可能性
に変更をきたし、それによって不利益を受ける設定者
の意思確認が必要であるという考え方であろう。／で
は、根抵当権の債務者がＡ、ＢからＡのみになる場合は
どうか？／登記研究405号は、通常の債務者変更と異
なり、根抵当権者を義務者としている。／他方、仙台法
務局と東京法務局の職員が寄ってたかって書いた「Ｑ
＆Ａ権利に関する登記の実務Ｘ」によると、「登記の実
務では、一律に根抵当権者を登記権利者、設定者を登
記義務者とする取扱いをしています(昭和46・10・4民事
甲→

→3230号通達第四)。」(p105)とする。／登記事務ではこの種の矛盾した取扱いが多数あり、以前に提案した未登記建物譲受人
による所有権保存登記の抹消登記でも、担当する登記官によって添付書面が全く違う取扱いが行われている。／法務省はこう
した問題について担当する登記官の判断によるとしているけれど、根抵当権変更には登記義務者の登記識別情報を提供する
必要がある。／必要な登記識別情報が逆転すればその準備に時間がかかり、場合によっては事前通知でその後のスケジュー
ルが変わってくる。／登記識別情報の提供は法令で直接規定される手続であり、一登記官の判断に左右されるのは法令の解
釈として逸脱している。／不動産登記法の権利者・義務者の概念は当該登記によって不利益を受ける当事者を義務者とする
のであって、各登記の権利者と義務者は当然に明確であるというフィクションを前提として制度が組み立てられている。／しか
し、根抵当権の債務者Ａ、ＢをＡのみにする場合は根抵当権者にとって被担保債権の範囲が狭まり不利益であるとも言えるし、
債務者変更は設定者に不利益であるとも言える。／そこで、壱．根抵当権の債務者変更をすべての場合に貫くか、弐．債務者
の縮減的変更のみは設定者を権者とするか、参．いっそのこと権利者義務者概念から除外するか、全国で統一した処理をす
べきである。／法務省は縦割り110番の回答で、壱．申請に必要な要件は法令で規定されていますとか、弐．具体的な処理基
準は登記官の判断によりますとかしているけれど、それは役所内部から見て自明なだけで、申請人側から見れば全く不透明な
手続でしかないことに、いい加減気づくべきである。

商業登記
ゲンロン

法務省
　根抵当権の債務者の変更の登記は、根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となって
申請します。ただし、担保すべき債権の範囲が縮減されることが形式的に明らかな変更については、この限
りではないとされています。

昭和４６・１０・４民事甲
３２３０民事局長通達

事実誤認 　「制度の現状」に記載のとおりです。

54 令和5年8月21日 令和5年9月13日

超高層建築物（60m
以上）や免震建築物
の建築に必要な国土
交通大臣の認可にか
かる期間の短縮

建築基準法第20条１項の規定により、60ｍを越える超
高層建築物や免震建築物などの建築には、国土交通
大臣の認可が必要になる。専門家による委員会での審
査が終了した後、国土交通大臣の認定を待つ間に約2
か月の期間がかかる。認定権限を、建築主事を置く特
定行政庁または各地の地方整備局長に移譲する、国
からの法定受託事務にするなどし、短縮を図って欲し
い。

大規模な開発では、土地取得から開発まで2～3年かかる案件もある。建築確認申請ならば70日以内で対応すると法令で決
まっているが、超高層建築物や免震の建築物の場合、書類を提出して専門家による委員会の審査を経て大臣認定を取得する
まで、通常6～9か月かかる。開発事業者には、認定を待つ間も人件費や土地取得費用の金利といった負担が生じる。認可権
限の移譲などによりこの期間を短縮できれば、開発が迅速化し、経済効果が大きい。

公益社団
法人　関
西経済連

合会

国土交通省
　建築基準法第 20 条１項第一号による建築物の場合、国土交通大臣の認定を受ける必要があり、当該建
築計画の際には、同法第 68 条の25に基づく手続きを求めております。

建築基準法第 20 条１
項第一号、第 68 条の
25

現行制度
下で対応
可能

　建築基準法第20条に基づく大臣認定は、高度な計算方法や特殊な材料等を用いた
計画が、建築基準法に定めた性能を満たすことを個別に検証し、認定するものです。
建築確認と異なり、審査方法を定型化することが困難であること、件数が限定されるこ
とから、大臣認定の審査に当たっては、国土交通省本省において、一元的に審査する
体制を構築し、審査業務の合理化・効率化を図っているところです。
　ご指摘の地方整備局長への委任や特定行政庁への委譲は、このような大臣認定の
審査業務の性質から、かえって効率性を損なうものと考えております。
　国土交通省においては、大臣認定の申請手続きのオンライン化を図っているところで
あり、こうした取り組みを通じて引き続き手続きに要する期間の短縮を図って参ります。
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55 令和5年8月21日 令和5年9月13日

獣医師免許等に関す
る国家資格等情報連
携活用システムの活
用

行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律別表を改正し、獣医師等を国家
資格等情報連携活用システムの活用対象とするととも
に、獣医師法施行規則等においてマイナンバーを提出
させることとすることにより、添付書類の削減や能動的
な現況確認、マイナンバーカードによる免許証明環境
を構築する。

国家資格等情報連携活用システムは、国家資格に関して、マイナンバー管理を行うとともに、住民票情報や戸籍情報と連携し
て添付書類の省略や、マイナンバーカードによる免許証明等を可能とするシステムである。
先般の国会にて、医療関係免許を対象とする改正が行われ、かつ、本年の法案にて教員免許等の医療関係免許以外の免許
にも拡大する改正が行われたところである。

他方、獣医師についてはその対象となっておらず、師業において対象としていないのは、獣医師、家畜人工授精師、愛玩動物
看護師と、農林水産省関係の免許のみとなっている。
農林水産省は、獣医師免許手続について、eMAFFによる電子申請手続きを整備しているが、eMAFFは住民基本台帳情報と自
動連携するわけではないため、国家資格等情報連携活用システムを活用すれば、住民票情報や戸籍情報との連携が行なえ、
住所変更時や死亡時届出の添付書類削減が行えるほか、住所変更、死亡手続漏れをしている場合にも、情報連携によりそれ
を把握することが可能となる。
また、医師や歯科医師等の免許がマイナンバーカードによる証明ができるようになる中で、師業として獣医師が対応しないの
は、同じ師業として遅れを取ることにもなる。

国家資格等情報連携活用システムは、既存のシステムとの連携を行って対応できることにもなっており、eMAFFを構築しつつ、
国家資格等情報連携活用システムに対応することも可能であるため二重投資とはならないことから、手続簡素化等の観点か
ら、獣医師、家畜人工授精師、愛玩動物看護師の手続き（少なくとも獣医師のみでも）をマイナンバー制度に組み込み、対応す
べきと考える。

個人
農林水産省
環境省
デジタル庁

獣医師及び家畜人工授精師は農林水産省の所管する免許となり、愛玩動物看護師は環境省と農林水産
省が所管する免許となります。

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律別表

検討を予
定

　 御提案ありがとうございます。「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６
月９日閣議決定）において、各種免許・国家資格等のデジタル化を推進することとされ
ており、個別資格については関係省庁がデジタル庁と協議の上、検討を進めていくこと
となっております。
　具体的には、①医師等約30の社会保障等に係る国家資格等については、デジタル
社会形成整備法を踏まえた優先的な取組として、②社会保障等以外の分野を含めた
約 50 の国家資格等につきましては、2023 年（令和５年）に成立したマイナンバー法等
の一部改正法により、マイナンバーの利用を可能とされたところです（令和６年度中か
らの運用を目指す予定）。
　御指摘の獣医師、家畜人工授精師及び愛玩動物看護師につきましては、上記の先
行搭載資格での取組状況、各免許手続の運用状況・利用者数、システム間の連携に
は一定のコストがかかること等を踏まえて、検討していきたいと考えております。

56 令和5年8月24日 令和5年10月18日

９．本人確認手続の
デジタル化のための
本人確認書類の見直
し

本人確認手続のデジタル化のため、本人確認書類の
フォーマットを統一するとともに、本人特定事項の手書
きを廃止する。

○住民票、印鑑証明書、健康保険証等は、発行主体によりフォーマットが区々である（例えば、住所について、協会けんぽが発
行する健康保険証は裏面に記載、国民健康保険被保険者証は表面に記載の違いがある）。また、健康保険証の住所は、手書
きで記されているものもある。
○こうした本人確認書類は、機械的な読み取りが難しく、手入力となっており、デジタル化の支障となっている。

一般社団
法人全国
地方銀行

協会

総務省
厚生労働省

【住民票】
住民票については、住民基本台帳事務処理要領において、その様式例を自治体にお示ししているところで
すが、あくまで例示であることから、各自治体がそれのレイアウトでこれを作成し、住民に写しを交付してい
るところです。

【印鑑登録証明書】
印鑑登録証明書については、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるために
技術的助言として「印鑑登録事務処理要領」を作成しており、印鑑登録証明書についても、記載すべき事項
等について市町村に通知しています。

【被保険者証】
健康保険の保険者は、健康保険法第39条第１項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき
等においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付することとされています。被保険者証に
は、必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることが
できます。
また、国民健康保険の保険者においては国民健康保険法第9条第2項及び第22条の規定により被保険者
証の交付の求めがあったとき、様式第一号による被保険者証を被保険者に交付しています。規則の備考に
より、被保険者証には、必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は
調整を加えることができます。

【住民票】
住民基本台帳事務処理
要領

【印鑑登録証明書】
印鑑登録事務処理要領

【被保険者証】
健康保険法施行規則様
式第九号
国民健康保険施行規則
様式第一号

【住民票・
印鑑登録
証明書】
対応

【被保険
者証】
対応不可

【住民票・印鑑登録証明書】
住民票の写し、印鑑登録証明書については、住民記録システム標準仕様書、印鑑登
録システム標準仕様書においてフォーマットが示されており、これらのシステムの標準
化後においては、様式が統一されます。

【被保険者証】
被保険者証は被保険者等が医療機関等において保険給付を受ける資格の確認を受
けるために、保険者が被保険者に対して交付しているものです。
このため、
・各被保険者の加入する医療保険によって資格の確認に必要となる情報が異なること
・交付を行う各保険者の判断で、被保険者証の記載について所用の変更又は調整を
行うことを認めていること
・また令和6年秋以降マイナンバーカードと保険証の一体化が始まり、マイナンバー
カードへの移行もあること
から被保険者証の記載内容を統一することは困難であると考えております。

57 令和5年9月22日 令和5年10月18日

法人が抵当権抹消で
事前通知による本人
確認をする場合は、
電子証明書と実印で
代替できるようにする

事前通知は、不動産登記手続で権利証を提供できない
場合の本人確認手段の一つである。／法務局が義務
者に書留郵便を送付し、義務者の代表者が登録印と同
一の押印をして返送する。／オンライン申請では事前
通知もオンラインでされるが、代理人によるオンライン
特例方式による申請では郵送で「できる」とされる。／
登記義務者が代理人を介して申請した場合、事前通知
を義務者にオンラインで直接送信できないからである。
／しかし、事前通知を郵送で行うのはデメリットが多く、
申請方法にかかわらず電子証明書を付した権利者証
明で代替したほうがよい。／〔問題〕壱．郵送による事
前通知では迅速な処理が求められる不動産取引にお
いて時間ロスが→

→大きい。／電子証明書であれば金融機関の内部連絡により本社が一括して対応できるため、金融機関の事務処理としても
効率化するであろう。／弐．本人限定受取郵便が原則の事前通知制度は法人に対しては手続が緩和され、書留郵便で行われ
る。／しかし、受取印のみでは誰が受け取ったかも分からず、より確実な本人確認手段を用いるべきである。／参．委任状と同
一の押印を返送しても印鑑そのものを偽造している場合には意味がなく、結局、弐に挙げた住所で確認しているに過ぎない。
／四．法務局としても発送、返送期限管理、印鑑の照合手続を省略でき、事務の自動化が進む。／五．３Ｄプリンタの精度が上
がれば印鑑の偽造はますます容易になり、いずれ目視による確認が意味をなさなくなるだろう。／偽造印にだまされた場合、法
務省は登記官の過失を認めないから、そのプロセスをできるだけ省略すべきである。／〔代案〕そこで、書面申請であっても権
利証の代わりに義務者が電子証明書で本人性を証明した場合には、事前通知を省略する制度を設けるべきである。／これを
登記オンラインシステムに送るのか別の窓口を設けるのかは措くとしても、電子証明書を付した権利者証明は登記所名と受付
番号でどの登記申請の添付情報であるかを特定して送信すれば仕分けを自動化できるから、オンライン申請における補正手
続と同様の処理が可能である。／さらに一歩進めると、電子証明書を登録した会社には事前通知は必要ないから、電子証明
書のみに指定できる制度が望ましい。／法務省は不正な登記申請で権利を失うことはないとするけれど、そんなトラブルに巻き
込まれることがリスクであると認めるべきではないか？

商業登記
ゲンロン

法務省

　申請人が㋐（登記識別情報を提供することができない場合における本人確認の手段として）、事前通知の
制度と㋑資格者代理人による本人確認の制度があります。
　㋐については、登記義務者が法人である場合、登記官は、事前通知書を当該法人の主たる事務所に宛
てて送付しますが、申請人から、代表者の住所宛ての送付を希望する申出があったときは、応じて差し支え
ないとされています。
　事前通知に対する申出の方法としては、①電子申請の場合は、電子署名を行った上、登記所に送信する
方法②書面申請の場合は、記名押印の上、登記所に提出する方法又は、申請情報の全部を記録した磁気
ディスクを提出した場合にあっては、登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行
い、これを記録した磁気ディスクを照会書面とあわせて登記所に提出する方法があります。
　また、㋑については、資格者代理人による申請の場合、当該代理人から登記義務者であること確認する
ために必要な情報の提供を受け、その内容が相当と認められる場合には、事前通知の制度を適用せずに
登記の実行をすることができます。

不動産登記法第23条第
１項、第４項
不動産登記規則第70条
第５項

対応不可
　登記申請において、申請人の本人確認は重要であり、制度の現状欄に記載した方法
以外の方法による本人確認を認めることについては、慎重な判断を要するため、対応
は困難です。

58 令和5年9月22日 令和5年10月18日

精神障害者保健福祉
手帳と障害年金で同
症状の診断書なのに
等級判定が異なるの
を解消

精神障害者保健福祉手帳と障害年金（精神）の等級基
準は同一ですが、年金が手帳よりも等級が下がる判定
が出ています。審査する機関によって異なる判定が下
りるというのは変だと思います。審査基準だけでなく主
観部分も合わせていただきたいです。

私には精神疾患があり、新潟県へ診断書を添えて手帳を申請したところ２級の手帳が交付されました。精神障害は手帳と年金
で基準が変わらないと聞いたことがあったので、年金用の診断書を医師に書いてもらい年金事務所へ年金の請求をしましたが
３級の判定で厚生年金部分の給付しか受けられませんでした。

障害年金の判定には現在の年金加入状況を見られていると社労士から聞きました。私は身体障害者手帳も持っており、それで
障害者雇用で働いているので厚生年金に加入しています。しかし私が雇われている理由は障害者雇用の法定雇用率の数合
わせであり、一日中デスクに座っているだけで仕事が与えられません。
給料も時給制で最低賃金であり、そこから社会保険料が天引きされると手取りは１０万円に満たない月が毎年６か月ほどありま
す。

医療・福祉従事者でも「障害者年金」と障害者であれば年金をもらっていると誤認している人が多くいるため、それ以外の職種
や社会全般でそういった誤った解釈をしている人が多くいると思われます。年金用の診断書は作成料が総じて高いうえ、社労
士を介して年金請求しないとと受給に結びつかないため、その初期投資のハードルの高さから断念する障害者が少なくありま
せん。

個人 厚生労働省

【障害年金について】
障害年金は、障害による日常生活の困難さや稼得能力の喪失に対して所得保障を行うことを目的としてお
り、日常生活能力や労働能力の著しい制限といった観点に着目して、障害等級を定め、それに応じた所得
保障を行っているものです。
障害年金の認定にあたっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づき日本年金機構の障害認
定診査医が医学的知見により判定しているところですが、客観的な検査数値等で障害の程度が判断できな
い精神障害及び知的障害に係る認定ついては、地域差による不公平が生じないようにするため、「国民年
金・厚生年金保険　精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を策定し、当該ガイドラインを参考に障害等
級の認定を行っています。
また、社会保険制度である障害年金制度は、障害という保険事故に対して、①初診日において当該請求人
が加入していた年金制度、保険料納付要件を確認したうえで、②障害認定日における障害の状態を確認
し、支給決定することとされており、障害認定日は原則として初診日から１年６ヶ月経過した日とされていま
す。

【精神障害者保健福祉手帳について】
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交
付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復
帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としております。
障害等級については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条に規定する精神障害の
状態に基づき決定されますが、その判定については、精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準に
ついて（厚生省保健医療局長通知）に基づき、精神疾患の存在と精神疾患（機能障害）の状態の確認、能
力障害（活動制限）の状態を確認の上で、精神障害の程度を総合的に判定することとしております。
また、精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に必要である医師の診断書は、初めて医師の診療を受けた
日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限ることとしております。

国民年金法第３０条
厚生年金保険法第４７
条

対応不可

制度の現状に記載のとおり、
・精神障害者保健福祉手帳と障害年金は制度の趣旨・目的が異なるため、それぞれの
制度趣旨を踏まえた認定基準が定められており、それぞれの認定基準に基づいて障
害等級の認定を行う必要があること、
・精神障害者保健福祉手帳と障害年金では障害の状態を確認する時期が異なってお
り、提出された診断書に記載されている障害の状態が必ずしも同一内容であるとは限
らないこと、
などから、異なる障害等級認定されることもあり得ますのでご理解いただきますようお
願いします。
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59 令和5年9月22日 令和5年10月18日
国外運転免許証　有
効期間、免許証のサ
イズ、そもそも論

1．現在、有効期間は1年間であるが、元の国内運転免
許証が失効するまでの期間する。
2．免許証のサイズが、昔のパスポートと同じであり、か
つ三つ折りの紙製であるが、国内免許証と同じサイズ、
丈夫な素材、1枚とする。
3．そもそも元の国内運転免許証に国外運転免許につ
いての記載を付ければ国外運転免許証は不要となる
のでそうすれば良い。

1．有効期間1年間では、毎年更新に行かねばならないから不便、無駄である。コストも高くなる。
2．サイズが大きいと携帯に不便であり、紛失や盗難に遭いやすい。紙製だと濡れると使えなくなる。
3．そもそも英語表記があれば、国外運転免許証など不要である。合衆国では州毎に運転免許証を発行し、様式も全く異なる
が、居住地以外で運転するときに国外運転免許証など要求されない。1980年代には日本免許証とその翻訳があれば合衆国で
運転できたが、今は国外運転免許証を要求され不便になった。

個人 警察庁

　 日本の運転免許証を有しない者でも、道路交通に関する条約（以下、この欄において「ジュネーブ条約」
という。）に定められた様式に合致した国際運転免許証を所持することで運転することができます（道路交
通法第107条の２）。
　 公安委員会が発給する国際運転免許証は、他のジュネーブ条約締約国が発給する国際運転免許証と
区別し、「国外運転免許証」といいます（道路交通法第107条の７）。
   国際運転免許等の有効期限は、ジュネーブ条約において定められており、発給の日から１年間となって
います。条約上、有効期間の延長に関する規定はありません。
   国際運転免許証のサイズ等の様式についても同条約の附属書10に定められています。

道路交通に関する条約
第１条第２項、同第24条
第１項・第２項、同附属
書10

道路交通法第107条の
２、同第107条の７、道
路交通法施行規則別記
様式第22の７

対応不可

　 公安委員会が発給する国外運転免許証（国際運転免許証）は、日本が批准している
道路交通に関する条約に定める要件に合致するものであり、具体的には道路交通法
等の法令により定められています。
　 同条約において、その有効期間について、「１年をこえない」ことととされ、サイズを含
む様式についても「附属書10」に明記されており、その他の部分についても発給国の運
用により変更することはできません。
   国内ではその国の運転免許証を取得するのが原則であるところ、国際運転免許証
制度は短期旅行者等の利便性を目的とした制度であるため、国内免許証に英文を併
記したようなものを発行しても、相手国で有効とは認められません。

60 令和5年9月22日 令和5年10月18日
リチウムイオンバッテ
リー使用製品の正しく
捨てる手段の確立

製品評価技術基盤機構（NITE）は、リチウムイオンバッ
テリー使用製品の誤った処分により、発火などの被害
が生じているとして、注意を呼びかけています。ゴミに
混入した製品の発火などによる被害額は、2018年度～
2021年度の4年間でおよそ111億円に達するそうです。
これは、確実にリチウムイオンバッテリー使用製品を正
しく捨てる手段がないため、不燃ごみやプラスチックゴミ
として、ゴミ出しするしかない場合があるからだと思いま
す。小型家電の回収ルートに乗せることが出来れば、
状況は改善するはずです。

リチウムイオンバッテリー等の二次電池の廃棄の扱いは、とてもひどいです。これでは、燃えないゴミやプラスチックゴミとして出
されて当たり前です。小型家電の回収ルートに乗せることが出来れば、状況は改善するはずです。

(1) 環境省： 自治体の指示に従ってください。
(2) 自治体: 回収する自治体もありますが、メーカーか回収協力店（電器店）の指示に従ってください。
(3) メーカー: 倒産している場合は回収できません。古い機器は回収しません。
（4） 回収協力店: 電池単体になるまで分解してください。リサイクルマークがないものは回収しません。

個人
経済産業省
環境省

一般廃棄物の処理については、市町村がその処理全体について統括的な責任を有しており、分別回収の
方法は市町村の状況に沿って決められております。リチウム蓄電池等についても、市町村の収集・処分体
制に応じた回収方法がとられています。
収集・運搬については、市町村が自ら行うほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理
法」という。）に基づき許可や委託を受けた者が実施できます。
これに加えて、廃棄物処理法に基づく「広域認定制度」の認定を受けたリチウム蓄電池等の製造・販売メー
カーは、自社製品のリチウム蓄電池を回収・処理することができます。
また、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（以下「小型家電リサイクル法」という。）に
基づく再資源化事業計画の認定を受けた者は、同法施行令に規定する28品目について、リチウム蓄電池
を内蔵した小型家電を回収・処理することができます。

廃棄物処理法第７条第
１項
廃棄物処理法第９条の
９
広域的処理に係る特例
の対象となる一般廃棄
物（環境省告示）
小型家電リサイクル法
第10条
小型家電リサイクル法
施行令第１条
資源有効利用促進法第
26条
密閉形蓄電池の製造等
の事業を行う者及び密
閉形蓄電池使用製品の
製造等の事業を行う者
の使用済密閉形蓄電池
の自主回収及び再資源
化に関する判断の基準
となるべき事項を定める
省令

対応

一般廃棄物の処理については、市町村がその処理全体について統括的な責任を有し
ております。また、資源有効利用促進法及び広域認定制度による製造・販売事業者に
よる自主回収や小型家電リサイクル法の認定事業者による回収が実施されています。
廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の
推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措
置を講ずるという国の責務に基づき、環境省では、リチウム蓄電池等を原因とした火災
発生状況や、市区町村における先進的な対策事例等をとりまとめたリチウム蓄電池等
処理困難物対策集を令和４年４月１日に公表しており、例えば、公共施設において小
型家電の回収ボックスを設置するなどの回収事例や、JBRC回収対象外製品は他の乾
電池等の回収と併せて水銀含有廃棄物処理委託業者へ引き渡している事例等の紹介
をしています。今後は各市町村が普及啓発のために使用するポスター及び動画を作
成し、普及啓発ツールとして各市町村に配布する予定であり、これらの取組を自治体
において活用いただけるよう横展開を図っております。

61 令和5年9月22日 令和5年10月18日
労災保険「中小事業
主等の特別加入」制
度の改正について

労働者災害補償保険法第33条（特別加入）第１号に
「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事
業（厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において
「特定事業」という。）の事業主で徴収法第三十三条第
三項の労働保険事務組合（以下「労働保険事務組合」
という。）に同条第一項の労働保険事務の処理を委託
するものである者（事業主が法人その他の団体である
ときは、代表者）」
と規定されています
　この規定を
「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事
業（厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において
「特定事業」という。）の事業主（事業主が法人その他の
団体であるときは、代表者）」
　と改正して頂きたい。

　現行規定では、中小企業に分類されるということのみで、自ら労働保険事務の処理を行うことができるにもかかわらず、事業
主が労災保険に特別加入するには労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託しなければならないことになっている。
　多くの中小企業の事業主は、労働者と同様な作業に従事し、労働災害の発生が危惧される状況にある。中小企業の事業主
にとって労災保険に特別加入する必要性は高いものがある。
　しかしながら、中小企業といっても300人に近い労働者が働いている事業所から、一人二人の労働者が働いている零細事業
所まである。管理部門を設け日常的に労働保険事務を行っている事業所から、事務処理を全面的に外部に委託している事業
所まである。
　個別の事業所の労働保険事務処理状況を考慮することなく、全て労働保険事務組合に労働保険事務を委託しなければ労災
保険への特別加入ができないという事は不合理と考えられる。
　労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託する必要性のある事業所は委託をし、自ら労働保険事務処理を行うことがで
きるものは、直接労働局長へ申請できるようにして頂きたい。
　現行では、労働保険事務組合へ事務処理の委託を必要としない事業所も労働保険事務組合へ事務処理に必要な諸資料を
届け、さらに労働保険事務処理の事務委託手数料を支払わなければならない状況にある。直接労働局長へ申請できるように
なれば、このような無駄な時間と無駄な事務委託手数料を支払う必要が無くなる。

個人 厚生労働省
労働者災害補償保険法第33条第1項は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業
主に労災保険の特別加入を認めるものです。

労働者災害補償保険法
第33条第1項

対応不可

　労働保険事務組合は、中小事業主の労働保険事務負担の軽減を図ることで、労働
保険の適用の促進及び適正な労働保険料徴収の確保を図るために設けられているも
のです。
　中小企業事業主の特別加入にあたっては、当該事業場の労働保険の適用促進及び
労働保険料徴収の確保を担保するため、法令上、事務組合の加入を要件としていま
す。
　これにより、保険制度としての確実性を高めているものであり、制度の円滑な運営の
ためには必要不可欠であるため、ご要望への対応は困難です。

62 令和5年9月22日 令和5年10月18日

登録免許税の再使用
証明をした収入印紙
を同一代理人が別の
申請人のために流用
することを禁止する

R4規制改革420提案は、登録免許税として納付した収
入印紙を再使用証明した場合に同一代理人が別の申
請人のために流用する取扱いは業務上横領であり禁
止すべきとしたものである。／これに対して、法務省は
「再使用の証明の付された領収証書又は印紙を他人か
ら譲り受け、自己の登記申請に使用することはできま
せん」という理由で「事実誤認」であると回答した。／一
見もっともな回答をしているけれど、提案の趣旨は「実
務として認められている再使用印紙の流用を禁止する
こと」であり、「通達として認められているかの確認」で
はない。／すなわち、法務省が通達の解釈として印紙
の流用を認めようが認めまいが、実務として代理人が
同一→

→であれば別の申請人のために流用することが認められているから禁止すべきであるという趣旨である。／そのため、R3規制
改革607回答にある「御指摘にあるような「1000円以下(未満?)であれば、登記官による職権還付を拒否して放棄できるという取
扱い」は承知しておりません」という知らぬ存ぜぬの立場を取れないように、現職法務省職員が出版した解説書でもその旨が記
載されていると説明したのである。／もっと具体的な記述が必要なら、「再使用証明の申出は代理人によってもすることができ
ますが、その代理人がする登記の申請であれば、前の申請人とは別の者の代理人となる場合でも、この領収証書又は印紙を
再使用することができるとされています。」p62〔藤谷定勝・著+清水湛・監修「不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の
実務」日本加除出版 2009〕を読めばいい。／元民事局長や法務局長が「できる」と書いているのは、法務省の見解にもかかわ
らず現場の登記官は再使用を認めているということである。／それが事実であれば、法務省は、登記官が加担した業務上横領
の事実を、行政機関の法令遵守として調査をすべきではないか？／すなわち、違法行為は行われていないと「事実誤認」をし
ているのは法務省自身である。／もっとも、縦割り回答では「制度の現状欄に記載した再使用証明に関するこれらの例等は、い
ずれも、再使用証明をした収入印紙を同一代理人が別の申請人のために使用することを認めたものではありません。」という、
あたかも他人のための再使用を認める別の通達があるかのような書きぶりをしているから、別の逃げ道が用意されているのか
もしれない。

商業登記
ゲンロン

法務省

　訂正の上再提出する予想のもとに登記申請を取り下げ、貼付用紙の未使用証明を受けた収入印紙につ
き、事情の変更により再提出を中止した場合、同一登記所でこれを別の登記申請に使用しても差し支えあ
りません。
　本人甲の代理人Ａが受けた再使用証明を、後日、同一事案につき本人甲から依頼を受けた代理人Ｂが
当該再使用証明を添付して登記申請することができます。
　再使用の証明の付された領収証書又は印紙を他人から譲り受け、自己の登記申請に使用することはでき
ません。

昭和34年1月29日民事
甲第125号
登記研究434
登記研究449

事実誤認
　制度の現状欄に記載した再使用証明に関するこれらの例等は、いずれも、再使用証
明をした収入印紙を同一代理人が別の申請人のために使用することを認めたもので
はありません。

63 令和5年9月22日 令和5年10月18日

専有部分の建物の名
称を変更する登記の
申請義務をなくし、公
序良俗に反する名称
以外は却下しないこと

R4規制改革465提案は、区分建物の専有部分の名称
を自由に変更できるようにすることを内容とするもので
ある。／これに対して、法務省は、専有部分の建物の
名称の変更登記申請には添付書面は不要であり、すで
に自由に変更することができると回答した。／しかし、
法務省の説明は、専有部分の建物の名称の変更は表
示登記の一種であり当然に表示登記の通則が適用さ
れるという前提がある。／登録免許税はかからず、変
更の日から1か月以内に登記申請義務があって、登記
官の実地調査の結果で登記がされる、と。／これらの
制度は地目変更や建物増築のような典型例であればと
もかく、現況公示とは異質な、建物の名称変更には根
本的になじまない。／→

→変更の日から1か月以内に申請義務があるから、所有者は名称の変更を意図したときは1か月以内に申請しなければなら
ず、仮に申請が却下されても、別の名称を思いついた限りでエンドレスに申請しなければならないことになる。／申請しないと過
料なんでしょ？／申請のたびに登記官は調査することになって、制度としてムダすぎる。／また、法務省の回答では「一棟の建
物の名称と専有部分の名称が相違することを理由に、却下されることも考えられます」とするけれど、外国語や外来語のニュア
ンスまでも登記官が判断するのは商業登記の類似商号で放棄した見果てぬ夢ではなかったか？／たとえば、「「鈴木マンショ
ン」の１０１号室を「山田マンション」と表記することは建物の名称の表示としては公示上混乱を招くおそれがある」ならば、
「Suzuki Mansions」〔複数形〕を「Sato Mansion」〔単数形〕にする場合はどうなのか。／英語ではなく、アイルランド語やラテン語
だったら？／登記官の権限を持ち上げて「準司法的」などと誇張しても、正規の司法権でさえ外国語は翻訳を提出させているの
に、登記の論理を教え込んだだけの登記官がどうして生の外国語を判断できるのか？／この仕組みにそもそも無理がある。／
したがって、建物の名称の変更については表示登記の一般通則から除外すべきである。／類似商号の制度を極限まで縮小し
たように、建物の名称も公序良俗に反しない限りで所有者が自由に決めればよい。／キラキラネームが増えるでしょうね。／そ
うなると、専有部分の建物の名称をなくしてしまうのも一案。／登記官が決めるタテマエの家屋番号がほぼ任意番号なので重
複してる。

商業登記
ゲンロン

法務省

　不動産登記法第４４条第８号において、一棟の建物の名称として、「建物又は附属建物が区分建物である
場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称」が登記事項と
して定められており、同条第４号においては、専有部分の名称として、「建物の名称があるときは、その名
称」が登記事項として定められています。また、不動産登記令第３条第８号トにおいて「建物又は附属建物
が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その
名称」を申請情報として申請し登記することができるとされ、同条第８号ニにおいては「建物の名称があると
きは、その名称」を申請情報として申請し登記することができるとされています。その上で、表題部所有者又
は所有権の登記名義人は、「第四十四条第一項各号（第二号及び第六号を除く。）に掲げる登記事項につ
いて変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人（共用部分である旨の登記又は団地共
用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者）は、当該変更があった日から一月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない（不動産登記法第５１条第１項）」と規定され
ています。

不動産登記法第44条
同法第51条

対応不可

　不動産の表示に関する登記が、権利の客体たる不動産の状況（現況）を明確にする
ことによって、不動産登記の安全及び円滑を図るべき登記制度の基盤をなすものであ
ることからすれば、建物の名称の変更に関する申請義務をなくすことは適当ではないと
考えられます。
　公示上混乱を招くおそれがあるような建物の名称の申請がされた場合には、当該申
請は却下される可能性があると考えます。
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64 令和5年9月22日 令和5年10月18日
一般旅券の発給の申
請の電子化について

旅券法第3条に基づく一般旅券の発給の申請を電子化
いただきたい。

都道府県における一般旅券の発給業務は、混迷を極めている。東京都のパスポートセンターでは一般旅券の新規申請のた
め、整理券を受け取って以降の待ち時間が2時間を超えることが常態化しており、また整理券を受け取るのにも長蛇の列ができ
ており、申請するのに1日がかりとなっている。東京都だけでも毎日何百人という人が旅券の申請のためだけに何時間も拘束さ
れるという異常事態になっており、これによる経済損失は計り知れない。
対面規制の見直しについては令和2年ごろより規制改革実施計画等で繰り返し求められてきた。現状、旅券のいわゆる更新に
ついてはマイナポータルにより申請することが可能となっているが、新規申請については対面での手続のみ行われている。
旅券法第3条第3項に基づき、都道府県知事は旅券の申請者の本人確認を行うこととされているが、この確認は対面によらずと
も可能と考えられ、現に更新申請においてはマイナンバーカードにより確認が行われているものと認識している。
こうした状況を踏まえ、外務省は一般旅券の発給業務における待ち時間の実態について調査を行うべきである。その結果に応
じて、現在の旅券の更新申請において、特段の問題が生じていないのであれば、外務省及びデジタル庁は一般旅券の新規申
請がマイナポータルにより行えるようシステムを整備し、また待ち時間の短縮に向けて地方公共団体に技術的助言を行うなど、
必要な対策を行うべきである。

個人
外務省
デジタル庁

　令和５年３月27日から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されました。具体的には、旅券の残りの
有効期間が１年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切
替申請の場合には、電子申請も可能となっています。その場合、申請時の旅券事務所ないし在外公館への
出頭が不要となります。国内ではマイナポータルを通じて、国外では在留届オンライン（ORRネット）への登
録を前提とした在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じて、電子申請が可能となっています。

旅券法第３条

旅券法施行規則第２条

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律（デジタル手続
法）第６条

対応

　令和５年３月27日から全都道府県で、旅券切替のオンライン申請が開始されており、
一部府県においては、新規申請時に必要となる戸籍謄本を郵送提出することで、新規
申請についてもオンライン申請が可能となっています。
　令和６年度には、法務省が構築する戸籍情報連携システムにより提供される戸籍電
子証明書を利用することによって、戸籍謄本の添付省略が可能となり、これにより、旅
券の新規申請についても、全都道府県においてオンライン申請が可能となる見込みで
す。
　こうした取組を通じて、申請者の利便性向上と旅券事務の効率化に取り組んでいきま
す。

65 令和5年9月22日 令和5年11月15日
健康保険の被扶養者
資格再確認でのマイ
ナンバー活用

毎年行われる「被扶養者資格再確認」において、所得
要件確認のため、所得証明書や課税(非課税)証明書
の提出が、健保組合から求められる。(厚労省が厳格な
確認を求めているため、という理由から)
上記書類は個人で役所から紙で取得しなければならな
いが、健保と所得状況の関係はマイナンバーで照会で
きるのではないか。(具体額を返さなくとも、要件に対し
て該当か非該当かの回答は返せるはず)
可能であれば、義務化する等、一定の強制力を持って
の実施を検討いただきたい。

次の効果が見込まれる。
・取得する個人について、時間と費用の削減
・健保組合、役所についても、業務量の軽減

そもそも健保が欲しいのは「情報」であって、「紙」ではないはずなので、
マイナンバー活用がもっと以前から検討されてしかるべき。
(保健所をマイナカードに統合するなら尚更)

個人
厚生労働省
デジタル庁

保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができます（健康保険法施行規則第50
条第１項）。
健康保険の各保険者は、情報提供ネットワークシステムを通じて、被扶養者の収入に関する情報の提供を
受けることができます。

健康保険法施行規則第
50条第１項
行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律第19条第８号
行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律別表第二の主務
省令で定める事務及び
情報を定める命令第１
条第２号イ、第２条第13
号イ、同条第14号イ、第
３条第14号イ、同条第
15号イ

その他

健康保険の各保険者は、情報提供ネットワークシステムを通じて、被扶養者の収入に
関する情報の提供を受けることが可能となっております。

その上で、被扶養者に係る確認は各保険者において実施するものであることから
・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会に必要となる費用や
・確認に伴う事務負担
を考慮した上で、各保険者の決めた方法によって行うこととしております。

66 令和5年9月22日 令和5年10月18日

死因贈与で受贈者が
先に死亡した場合は
その相続人に贈与す
る旨の合意を仮登記
できるようにする

死因贈与には遺贈の規定が準用されるが、受遺者が
先に死亡した場合には効力が生じないとする994条1項
の適用については解釈が分かれている。／法務省の
立場は受贈者の生存が必要らしい。／それはどうでも
いい。／問題は、生存必要説の立場でも当事者間の合
意によって受贈者死亡の場合はその相続人に贈与す
るとしていた場合、学説ではこれを新たな死因贈与とみ
て効力が生じるとしているのに、これを仮登記する方法
がないらしい。／受贈者名義の仮登記は相続人が承継
できないし、誰が相続するか分からない段階で仮登記
するのもムリだろう。／死因贈与が仮登記できないなら
ばともかく、登記手続においてその必要性があるとして
いる帰結として、→

→何らかの方法で受贈者の相続人が仮登記できるようにするべきではないか？／そもそも受贈者が先に死亡した場合は仮登
記を承継できないとするのは、仮登記コストが安くて使い捨てにできることが前提ではないか？／仮登記の登録免許税はS42
の登録免許税法制定前は１個60円だったものが1/1000になり、現在では10/1000である。／所有権仮登記の値上げは金融業
者が片っ端から担保物件に仮登記を付けていた昭和時代の対策だったはずで、そうすると現在の登録免許税政策と不登法政
策とは仮登記が本登記になるという前提で一致しているはず。／しかし、死因贈与の仮登記に限っては受贈者が先に死ぬか贈
与者が先に死ぬかのギャンブルの使い捨てで、上記政策の前提とは相容れない不確実性を伴っている。／したがって、受贈者
が先に死亡した場合は相続されるとする合意がある死因贈与の仮登記を機能させるには、通常の所有権仮登記とは異なる取
り扱いが必要になる。／方法壱．仮登記権利者を抵当権の順位変更のように順位付けする。1　住所氏名、2　その相続人。／
方法弐．賃借権のように特約を登記可能にする。特約　受贈者死亡の場合はその相続人に贈与する。／方法参．登録免許税
１回分で受贈者の推定相続人までまとめて後順位仮登記を認める。胎児の記録例のように〇〇相続人名義で。／方法四．民
法の条文か法務省の解釈を変更して承継を認める。贈与者と受贈者との特別な関係に基づいて死因贈与が行われるならば贈
与財産が受贈者の相続人に承継されることは贈与者において当然に予測されるはずで、それを除外する特別の意思表示がな
い限り、認めればいいんじゃないですか？

商業登記
ゲンロン

法務省
　
　死因贈与に基づく不動産登記法第３条各号に掲げる権利の設定等に関して、同法第１０５条第２号に定
める請求権を保全しようとするときは、仮登記をすることができます。

不動産登記法第105条
第２号 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

67 令和5年9月22日 令和5年10月18日

ＱＲコード登記申請で
の申請書の印刷を法
務局で行い、添付書
面の審査はデジタル
化する

登記の申請方法には、申請情報をオンラインで送信し
つつそれを印刷した書面を提出して受付がされるＱＲ
コード申請がある。／現在は申請情報と添付情報とが
分離するオンライン申請の「特例方式」が原則化してい
るが、中途半端であるゆえに多くの矛盾が表面化して
いる。／これに対してＱＲコード方式は不動産登記法の
仕組みと整合的であるゆえに、特例方式廃止後の主流
となるよう位置づけるべきである。／まず、印刷した書
面の到達で受付がされる手続は書面申請のルールを
踏襲しているだけで何の合理性もない。／なぜ申請情
報が到達しているのに申請書が必要なのか？／書面と
オンラインとの二元論を見直し、R4規制改革18で提案
した申請情報→

→と添付情報とがそろった段階で受付をすべきである。／法務省は「登記の申請のための要件が整っていないにもかかわら
ず、順位確保等を目的とした申請がされることを防止するため」と意味不明な回答したけれど、添付書面到達時に付番すれば
「順位確保」の支障はない。／申請人負担は軽減され、受付の先後も明確である。／申請情報とのつながりは添付書面にＱＲ
コードや送信番号を印刷すればよい。／次に、添付書面はR4規制改革48で提案した、オンラインで作成した登記原因証明情報
や委任状をPDFで印刷して作成者が署名押印した書面を、OCRを使用せずにスキャンして照合する方法を制度化する。／この
方法は完全オンライン申請では導入できない利点であり、各書類の内容を矛盾なく自動作成できるため申請人や代理人の補
正リスクが減少するだけでなく、法務局側の審査もほぼ自動化できる。／また、一般人にとっては登記相談を経ることなく書類
作成ができるため、申請人と法務局双方の相談コストを削減できる。／政府は一般人にもオンラインを普及させたいようだが、
オンライン化の前にデジタル化を浸透させるべきである。／一方でオンラインの宣伝動画を作ってデジタル・ガバメントをアピー
ルしながら、他方では穴埋め式の様式に対面相談で書き込んでいく書面申請に誘導している。／手間を掛けさせてブロックした
ほうが都合がいいからだ。／政府がこの本音と建前との使い分けをやめない限り、オンライン申請が普及するはずがない。／Ｑ
Ｒコード申請はオンラインと書面とのハイブリッド方式として位置づけることにより、オンライン申請以上にデジタル・ガバメントな
申請方法となり得るだろう。

商業登記
ゲンロン

法務省

　「QRコード登記申請」は、QRコード付きの書面申請であり、登記手続上、書面申請と同様に取り扱われま
す。
　QRコードは、登記申請の作成における申請人の手間の削減や、物件情報の入力誤りの防止、登記申請
後の処理状況の把握等のために導入されたものです。

不動産登記規則第56条
第２項

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

68 令和5年9月22日 令和5年10月18日
病院や処方箋薬局で
受け取った薬の残薬
処理について

病院に行くと薬をもらいますが、飲みきれなかったり
シーズンによって飲まなくてもいい薬などが残薬として
余ってしまいます。どこかに売るか何なりしたいなと思
いましたが、薬事法では薬の個人売買は禁止されてお
り、調剤薬局では残薬引き取りはしてくれるものの、買
い取りや返金はしてもらえません。

薬を個人間の売買するのはいろいろと危なそうなので、
せめて処方箋薬局や信用できるネットショッピングサイ
トなどで残薬を買い取りできるよう、法律を変えてほし
い。

私は花粉症用の飲み薬が大量に余っており、1年分くらいはデッドストックがあります。しかし期限切れになるともったいないの
で、どうにか再利用というか必要な人に販売できないかなと思っています。

食料品ではフードバンクという無償引き取り制度がありますが、薬は食料品のように安価ではないことから、消費者心理として
はやはり換金したいと思うのが普通だと思います。私も花粉症用飲み薬がおよそ1年分の残薬がありますから、処方箋薬局で
は保険適用されても1万円は軽く超すくらいの金額を支払っています。加えてOTC薬でもあるので、同じものをドラッグストアで購
入すると10日分で1000円以上するような薬です。これを無償で提供するのは抵抗があります。

ただ無尽蔵に個人間での取引を可能にしてしまうと、偽薬や危険な薬が世に氾濫することになるので、やはり自分が薬の処方
を受けた処方箋薬局、あるいは政府が認証したネットショッピングサイト限定で医薬品の買い取り販売を行うようにするのが安
全かと思います。買い取った後の医薬品は定価の○割引きで販売し、買い取った先発品の医薬品＝ジェネリック医薬品くらい
の金額くらいで販売するのが妥当かなと思います。

医薬品が自由に売買できるようになり、家庭内の残薬が換金できるとあらば、私だけでなく全国の子どもからお年寄り、老若男
女問わず、家庭内に眠る無駄な医薬品を劇的に減らすことができると思います。特に高齢者は湿布薬を大量に保持している人
が多いと思います。まだ使えるのに捨てたり、無償で処方箋薬局に引き取ってもらうのももったいないので、本当に必要な人に
薬が安く行き渡るようどうにかしてほしいです。

個人 厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて、薬局又は医薬品販
売業（以下「薬局等」という。）の許可を有していない個人が所有する医薬品を販売することは、品質や有効
期間の管理が十分になされないおそれや、偽造医薬品が流通経路に混入するリスクがあり、公衆衛生上
危害を生ずるおそれがあるため、個人が業として医薬品の販売を行うことは禁止されています。また、平成
29年に個人が卸売販売業者に持ち込んだハーボニー配合錠の偽造医薬品が薬局に流通した事案を踏ま
え、薬局等は医薬品の取引時に取引相手が必要な業許可を有する事業者であることの確認等を行い、業
許可を有しない個人から医薬品を購入しないよう必要な措置をとることが求められています。

医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法
律第９条、第24条
医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法
律施行規則第14条

対応不可

制度の現状欄に記載のとおりです。なお、ご提案の趣旨である残薬の削減に当たって
は、残薬が生じないよう医療機関、薬局で対応いただくことが重要です。残薬がある場
合には、残薬の状況を含む服薬状況について医師、薬剤師に相談し、処方、調剤され
る数量等の適正化を図っていただきますようお願いいたします。

69 令和5年9月22日 令和5年10月18日
移送取扱所の移送基
地内配管等の構造に
関する規制合理化

移送取扱所の配管等の構造は、製造所、屋外タンク貯
蔵所等の配管の基準よりも厳しいが、移送基地内に
限ってはその他の危険物施設の構造基準と同じ基準
への合理化を要望する。

<障害・不具合の内容>
1)則第２８条の５第２項第５号 配管の最小厚さの基準に適合する為、使用条件が同じプロセスでも、移送取扱所用の特別規格
を持つ必要があり、設備管理が複雑になっている。
2)則第２８条の１６第７号　配管の周囲に確保する維持管理上必要な間隔を適合させるため、現設備からの改造が難しくなって
いる。取替え補修に関しても、一部ルートを変えたい状況となっても、適合できずに実現が難しくなる。
その他ポンプ設備や配管の非破壊検査等、通常の危険物配管より上乗せの基準があり競争力の低下を招いている。
<要望に対する保安担保・向上の根拠>
1)製造所、屋外タンク貯蔵所等その他の危険物施設で使用している配管も、使用条件に満足する技術的根拠を持った構造の
物を使用している。また、異常現象（特に漏洩）が発生しても移送基地内では他の危険物施設で発生するのと影響は変わらな
い。
2)設備の維持管理は、移送取扱所もその他危険物施設も同じレベルで管理しており、基準が緩和されても設備管理上は保安
を担保していると考える。
<要望実現によるメリット>
・特別規格が無くなると設備管理がシンプルとなり、規格間違いがなくなり、規格管理の労力も軽減され、競争力の向上となる。
・補修時の手続きが不要、または軽微な届出レベルとなり早期の工事着工から運用再開が出来、競争力の向上となる。

石油化学
工業協会

総務省

○移送取扱所に求められる基準について
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備により危険物を移送する移送取扱所は、その配管が当該移
送取扱所を保有する事業所等の敷地のみならず、第三者の敷地等を通過するものであり、危険物の漏え
い又は火災が発生した場合には、社会的影響が高いため、事故防止の観点から必要な技術上の基準を定
めているものです。
・危険物の規制に関する規則（以下「危規則」という。）第28条の５第２項第５号に規定する配管の規格につ
いて
移送取扱所の配管は、第三者の敷地等を通過することから、配管の最小厚さの規格値を明示しています
が、他の危険物施設と比較して特に厳格な規格値を定めているものではありません。
・危規則第28条の16第１項第７号に規定する維持管理上必要な間隔について
維持管理上必要な間隔とは、点検等に必要な間隔であり、当該規定は、他の危険物施設でも当然に必要
とされているものを明確にしているものです。

○危険物施設における変更許可等の取扱いについて
消防法第11条第１項の規定により、所有者等が製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更
しようとする場合には、事前に市町村長等へ変更許可申請が行われ、技術上の基準等について確認して
いますが、保安上の問題が生じないものについては、変更許可の手続きを要しないことを運用通知で示し
ています。
ただし、移送取扱所の配管等の変更工事については、現状、軽微な変更工事に該当しないものとしていま
す。

規則28条の５第２項第５
号
規則28条の16第１項第
７号

消防法第11条第１項
平成14年消防危第49号

検討を予
定

　移送取扱所は、第三者の敷地等に設置され、万一、漏えい又は火災が発生した場
合、当該敷地に与える影響が大きいため、安全上の観点から、技術上の基準を定めて
おり、他の危険物施設と同様の規制とすることは適切でないと考えます。
　一方、移送取扱所の変更許可等の取扱いについては、保安上の問題が生じない変
更工事について整理を行い、軽微な変更として許可を要しないものの範囲について検
討します。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策
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庁
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70 令和5年9月22日 令和5年10月18日

石油コンビナート等災
害防止法　 自衛防災
組織の設置事業所に
おける、消防法　自衛
消防組織の設置免除

石油コンビナート等災害防止法に基づき、自衛防災組
織を設置している事業所に対して、消防法第８条の２の
５に基づく自衛消防組織（防火対象物）の設置の免除を
要望する。
なお、消防法第１４条の４に基づく自衛消防組織（危険
物）は石災法第４３条にて設置を免除されている。

<障害・不具合の内容>
石災法上の特定事業所においては自衛防災組織を編成している。一方、事業所内の防火対象物の総面積が法定値を超える
場合、消防法第８条の２の５に基づく自衛消防組織（防火対象物）の設置も必要となり、同様な組織を２つ編制することになり各
種講習や届出を二重に実施している状況である。
<要望に対する保安担保・向上の根拠>
・自衛防災組織も自衛消防組織も肩書（名称）が違うだけで、編制自体は同じなので、石油タンクや大規模な危険物施設を対象
としている石災法の自衛防災組織を設置しており、自衛消防組織を免除しても保安上問題ない。
・消防法の自衛消防組織は一般地区の大規模防火対象物（高層ビル・マンションやイオン等の大規模商業施設）を前提として
おり、客として防火対象物内にいる不特定多数の人の避難や救護を主目的としている。一方石災法上の特定事業所において
は構内にいるのは従業員と協力会社員や請負作業員であり、入構時に避難場所等の教育を実施している。
<要望実現によるメリット>
・防災体制上は同一の機能を持つ自衛防災組織と自衛消防組織が一本化されることにより、組織を２重規制する必要が解消さ
れる。
・各種講習や届出を二重に行う無駄が省かれる。

石油化学
工業協会

総務省

　石油コンビナート等災害防止法第16条に規定する自衛防災組織は、大量の石油や高圧ガスが取り扱わ
れている石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所において、災害の発生は又は拡大を防
止するために必要な防災業務を行うために設置を義務付けているものです。
　また、当該自衛防災組織には、石油等の貯蔵量等に応じた化学消防車等の防災資機材等を備え付ける
必要があり、配備する防災資機材等に応じた必要な数の防災要員を配置する必要があります。当該防災
要員については、講習を受講する等の資格要件はなく、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うこと
ができる者をもって充てるとされています。
　なお、消防法第14条の４に基づき、危険物を大量に取り扱う一定の大規模な事業所に自衛消防組織の設
置が必要となりますが、石油コンビナート等災害防止法第16条に規定する自衛防災組織を設置しているも
のについては、自衛消防組織を置くべき目的が十分に達成されるため、消防法第14条の４の規定は適用さ
れません。
　一方、消防法第８条の２の５に規定する自衛消防組織は、百貨店、ホテル、オフィスビルや工場など日常
的に多数の者が出入りする大規模な防火対象物において、火災その他の災害発生時において応急活動を
実施するため、当該防火対象物の従業員等から構成される人的組織であり、その設置を義務付けていま
す。
　また、自衛消防組織は指揮命令系統をもって活動を行うこととなるため、自衛消防組織を統括する統括
管理者を置く必要があり、統括管理者には自衛消防の業務に関する講習の課程を修了する者等をもって
充てなければなりません。

石油コンビナート等災害
防止法第16条、消防法
第８条の２の５

検討を予
定

　制度の現状欄に記載のとおり、石油コンビナート等災害防止法第16条に規定する自
衛防災組織については、大量の石油等を取り扱う事業所において火災が発生した際
の化学消防車等を使用した消火活動や、石油や高圧ガスの漏えい事故に対する応急
措置や回収作業等の防災業務を行い、消防法第８条の２の５に規定する自衛消防組
織については、多数の者が出入りする大規模な防火対象物において、火災等の発生
時における在館者の避難誘導や初期消火等の自衛消防活動を行うものであり、基本
的には、それぞれに、体制や消防機関が把握するための届出が必要であると考えま
す。
　しかしながら、双方に一部共通する事項もあると考えられることから、火災時等の対
応に支障を生じない範囲において、石油コンビナート等災害防止法第16条に規定する
自衛防災組織の防災要員と消防法第８条の２の５に規定する自衛消防組織の要員が
兼務できる業務の範囲や、それぞれの法令に基づく届出書に記載する内容の精査等
について、実態を把握の上、必要な検討を行うことといたします。
　なお、石油コンビナート等災害防止法第16条に規定する自衛防災組織の防災要員
は、同法において講習の受講は必要とされていません。

71 令和5年9月22日 令和5年10月18日
耐圧、気密試験にお
ける基準圧力の統一

設備の定期検査における高圧ガス保安法、消防法、労
働安全衛生法それぞれの耐圧・気密試験の基準圧力
の呼称統一による耐圧・気密試験の簡素化を提案す
る。また常用の圧力相当を基準圧力に統一する方向
で、最高使用圧力（MAWP）基準となっている労安法に
おいても、この考え方を採り入れていただきたい。

<障害・不具合の内容>
設備の定期検査における高圧ガス保安法, 消防法、労働安全衛生法それぞれの耐圧・気密試験の基準圧力は、"常用の圧力
"、"最大常用圧力"及び"最高使用圧力"であり、試験圧力の考え方及び、基準圧力の呼称共に異なるため、実務上煩雑であ
る。
<要望に対する保安担保・向上の根拠>
設備新作時は"設計圧力"基準での耐圧・気密試験により、製作の良否判定を行う必要がある。一方、設備供用段階において
は、常用の圧力及び最大常用圧力（＝運転中に作用しうる最大の圧力）を基準に同試験を行うことで、最も厳しい運転条件に
対する健全性を評価できると考えられる。
<要望実現によるメリット>
設備の定期検査における高圧ガス保安法、消防法、労働安全衛生法それぞれの耐圧・気密試験の基準圧力の取違いを防止
できる。

石油化学
工業協会

経済産業省
総務省
厚生労働省

【経済産業省】
　高圧ガス保安法コンビナート等保安規則第5条第1項第17号は、耐圧試験について規定するものであり、
圧力試験のための圧力については、｢常用の圧力｣（通常使用される状態の圧力をいう。）を基準となる圧力
（例えば、｢常用の圧力の一・五倍以上｣といった表現）として規定しています。これは、｢常用の圧力｣におけ
るガスが高圧ガスであるか否か等によって、法の適用の有無を判断し、高圧ガスを製造しようとする者は、
その｢常用の圧力｣を前提として許可を受けることから、実態として｢常用の圧力｣による制約が法的に措置
されることになるためです。

【総務省】
　危険物を取り扱う配管については、実際に使用する条件下で十分な強度を有する必要があることから、
危険物の規制に関する政令で定める配管の圧力試験では、「最大常用圧力」に対して十分な強度を有する
ことを求めています。

【厚生労働省】
労働安全衛生法では、設備の供用段階で実施する性能検査において、目視やファイバースコープ等で容
器の割れなどを確認することができない貫流ボイラー等の一部のボイラーについては最高使用圧力を基準
とした耐圧・気密試験（水圧試験）を実施することが定められていますが、それ以外のボイラーや第一種圧
力容器については、耐圧・気密試験（水圧試験）を実施することは定められていません。

【経済産業省】
コンビ則第5条第1項第
17号

【総務省】
危険物の規制に関する
政令第9条第1項第21号
イ、第11条第1項第4号、
第13条第1項第6号及び
第15条第1項第2号

【厚生労働省】
圧力容器構造規格 第
63条、ボイラー構造規
格 第61条

【経済産
業省】
事実誤認

【総務省】
現行制度
下で対応
可能

【厚生労
働省】
対応不可

【経済産業省】
　耐圧試験等において使用する圧力について、その基準となる圧力に係る用語（提案
主体記載の「呼称」）の問題ではなく、その意味するところに係る問題と認識しておりま
す。各法令の条文の理解・認識促進に努めていただくことが、高圧ガス保安法上、自主
保安に取り組む姿勢として重要なものと考えています。
　なお、提案者として、用語の改正を要するほどに、高圧ガス保安法における「常用の
圧力」について取り違いをされているような実態がありましたら別途ご教授いただけれ
ばと思います。

【総務省】
　危険物を取り扱う配管については、実際に使用する条件下で十分な強度を有する必
要があることから、危険物の規制に関する政令で定める配管の圧力試験において「最
大常用圧力」を用いることは、適切と考えます。

【厚生労働省】
高圧ガス保安法、消防法、労働安全衛生法の３法令のいずれの適用も受けるのは第
一種圧力容器のみと認識しております。
労働安全衛生法では、第一種圧力容器については、設備の供用段階で実施する性能
検査において、耐圧・気密試験（水圧試験）を実施することは定めていません。このた
め、ご提案の点については、不整合は生じていないものと認識しております。

72 令和5年9月22日 令和5年10月18日
海外防爆認定分析機
器類の使用に関する
規制合理化

国内化学プラントにおいて、海外防爆認定を受けている
分析機器類の使用を可能にすることを提案する。

<障害・不具合の内容>
オンラインやインラインの分析機器は、海外の防爆認定は受けているものの、国内の認定は受けていないものも多く、現状で
は、そのような機器は防爆エリアに設置することができない。そのため、機器の導入自体を断念せざるを得なかったり、機器を
防爆エリアから離れた場所に配置し、通信ケーブルを長距離敷設して対応するなど、余計なコストがかかることがある。
<要望に対する保安担保・向上の根拠>
近年、化学プラントにおいて、製品品質の安定化や運転の効率化を目的として、オンラインやインラインの分析機器のニーズが
高まっている。国内の認定は受けていなくとも、国際的な規格検定に合格し、安全性が確認できるならば、それらの機器を導入
し、化学プラントの更なる品質安定化、運転効率化を図ることが出来る。
<要望実現によるメリット>
機器の導入費用の削減を図ることが出来る。

石油化学
工業協会

厚生労働省
経済産業省

【経済産業省】
高圧ガス保安法令について、一般高圧ガス保安規則6条第1項第26号及びコンビナート等保安規則第5条
第1項第48号では、可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備について防爆性能を有するものとする旨が
規定されています。

【厚生労働省】
労働安全衛生法では、防爆構造電気機械器具については、安全に使用するため構造要件を定めており、
厚生労働大臣が定める構造規格に適合していなければ販売等をしてはならないこととしています。また、構
造規格に適合するか否かの確認は専門技術的な能力を有する機関において実施する必要があるため、当
該機械器具の製造、輸入にあたっては、厚生労働大臣が定める要件を満たし登録を受けた型式検定機関
が行う型式検定を受けなければならないことを定めています。
外国の認証品を輸入する際は、外国に立地する登録型式検定機関が行う型式検定に合格した場合は、国
内で重ねて型式検定を受ける必要はありません。また、指定外国検査機関でもあるExCB（IECExの認証機
関）の適合証明に基づき、型式検定における実機試験の省略を認めています。

【経済産業省】
一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第3号、第26
号、コンビナート等保安
規則第5条第1項第14
号、第48号

【厚生労働省】
労働安全衛生法第44条
の２

【経済産
業省】
対応不可

【厚生労
働省】
対応不可

【経済産業省】
防爆性能に関しては、その使用環境に応じて、労働安全衛生法令上で認められたもの
を使用するものと考えています。

【厚生労働省】
労働安全衛生法では、防爆構造電気機械器具については、その危険性に鑑み、使用
段階のみならず、製造、輸入、販売等の段階においても欠陥を有する機械を排除する
ため、登録型式検定機関が行う型式検定を受けなければならないことを定めていま
す。
当該検定が公正適切に実施されることを担保するため、労働安全衛生法では、登録型
式検定機関については、厚生労働省職員の立ち入り、厚生労働大臣による命令・要
請、厚生労働大臣に対する業務規程の届け出、検定の応諾義務業務等を規定してい
ます。
厚生労働大臣の登録を受けていない外国の認証機関については、このようなを担保が
ないことから、外国の認証機関の認証を受けていることのみをもって一律に型式検定
を不要とすることは認められませんが、外国立地の登録型式検定機関の型式検定や、
指定外国検査機関でもあるExCBの適合証明の活用により、輸入者の負担を軽減する
措置を講じています。
IECExではND（国による相違）は認められており、諸外国においてもNDのある国におい
ては外国の認証品をそのまま使用できる制度を持つ国は基本的になく、諸外国に比べ
閉鎖的ということはないと承知しております。

73 令和5年9月22日 令和5年10月18日
産業保安のスマート
化の推進及び防爆規
制の更なる柔軟化

第二類危険場所において携帯型の電子機器の使用に
関する規制合理化。第二類危険場所については、ＩＥ
CexやATEX等の海外の防爆認証を受けた携帯型の機
器であれば、その使用を許容していただきたい。

<障害・不具合の内容>
経産省の「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」に基づき危険区域の設定を改めて検討した
が、弊社製造所の場合は
放出源の周辺に危険区域が多数残存する結果となった。現場の作業箇所に応じて防爆/非防爆機器を使い分けること、または
「一律○ｍは接近禁止」等のルールを設ける等の対応方法が挙げられるが、これらの運用は実態として困難で、防爆機器を使
わざるを得ない状況にある。
<要望に対する保安担保・向上の根拠>
ＩＥCexやATEX等の海外の防爆認証を受けた携帯型の非防爆機器であれば、第二類危険場所においては、その使用を許容し
て頂きたい。まず海外の防爆認証により安全性が確保されている為、本質的な問題はない。次に第二類危険場所（通常の状態
において爆発性雰囲気を生成する可能性が低い）に限定されるので、事故に至る確率が低い。更に常設設備でないため、爆発
性雰囲気となる前に人の退避で携帯されるので、安全性は更に高まる。
<要望実現によるメリット>
製造現場におけるIoTやAI、ドローン等の海外発の新技術の速やかな活用が推進され、産業保安のスマート化を通じた、コンビ
ナート競争力の維持・強化の促進が期待される。

石油化学
工業協会

厚生労働省
経済産業省

【経済産業省】
　高圧ガス保安法令について、一般高圧ガス保安規則6条第1項第26号及びコンビナート等保安規則第5条
第1項第48号では、可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備について防爆性能を有するものとする旨が
規定されています。

【厚生労働省】
労働安全衛生法では、爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具については、可燃性ガス等が存在
して爆発が生ずるおそれのある場所のうち、通風、換気等の措置を講じても、なお、可燃性ガス等が爆発の
危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具（電動機、変圧器、コード接続器、開閉
器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。
以下同じ。）を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するお
それに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならないと定められていま
す。

【経済産業省】
一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第3号、第26
号、コンビナート等保安
規則第5条第1項第14
号、第48号

【厚生労働省】
労働安全衛生規則第
261条、第280条

【経済産
業省】
対応不可

【厚生労
働省】
検討に着
手

【経済産業省】
　防爆性能に関しては、その使用環境に応じて、労働安全衛生法令上で認められたも
のを使用するものと考えています。
　なお、「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン（経産
省）」に関しては、厚生労働省の「工場電気設備防爆指針」等を解説したものですので、
単独での見直しは困難と考えております。

【厚生労働省】
令和５年度現在、IEC（国際電気標準会議）においては、非防爆ポータブル機器の危険
箇所への持込みについては、当該団体の基準等においては認められておらず、検討
が進められているところであると承知しており、これまで情報の収集を行っています。当
該動向を踏まえつつ、国際的な基準等の整備状況を踏まえ、国内導入について引き続
き検討してまいります。
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庁
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74 令和5年9月22日 令和5年10月18日

高圧ガス認定事業所
の設備管理部門に関
する要件に合致する
資格制度の新設

高圧ガス保安法の認定事業所基準のうち、設備管理担
当組織（コンビ則適用事業所のみ）に属する者の５０％
以上が製造保安責任者免状又は非破壊検査技術に関
する資格を有していることが条件となっている。このうち
非破壊検査技術に関する資格は当該告示の質疑応答
集にて「(社)日本非破壊検査協会が認定するNDI2種以
上の資格」が指定されている。一方で設備管理担当の
組織員が実際に検査作業を行う場合ばかりだけでな
く、主に検査の計画や結果の判定を行っている場合も
ある。後者の場合は、現に検査を行う技量を認定する
資格とは別に、非破壊検査の計画及び結果判定の能
力を認定する資格制度を設け、その資格取得者を有資
格者と認めて欲しい。

NDI2種は非破壊検査技術者(NDI)レベル２への制度変更により１０年毎の再認証試験時にも実技試験が行われるようになっ
た。
本再認証試験は非破壊検査の実務者に対する技量維持に重点が置かれており、日常的に検査実務を行っている者でも合格
が難しく、複数回の受験が必要となる場合もあるのが現状である。
よって、認定事業所の設備管理を担当する組織員のように主に検査の計画や検査記録による判定の業務を行っている者は、
法令の要求を満たす知識・能力を保有しているが、検査技量そのものは未熟なことから再認証試験の合格が難しく、法令で求
められている役割と資格の間で要件に差がある状況と考える。
「高圧ガス保安法認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定に係る事業所の体制を定める告示」では設備管理を
担当する組織の役割として「高圧ガス設備を目視又は検査機器により検査を行うこと及びその方法を定めること」としており、非
破壊検査作業そのものを実施する事は必須ではなく、協力会社等に依頼する事が許容されている。
よって、設備管理部門所属者にNDI2種資格者と同等以上の知識、検査結果判定能力があれば、「検査方法を定める」「検査結
果の判定を行う」等の法令の要求を満たすことが十分可能と考えられる。
溶接士と溶接管理技術者の資格が異なるように、非破壊検査を実施する技量が必須ではない設備管理を担当する組織に所
属している者については非破壊検査技術者資格のうち１０年毎の再認証試験時の実技試験を免除して頂きたい。
高圧ガス認定事業所の設備管理部門の有資格者の確保が容易となり業務効率が向上する。

石油化学
工業協会

経済産業省
　本基準は、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者に対して、高度な保安の実施体制として、高
圧ガスに関する法令及び保安技術面での知識を有する者を確保するべく、製造保安責任者免状又は必要
な非破壊検査技術に関する資格を有していることを一定数以上求めているものです。

高圧ガス保安法 認定完
成検査実施者及び認定
保安検査実施者の認定
に係る事業所の体制を
定める告示（平成17年3
月30日経済産業省告示
86号）10条2項4号ハ、
コンビナート等保安規則
別表第五の上欄三イの
項下欄第六号、同規則
別表第六の上欄三イの
項下欄第六号、同規則
別表第七の上欄三ロの
項下欄第三号、同規則
別表第八の上欄三ロの
項下欄第三号

事実誤認

　配管類の検査を行う者については、非破壊検査技術が要求される資格も保安上有用
であると考えられるため、NDI2種も認めることとしています。
　一方、非破壊検査を実施する技量が必須ではない設備管理担当者については、製
造保安責任者免状を取得すればよいと考えております。

75 令和5年9月22日 令和5年10月18日

育休を取得すると点
数が下がって、子が
保育園から追い出さ
れる場合がある問題
の解消

男性育休取得率の公表企業を拡大するなど、国として
育休を推進する立場だと思いますが、育休を取得する
と点数が下がって、子が保育園から追い出される場合
がある問題があります。この問題の解消も推進してい
ただきたいです。

保育所は保育に欠ける児童を保護するための福祉施設であるからといって、育休終了時に子が保育所に戻れる保証が無いに
もかかわらず、育休を取得すると点数が下がって、子が保育園から追い出される場合がある問題が解消されません。少子化対
策として全体を俯瞰して見るようにすれば、育休中だからといって子を保育所から追い出すようなことは発生しないはずです。
総合的な判断ができるよう、国から指導・通達するようにしてください。

個人
こども家庭
庁

　ご指摘いただいているように、保育所は、保護者が労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき
子について保育を必要とする場合において、利用が認められるものです。
  一方、保護者が育児休業を取得することになった場合、休業開始前に既に保育所等
を利用していたこどもについては、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、①次年度に
小学校入学を控えるなど、こどもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合、②保護者の健康状態
やそのこどもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など市町村が児童福祉の観点から必要
と認めるときは、保育の必要性に係る事由に該当するものとして、継続して利用が可能である旨を、通知で
お示ししています。
 また、育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設等の利用を再度希
望する場合や、育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設又は地域型保
育事業の利用を希望する場合などについては、優先利用の対象となる事項として考えられるものである旨
を、通知にてお示ししております。

児童福祉法第24条第１
項
子ども・子育て支援法第
19条第１項第２号、同第
３号
子ども・子育て支援法施
行規則第1条の５第９号
平成26年９月10日府政
共生第859号通知

対応不可

　左記のとおり、保護者が育児休業を取得している場合、当該保護者のこどもが既に
保育所等を利用しており、育児休業期間中も引き続き保育所等を利用することが必要
であると市町村が認めるときは、継続利用を可能としています。
　また、育休終了時の再入所の際の利用調整の考え方についても、左でお示しした通
り、通知を発出しているところです。

76 令和5年9月22日 令和5年10月18日

「登記識別情報の暗
号化」の包括委任を
認め、委任状を原本
還付すること

R3規制改革702提案は、分筆新地の登記識別情報が
分筆元地と同じであるため、いずれか一筆について代
理人に登記識別情報を提供すれば他の土地について
も明らかになり、登記名義人が登記識別情報を秘匿す
る意味がなくなるから別個の登記識別情報を発行すべ
きであるとしたものである。／これに対して法務省はこ
の場合の不利益は代理人による不正使用によるもので
あり、登記識別情報制度自体には問題ないとする。／
すなわち、本人から代理人へ登記識別情報を教えるこ
とは行政として関知するところではなく、代理人から登
記所へ提供するプロセスにおける委任事項としてのみ
証明する必要があるという意味であろう。／そうすると、
本人から交付→

→された委任状に独立した項目として「登記識別情報の暗号化」の旨の委任があれば、それは当該登記申請のために作成さ
れた委任事項ではなく、他の登記申請にも流用し得る独立した委任事項として委任状の原本還付が可能になるはずである。／
委任事項としては「上記登記申請に関し登記識別情報を暗号化すること」という表現もあり、こちらは当該登記申請に限定して
いるため原本還付はできない。／他方、こうした特定をせずに委任すれば、委任者の意思は「今回は上記登記原因証明情報に
基づく登記申請に付随して暗号化も委任するけれど、暗号化については包括的に委任する」という意思であるとも読める。／不
登規55条1項は「当該申請のためにのみ作成された」場合は原本還付できないとしており、その反対解釈として、「当該申請の
ためにのみ作成された」場合であると断定ができない場合は原本還付できることになる。／たとえば、大使館等が住所証明書と
して発行する在留証明書には使用目的欄があり、たとえそこに「不動産登記申請のため」と記載されていても原本還付は認め
られる。／これは当該不動産登記申請のみでなく、他の登記申請にも使用するかもしれないという可能性を前提にしているから
であろう。／在留証明については「当該登記申請のため」と断定されないにもかかわらず、暗号化の委任については登記実務
では委任状の原本還付が認められていない。／むしろ、私的自治が支配する委任契約のほうこそ行政が画一的に判断できな
い書面ではないか？／したがって、抵当権設定等で当該申請に限定されずに「登記識別情報の暗号化」の委任事項がある委
任状についても原本還付できなければ辻褄が合わない。

商業登記
ゲンロン

法務省
　不動産登記法第５５条第１項において、「書面申請をした申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を
請求することができる。ただし、当該申請のためにのみ作成された委任状については、この限りでない。」と
されています。

不動産登記規則第55条
１項

対応不可
　申請書の添付書面として提出された委任状が、不動産登記規則第５５条第１項ただ
し書の「当該申請のためにのみ作成された委任状」として原本還付されるべきかどうか
は事案ごとに判断されるものであり、一概にいうことはできません。

77 令和5年9月22日 令和5年10月18日
保険証廃止に伴う銀
行手続きの法規制緩
和

銀行での口座所有者の連絡先住所変更を本人確認書
類によらず任意の住所に変更できるように規制緩和す
ること

本邦においては銀行口座の(1)所有者住所とcorrespondence address が同一になるように義務付けられ(2)本人確認時には本
人確認書類に記載の住所にのみ住所変更が可能、になっている。

この結果、海外駐在における日本転出時において、邦銀は非居住者に対する口座の取り扱いなど各種規制などの種々の国の
制度の矛盾を回避するため、口座の所有者を実家に設定するように勧め、(3)保険証の住所を実家の住所に手書きで書き換え
ることを通じて書類確認の規制回避している。近年まではパスポートでも同じような対応が取れたがいよいよ手段がなくなって
いる。

このため、(1)のように口座所有者と連絡先住所を分離して住所のない本人確認書類をもってcorrespondence 住所を実家等に
登録できるようにしたり、(3)のように弾力性のある本人確認書類を残すか(2)のように住所記載のない本人確認書類で手続きで
きるようにするかのいずれの規制改革が必要となる。

銀行に様々な条件を課し、海外転出者が銀行口座を実質的に維持できないようにしている仕組みを改めても良い。

個人
金融庁
警察庁

　銀行は、顧客が口座開設等を行う際、取引時確認として顧客の「本人特定事項（氏名、住居及び生年月
日）」を確認することとされており（犯罪収益移転防止法第４条第１項）、また、確認した「本人特定事項」の
情報を最新の内容に保つための措置を講ずることとされています（同法第11条）。
　顧客が住所変更を行った際、銀行が顧客に改めて本人特定事項の確認を求めるのは、上記の法律の規
定を踏まえた措置となりますが、当該措置の具体的な方法については規定されておりません。また、所有
者住所と連絡先住所（法第４条第１項の規定による取引時確認の一環として送付する文書の送付先を除
く。）について一致させなければならないものとする規定はございません。

犯罪による収益の移転
防止に関する法律（平
成19年法律第22号）第
４条第１項及び第11条

事実誤認
　各銀行における外国居住者向けのサービスについては、当該銀行に個別にご確認
願います。

78 令和5年9月27日 令和5年10月18日 画像生成AIの問題

段階的な規制として、まず免許制の実施

１.著作者への著作物使用許諾及び使用料提供義務。
学習元の開示義務。それに伴う責任問題追求としての
罰則の定立。
2.AI製表示義務。確認記録としての出力記録提出。
３.デジタルデータに変換可能な分野すべてに影響があ
ることを考慮した各分野ごとの規制立法措置。

より具体的には高橋しょうご氏の提言を参考にしてくだ
さい。

無断学習を無制限に許容すると著作権侵害、ディープフェイクやなりすまし、犯罪捜査への影響や責任問題、その他の権利侵
害を救済することができなくなる。また、生成AIの量産的性質から社会的リスクを大幅に増大させる。既に事件が世界中で起
こっており、裁判事例は枚挙に暇がない。日本も例外ではなく、被害者は泣き寝入り状態である。

既に著作物や声等、クリエイティブなものが大量に学習され、市場の販路を阻害しており、尚且つ学習元の開示義務がないた
め、立証側の立場が弱い故に救済されない。
提案が実現された場合、核技術と同じように適正利用が保持され、規制のもとでの健全な革新が促進される。医学的利用や発
電は課題と向き合いながら進められてきた。同様に、生成AIも問題の切り分けと研究開発と利用にかかる規制議論をすすめて
いけば、問題解決と革新を両立できる。医療用画像解析や素材開発などが良い例である。
技術の用いられ方次第で規制が生じるのは至って普通のことである。
クリーンな技術であれば、一般の人も気兼ねなく利用できる。chatgptにしろ画像生成AIにしろ、現在はどのアンケート結果に
よっても過半数以上が懸念を示しているのが実情である。何故なら被害が生じているからである。需要と供給の均衡を破綻さ
せ、創作の芽を摘むような生成AIの推進は禁止すべきである。

個人
内閣府
文部科学省

【内閣府】
生成AIの普及などの動向を踏まえて、生成AＩに関する多岐にわたる課題への対応を検討すべく、令和5年4
月に、関係省庁による「AI戦略チーム」と有識者による「AI戦略会議」を立ち上げ、議論を重ねています。

【文部科学省】
著作権については、著作権法第30条の４において、ＡＩ開発段階における情報解析などの「著作物に表現さ
れた思想又は感情の享受を目的としない利用」については、原則として著作権者の許諾なく著作物の利用
が可能とされている一方、同条では、著作権者の利益を不当に害することとなる場合などについては、適用
されない旨も定めており、著作権者の利益に配慮した規定としています。
また、生成AIによる生成物の利用の段階において、既存の著作物に類似し依拠したものを、著作権者の許
諾なく利用した場合は、著作物の通常の利用と同様に著作権侵害となるかが判断されます。

【内閣府】
なし

【文部科学省】
著作権法第30条の4
（著作物に表現された思
想又は感情の享受を目
的としない利用）

検討を予
定

生成AIに関する多岐にわたる課題について、AI戦略チームやAI戦略会議にて、議論を
重ねているところです。

引き続き、関係省庁による連携のもと、AI戦略会議の「AIに関する暫定的な論点整理」
などを踏まえつつ、AIへのリスクへの対応や利用促進、開発力の強化に向けた検討を
進めて参ります。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

79 令和5年10月20日 令和5年11月15日

携帯が義務付けられ
ている免許等のマイ
ナンバーカードへの
一体化

　法令等に基づき携帯が義務づけられている免許証等
（自動車等の運転免許証、電気工事士免状等）につい
て、マイナンバーカードへと一体化する。
　また、マイナンバーカードを読み取りその場で所持し
ている免許等を表示できるシステムを整備する。

　工事従事者等に工事に係る免許等を確認しても携帯していないことが多々ある。その場合は一度工事を中断させ、免許等を
確認してから工事を再開させることとしているため、工事が遅れることになる。
　免許等を携帯していない工事従事者が悪いのは言うまでもないが、携帯すべき免許等が多すぎて携帯しづらい制度となって
いるのも事実である。電気工事だけでも、電気工事士免状はもちろんのこと、自動火災報知設備の工事があれば消防設備士
免状、現場まで車で行くのであれば自動車運転免許証、ユニックや高所作業車を運転するのであれば技能講習終了証等、携
帯すべき免許等は様々であり、どれか1つを忘れてしまうことは容易に起こりえる。
　これらの免許等をマイナンバーカードへ一体化することで、不携帯となる恐れが低くなり、工事への影響も抑えることができ
る。
　しかしながら、関係者（工事発注者等）が免許等を確認できなければ意味がないので、マイナンバーカードをその場で読み取
り、所持している免許等を表示できるシステムが必要である。現在はスマートフォンが普及しているので、マイナンバーカードを
読み取れるスマートフォンと合わせて携帯することを義務付ければ解決できると思われる（スマートフォンを所持していない者は
従来通りの運用とする。）。

個人

デジタル庁
警察庁
経済産業省
総務省
厚生労働省

各種免許・国家資格等の保有者に関する情報は、個別の資格ごとに各資格管理者において管理している
状況です。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、各種免許・国家資格等のデジタル化を推進することと
しています。

【デジタル庁】
（マイナンバーの利用及
び情報連携について）
行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律（平成二十五年
法律第二十七号）第9条
第1項、第19条第８項

【警察庁】
法による改正後の道路
交通法（昭和35年法律
第105号）第95条の２第
１項、第３項及び第７項
（未施行）

【デジタル
庁】
その他

【警察庁】
対応

　当該計画に基づき、令和５年度（2023年度）までに、資格管理者等が共同利用できる
資格情報連携等に関するシステムの開発・構築を行った上で、その後、各種免許・国
家資格等の個別システムにおいても、資格情報連携等に関するシステムとの連携のた
めの必要な検討等を行い、これら手続きのデジタル化を進めてまいります。

　運転免許証については、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号。
以下本欄及び右欄において、「法」といいます。）において、マイナンバーカードと運転
免許証の一体化に必要な規定が整備されました。
　改正道路交通法においては、運転免許を受けようとする者や運転免許証を所持する
者から申請があった場合に、運転免許の情報をマイナンバーカードに記録することが
でき、自動車等を運転するときは、運転免許証又は免許情報が記録されたマイナン
バーカード（以下「一体化カード」といいます。）のいずれかを携帯しなければならないこ
とされています。
　また、一体化カードを保有する者が、自身のマイナンバーカードに記録された免許情
報を確認できるようにするために、警察庁において国民向け読み取りアプリを開発する
ことを検討しております。

82 令和5年10月20日 令和5年11月15日
国民年金保険料に関
する手続きの簡略化

国民年金保険料学生納付特例申請書、国民年金保険
料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料追納申込
書等の届書をデジタル化し、納付猶予や追納申込に係
る手続きをインターネットで完結できるようにする。

届書をデジタル化することにより、書類の管理コストを削減するとともに年金事務所の窓口業務の負担を軽減する。 個人 厚生労働省

国民年金第１号被保険者に関する申請・届書等の手続きのうち、学生納付特例の申請、国民年金保険料
免除・納付猶予の申請、第1号被保険者の資格取得の届出については、令和4年5月からマイナポータルか
らのオンライン申請を開始しています。

国民年金法第90条の3
国民年金法施行規則第
77条の4
等

対応

個人の方向けの電子申請は利便性を踏まえて順次拡大しており、学生納付特例申請
書等については令和４年5月からオンライン申請を開始しています。
国民年金保険料の追納申込については、現在e-Govにおいてオンライン申請に対応し
ております。

83 令和5年10月20日 令和5年11月15日
刑法175条の廃止もし
くは除外事項の規定
を行う改正

現行の刑法175条は、わいせつ物の頒布や公然陳列を
犯罪としていますが、保護法益が不明瞭であり、被害
者の明確な存在が認められない「被害者なき犯罪」の
性質を持っています。法律が罰則を定める際、その背
景には明確な被害者や社会的危害が存在するべきで
すが、175条はこの基準を満たしていないと言えます。
何を「わいせつ」とするかの基準は非常に主観的で、こ
れにより不当な逮捕や起訴のリスクが高ってます。この
ような法律が存在することで、芸術家やクリエイターの
創作活動にも影響を与え、表現の自由を損なう可能性
が考えられます。このような背景を考慮し、刑法175条
の廃止を強く提案いたします。

1. **表現の自由の確保**
    - 刑法175条は、何を「わいせつ」と判断するかの基準が主観的であり、多様な表現活動に対する制約となっています。この
法律の存在は、クリエイターや芸術家たちの自由な創作活動を妨げる可能性があります。その廃止により、より多様で豊かな
表現活動が促進されるでしょう。

2. **経済的効果としてのクリエイティブ産業の振興**
    - 表現の自由が確保されることで、映画、漫画、文学、アートなどのクリエイティブ産業が活発化する可能性があります。これ
により、関連する産業の成長、雇用の拡大、消費の促進が期待されます。

3. **法的リスクの低減とコスト削減**
    - 「わいせつ」の基準が不明確であるため、現在、多くの企業やクリエイターが法的リスクを回避するために自主規制を行っ
ています。これが創作の制約となり、無駄なコストを生む場合も考えられます。法律の廃止により、このようなリスクやコストが削
減されるでしょう。

4. **国際的評価の向上**
    - 表現の自由を確保することで、日本のクリエイティブ産業の国際的な評価や受容が向上する可能性があります。これは、
海外展開を考える企業やクリエイターにとって大きなメリットとなるでしょう。

6. **社会的効果としての多様性の尊重**
    - 表現の多様性を尊重することで、社会全体が多様性を受け入れる文化を築くことができるでしょう。これにより、よりオープ
ンで包括的な社会を実現するための基盤が築かれるでしょう。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、同条は、個別の事案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運
用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止又は改正する必要性はないと考えます。

84 令和5年10月20日 令和5年11月15日
成人向け表現の無修
正化

現状成人向け内容を含む作品を発表する際、刑法175
条によって性器を直接描写できず、該当箇所をモザイ
クや黒塗り等で修正することが事実上必要とされる。
上記の修正をせずとも成人向け表現ができるように刑
法175条の撤廃を求めます。

１．自由な性器描写が可能になることにより成人向け作品の表現の幅が広がり、新規作品の流通とその消費が見込めます。

2．修正作業という手間・コストが削減できます。
特に一度に何百何千枚というイラストが出力可能な生成AIにおいて、1枚ずつの修正作業が必要となくなるのは大きな時間短
縮化となり、AI分野における発展にも繋がります。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、同条は、個別の事案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運
用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

85 令和5年10月20日 令和5年11月15日 刑法175条の廃止 刑法175条の廃止

本法律ではわいせつ物とされる表現物を無根拠に取り締まり、国内のクリエイターの表現を不当に委縮させている。これは明ら
かに憲法21条に反する違憲な法律である。
政府が掲げるAI成長戦略においても障害となる法律である。

また、本法律が法益とする性的道徳というのも、性の多様化社会において非常に時代錯誤なものであり、無論憲法第19条に反
するものであるとも言わざるを得ない。

さらに、G7加盟国の中で性器無修正のポルノを規制しているのは日本だけである。このまま「性＝悪」という道徳観を法律で強
制することはむしろ国民の正しい性教育を著しく妨げることとなる。

もし175条が撤廃されたら、クリエイターのより活発な創作活動が実現されることとなり、より豊かな文化活動が期待される。
また、海外では日本の伝統的春画をはじめ、近代のポルノメディアも文化として高く評価されているため、本法律が撤廃されれ
ば経済活動も活発になるだろう。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、また、同条は、憲法第２１条等に違反するものでもなく、個別の事
案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

86 令和5年10月20日 令和5年11月15日
刑法175条廃止に関
する要望

主にアダルトコンテンツにおける性器表現の多重規制
をなくすための要望になります。

性器表現については成年向け指定としてゾーニング(区
分け規制)されているにも関わらず、実写・漫画(イラス
ト)・アニメーション等を問わず、全ての表現物にさらなる
規制(モザイクや塗りつぶし)を強いる無駄な作業をなく
し、『時代の流れ、そして世界の標準に合わせた表現の
自由』を実現することを目的とし、当要望案を提出する
に至りました。

「性器描写が無修正だと悪影響を及ぼす」といった科学的根拠や論文が国会図書館の調査ですら発見できていないにも関わら
ず、曖昧な定義かつ匙加減によって拡大解釈することも可能な多重表現規制を100年以上に渡ってクリエイター(作家・制作者)
へ強いている現状をクリーンな環境へ変えるために当要望を提案させて頂きました。

インターネットが広く普及した昨今の日本において、海外の無修正アダルトコンテンツを簡単に閲覧できるようになりました。
海外では性器表現に対してゾーニング済であれば自由な姿勢をとっているのに対し、日本は1907年(明治40年)に制定された法
律が未だに存在し続けています。

このことにより、クリエイター側の負担を大きく増やしているのみならず、本来であれば日本国内の会社や個人・団体のもとに支
払われるはずだったお金が無修正表現を可としている海外の企業へ流れているという現状が発生しています。

矢野経済研究所が発表した2016年の国内アダルト市場の経済効果は46兆9,763億円と算出されています。
仮に刑法175条による性器表現規制が廃止された場合、クリエイター側はより多くの創作物を早く、自由に生み出せる環境を創
出することができ、更なる経済効果が見込まれます。
結果的に、それらの多額のお金が日本の経済を飛躍的に成長させる起爆剤にもなり得ると考えております。

刑法175条の規制緩和(成人指定済であれば性器表現は自由)へ向けて、本当に真剣な議論をして頂きたいと切に願っておりま
す。
何卒、関係省庁、議員、警察、自治体等の方を交えた本格的な議論を行って頂きますよう、よろしくお願いいたします。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、同条は、個別の事案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運
用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

18



　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

所管省庁へ
の検討要請

日
回答取りまとめ日 提案事項番号

ワーキン
グ・グルー
プにおけ
る処理方
針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容

所管省
庁

提案理由
提案
主体

87 令和5年10月20日 令和5年11月15日
刑法175条の廃止に
ついて

刑法175条を廃止する。

現在、刑法175条の存在により、アダルトコンテンツにおいて性器を無修正で載せることは大人同士のやり取りに限定する等、
レーティング措置の有無も関係なく違法とされています。ただし、基準が明確でないため、例えモザイクをかけていたとしても、
状況次第では違法となり逮捕案件となっています。
また、インターネット上では同様の法律のない諸外国より無修正のアダルトコンテンツが見られる状況であり、日本だけ修正を
かけることについて疑問もつ海外の方もいます。
さらには修正にかかる手間・コストやコロコロ変わるプラットホームの自主規制基準への確認にかかるコストも大きくなっており、
経済効果としても低下しています。(さらには一般コンテンツにも波及しており、おかしな自主規制のために不自然な表現になっ
ているものすらあります)
仮に刑法175条を廃止したとしてもアダルトコンテンツが一般(特に子供)向けに大量に出回る可能性は極めて低く、先述のコスト
も削減でき、海外との競争にも追いつくことが出来る物と考えております。

また、当件は参議院にも請願が出ていることと、インターネット上で「刑法175条廃止」活動に対する賛同者が増えていることも
付記します。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、同条は、個別の事案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運
用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

88 令和5年10月20日 令和5年11月15日

刑法第175条の廃止
し、いわゆる「無修
正」を解禁することに
関する提案

刑法第175条（わいせつ物頒布等）を廃止し、いわゆる
「無修正」を解禁してほしい。

刑法第175条(以下、175条)は、「猥褻物＝性器を隠蔽していないポルノコンテンツ」を規制する法律である。しかしながら、この
法律の存在意義には多くの問題がある。

1  「性器修正に関連する意識調査」「性器修正の必要性があるかどうかを分析した実態調査」は存在しない
(https://note.com/stopcc175/n/n42ad69d0b63b)。このため、猥褻物の社会に対する影響が不明であり、175条の保護法益に
疑義が生じている。

2 現行運用では、性器を隠蔽していないポルノコンテンツが猥褻物とされているが、その隠蔽手法や範囲について、警察・法務
相はいづれも「明確な基準はない」と回答している（https://note.com/stopcc175/n/na12928f01d16）。つまり、警察による事実
上の検閲と恣意的な摘発を許すものである。

3 上記理由により、175条は憲法第13条・第21条に違反している可能性がある。

4 175条は海外には適用されないため、海外サイトにアップロードされている「無修正」コンテンツは野放しである。国内からそれ
らを閲覧することが可能であるため、175条は形骸化している。

5 我が国のアダルト向け市場は約４７兆円規模であり、175条による規制を撤廃すれば、さらなる拡大が見込まれる。

6 近年は画像生成AIの発展が著しく、政府は基本的に推進する立場である。しかしながら、画像生成AIモデルはその性質上、
「無修正」の画像を生成する可能性を排除できない。このため、175条によって国内のAI産業の発展が阻害され国益を損なう可
能性がある。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、また、同条は、憲法第２１条等に違反するものでもなく、個別の事
案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

89 令和5年10月20日 令和5年11月15日
刑法175条を廃止して
ほしい

この提案は、現在日本での表現の自由を最も強く脅か
している、
刑法175条の廃止を提案するものです。

現行の刑法175条には大きな問題があると考えています。
まず取り締まりの具体的な基準が存在していません。裁判官や警察官が"わいせつ"だと判断すれば違法とされてしまうので、
国民の表現が著しく委縮しています。
また、具体的な法益が示されていないにも関わらず国民の自由な表現が規制されています。(ろくでなし子事件など)
そして、性表現の規制の根拠となるような研究や調査結果が存在していません。

諸外国(台湾・アメリカ等)において性表現に関する規制はありません。
日本にのみ刑法175条による規制が存在しています。
これは世界有数のアニメ産業を持つ日本にとって、市場における大きな機会損失となっており、産業の成長を著しく妨げていま
す。

この法律を廃止することにより、今まで販売された検閲済みの作品を無検閲版として再販することが可能になり、再販した商品
が購入されれば一定の経済効果があると考えています。
そして、現状この規制を回避するために海外などに拠点を持つ日本人のクリエイターが日本で活動できるようになります。この
ようなクリエイターが日本で活動できるようになれば彼らは日本に税金を納めることが可能になります。

個人 法務省

　刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒
布し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した
者を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は第１項の電磁的記録を保管した
者を処罰することを規定しています。
　刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せし
め、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されていま
す。

刑法１７５条 対応不可

　刑法第１７５条にいう「わいせつ」の意義は、制度の現状欄に記載のとおりであり、明
確性に問題はなく、同条は、個別の事案に応じて、収集された証拠に基づき適切に運
用されているものと承知しています。
　したがって、刑法第１７５条を廃止する必要性はないと考えます。

91 令和5年10月20日 令和5年11月15日
特殊車両通行条件C
条件廃止

特殊車両通行条件のC条件を廃止し、特殊車両の運転
時については新たな道路交通法（C条件の後方誘導車
の内容を除いたもの）を策定することで、輸送効率の向
上とCO2削減、減少するドライバー不足の解決を実現
する。

国土交通省では、車両の大型化での輸送効率向上を目指している。一方で特殊車両の通行許可制度により走行するルートが
限られ、通行できそうなルートであっても走行できない、または誘導車が必要なケースが多い。誘導車の費用やCO2排出量が
増え、結果として車両の大型化をした分の効率が失われ、手続きが増えているだけになっている。
2023年度のトレーラー国内需要は2022年度と比べ4％増の8600台となっており、需要拡大が見込まれている。

全日本トラック協会トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブックより

物流ニーズが一層高度化、複雑化するなかで、トラック運送業界には、より効率的で質の高い物流サービスが求められ、さらに
安全で安定的な輸送サービスの提供が今日の社会的な要請になっています。また、ドライバー不足が深刻化するなかで、優良
なドライバーの確保・育成が課題となり、長時間労働をはじめとする労働環境の改善が急務であり、地球温暖化などの環境問
題へ
の対応なども引き続き重要テーマとなります。
また、国においても経済の再生と成長を支えるための物流システムの構築を目指しており、ムリ・ムダ・ムラのない全体最適な
物流の実現を図ることとしています。（総合物流施策大綱（2013－2017））。さらに、深刻化するドライバー不足に対応して、「物
流分野における労働力不足対策アクションプラン～仕事満足度と効率性の向上に向けて」（平成２７年３月）を公表し、事業用ト
ラックの大型化などにより輸送能力を向上させることを目指しているほか、いずれも大型トラック等への車両の代替を支援する
施策を積極的に推進しているところです。

個人 国土交通省

道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、その規格を超える車両について
は、原則道路を通行することができませんが、道路管理者は道路法に基づき、道路構造の保全又は交通
の危険防止の観点から、特に重量又は寸法の大きい特殊車両が通行する際は、徐行をすること、誘導車
の配置や夜間の通行を義務付けるなどの条件を付して通行を許可等することとしています。

道路法４７条の２ その他

重量又は寸法が大きい車両が通行する際には道路の構造への影響や他の交通の危
険の防止上、必要な条件を付しており、道路の構造への影響や他の交通の安全の観
点から、一律に誘導車の配置等の通行条件を廃止することは困難です。
一方で、物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、令和３
年３月より、これまで特殊車両の前後に１台ずつ誘導車が必要であった条件を、道路
の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前方、橋
梁などにおいては後方に１台を配置することで、通行が原則可能とするなどの合理化
の措置を行っているところです。
また、政府として、物流分野においては人手不足等の課題に対応するための働き方改
革の推進に向け、令和５年６月に「物流革新に向けた政策パッケージ」をとりまとめ、そ
の中で「ドライバー不足の解消や働き方改革の実現のため、通行時間帯条件の緩和
等を行う」ことが位置づけられており、道路の構造の保全及び交通の安全の確保を前
提に、通行時間帯条件等の緩和を検討しているところです。

＊記載に誤りがあったため修正（令和５年11月21日）。

92 令和5年10月20日 令和5年11月15日
高度管理医療機器等
販売業の申請・届出
様式統一化

高度管理医療機器等販売業の申請・届出様式が都道
府県(都市)別で定められているので統一化してほしい。

・販売拠点が様々な都道府県にある場合、変更事項があった際は、必要な様式を集めるところから作業を始めなければなら
ず、変更届作成に時間がかかるが、
様式が統一化されれば様式を集める時間が短縮できる。

・様式が様々あると、様式選択ミスの可能性があるが、統一化されればそのようなミスはなくなり、提出側も受領側も円滑に作
業が進むことが想定される。

株式会社
八光

厚生労働省
高度管理医療機器等販売業は、都道府県知事等に対して届出を行い、許可を受けることにより販売が可
能となります。登録事項に変更がある場合も、都道府県知事等に対して申請を行います。

（新規）医薬品、医療機
器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関
する法律第39条第1項
（変更等）同法第40条第
1項において準用する法
第10条第1項

現行制度
下で対応
可能

高度管理医療機器等販売業の申請様式については、当初の許可申請について施行
規則第160条に様式87として、許可後の変更等申請について施行規則第174条に様式
6としてそれぞれ規定されており、各地方公共団体には、施行規則で定められた様式に
より提出を行っても差し支えない旨周知を依頼しているところです。

97 令和5年10月20日 令和5年11月15日

「オンライン手続の利
便性向上に向けた改
善方針」にオンライン
で作成した書類のス
キャン処理を加えるこ
と

R3規制改革652提案は、行政手続一般のルールとし
て、申請書や添付書類をオンラインで作成しPDFを生
成するウェブサービスを提供すべきであるとしたもので
ある。／申請人がオンラインで必要事項を入力して生
成された書類を印刷して署名押印すれば、サーバー上
には印刷したPDFデータが保存されているため、署名
押印された書類を提出してスキャン処理をすることで審
査過程を劇的に効率化できる。／文字認識をせずに生
成した画像との同一性を判定すれば、文書の内容につ
いての審査が全て自動化できる。／公務員の審査業務
は署名押印だけでいい。／このような提案をしたとこ
ろ、「行政手続における署名又は押印がなされた書面
の審査につい→

→て、その審査方法を一般に規定するものはなく、各手続において適切な方法で審査されているものと認識しています。」という
意味不明な回答がされ、「対応の概要」ではさらに関係のない回答が続いている。／しかし、H26年CIO連絡会議決定「オンライ
ン手続の利便性向上に向けた改善方針」には「オンライン手続の利便性向上に向けた共通取組事項」として様々な具体案が列
挙されている。／そうすると、オンライン手続での書類作成というこの提案は「オンライン手続の利便性向上」であることに違い
はなく、それに対する回答として、「行政手続における署名又は押印がなされた書面の審査について、その審査方法を一般に
規定するものはなく」というのは間違ってないですか？／ナントカ話法。／そもそも「オンライン手続の利便性向上に向けた改善
方針」にしても、そこに列挙されている改善策は自動審査とはほど遠い目視による処理を前提としていて、これでオンライン利
用率を上げても「名ばかりオンライン」でしょ。／「1　基本的考え方」には現在の制度の欠点として「利用者の意見や要望が行政
手続を所管する府省に届いていない」としている。／これを具体化すれば、登記相談で必要書類の書き方を教えてもらおうとし
ても、時間が短い、予約が取りにくい、遠いし電話では伝わらないという障害のために、相談制度が機能していない。／職員が
申請人に何度も相談が必要と手間を強調し、司法書士の宣伝がうるさいという苦情が出る。／しかし、オンラインでの書類作成
が可能になれば、多くの国民は相談なしで書類が作成可能になって相談件数が減るからそれにかかる人件費も減り、行政効
率が改善する。

商業登記
ゲンロン

デジタル庁
法務省

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律では、デジタルファーストとして、個々の手続・サービ
スが一貫してデジタルで完結することを原則として定めております。
また、審査業務を含めた行政手続のオンラインについては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和
5年6月9日閣議決定）」別冊「オンライン化を実施する行政手続の一覧等」においても、「オンライン手続につ
いて、その審査・決裁・通知までを一貫してデジタルで処理することによる事務処理の効率化等により、標
準処理期間の短縮を図る。」としており、印刷・署名・押印等は不要となるよう推進しているところです。
なお、審査については、それぞれの行政手続によって、形式的な内容確認のみを行うもの、情報照会を行
うもの、専門の審査官による実体的な審査を行うもの等、審査内容を一律に定義することはできないため、
各手続において適切な審査方法で審査されているものと承知しております。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律
第2条

その他
制度の現状に記載したとおり、引き続き利用者の利便性向上に資する行政手続のオン
ライン化を推進してまいります。
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　規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策
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98 令和5年10月20日 令和5年11月15日

難病患者・障害者へ
の医療福祉サービス
多職種連携(個人情
報保護法の「公衆衛
生例外」を適用拡大)

難病患者・障害者に対しては主治医のみならずリハビ
リ職や行政（国・都道府県・市区町村の三者間）、雇用
等の関係する職種や業種が緊密に情報共有を行いな
がら患者ごとに個別に施策を検討する必要がある。し
かし個人情報保護により共有どころか各機関がどのよ
うな情報をもっているのかも開示されないため、職種ご
とにスタンドアローンで動いている。これらに対しては
「公衆衛生例外」の対象を医療のみならず公益性の高
い民間企業(例:補装具の販社、公共交通機関の運営
会社) にも拡大し、多業種・職種連携を進めていただき
たい。

厚労省の委託研究事業で難病患者のリハビリについて調査を行っている。
https://mhlw-
grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/%E5%88%86%E6%8B%85%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF
%BC%9A202111067A-buntan6.pdf
https://mhlw-
grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/%E5%88%86%E6%8B%85%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF
%BC%9A202011033A-buntan6.pdf

　この中で医師とリハビリ職の連携が必ずしも十分ではないことが指摘されている。難病や障害の種類によっては希少な症状
で特定機能病院等の高度医療機関しか診断や治療ができず、そうした病院はリハビリテーション利用を入院患者のみに限定し
ていることもあり、そういった場合難病患者本人が外来リハビリができる施設を探している現状がある。また現行の保険制度で
は主治医がリハビリ処方を行わない限り保険適用とならないため、主治医が認めないリハビリは全額自費となり経済的負担が
大きくなる(義足、補聴器等の補装具も同様)。こうした苦労は当事者以外には伝わりづらく、リハビリを行った反動などで日常的
に疲労が蓄積されるため日常生活や職場内で「さぼっている」と周囲からの誤解を受けることも少なくない。それが原因となり精
神疾患などの二次障害が発生している。

個人
個人情報保
護委員会

個人情報保護法（以下「法」といいます。）において、個人情報取扱事業者は、第17条により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合、要配慮個人情報を取得する場合及び個人
データを第三者に提供する場合は、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければなりません（法第18条
第１項、第20条第１項、第27条第１項）。ただし、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」（法第18条第３項第２号、法第20条第２項第２号、第
27条第１項第２号。）、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき」（法第18条第３項３号、第20条第２項第３号、第27条第１
項第３号。）（以下、併せて「公衆衛生例外等」といいます。）等には、前述の本人の同意は不要となります。

個人情報保護法
第18条、第20条、第27
条

事実誤認
制度の現状欄に記載のとおりです。なお、個人情報取扱事業者が医療機関でないこと
をもって、直ちに公衆衛生例外等の適用が否定されるものではありません。

99 令和5年10月20日 令和5年11月15日
「送料無料」の表記の
規制について

運送業界に携わる者ですが「送料無料」を販売者自ら
の販売促進の手段として表記する行為が横行していま
す。
当たり前のことですが、「送料」はどんなことがあっても
「無料」にはなりません。
「送料無料」は事実と異なる表記で顧客を集め居ようと
する行為であり、運送業界に身を置く者として到底納得
がいきません。

兎に角、送料無料の表記は事実と大きく異なっており
「ウソの表記」であります。

代替の表記として「送料は品代金に含まれています。」
「送料込み」等の表記に置き換えるよう、商行為を行う
全ての者に対し規制していただきたい。

運送業界における働き方改革は、運送業界の競争自由化に伴う過当競争の激化による運賃の下落から、業界に働く労働者の
時間当たり賃金の低下が進み、どんなに長時間働けども他業界より低い賃金しか獲得できなくなってしまった、という有り難くな
い状況を改善するために行われていることは分かります。
しかしながら、一般消費者に「無料」でその役務を提供しているかのような誤解を与える表現が横行している状態では、その業
界で働こうとする若者が増えるはずはありません。
自由主義経済下における適性な運賃の確保は業界の自助努力で行うべきこと、と考えてはいますが、貨物たる商品を販売、流
通する側で「送料無料」と謳う状況が続けば、自助努力による運賃料金額の確保、改善にも限界があると考えます。
物流＝ロジスティクスは、元々軍隊の物資等の後方支援（食料、弾薬、燃料等の前線への供給）が語源と聞きます。
食料や弾薬、燃料の補給無くして戦（いくさ）に勝利はあり得ません。
国の血液となっている物流の健全な発展のため、是非とも送料無料という事実と異なった表現を控えていただけるような規制
の改革をお願いする次第です。

個人 消費者庁 「送料無料」表示そのものを規制する制度はありません。 なし その他

消費者庁では、「送料無料」表示に関する実態や見直しによる影響等を把握するため、
運送事業者、荷主事業者等と意見交換会を実施しています。
（意見交換会URL）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meet
ing_008/
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公金受取口座で受領
できる地方公共団体
の給付金等の拡充

以下の要件を満たすように制度・システム面での整備
拡充をお願い致します。

(1) 特別な事情がない限り、国民からの申請を不要に
するプッシュ型の給付とすること。
(2) 特別な事情がある場合、電子的な手段で対象の国
民に通知し、電子的な手段で申請できること。
(3) 給付の対象となった場合に、電子的な手段で対象
の国民に通知可能であること。

最近の事例でも公金受取口座が活用されず、従来からの申請主義が踏襲されていて、行政・民間手続きのワンストップサービ
ス化の実現は未だ現実のものとなっておりません。

事例：東京都で18歳以下の子どもを対象に、毎月5,000円が支給される給付金の受付が、2023年9月1日から始まります。東京
都の「018サポート」は、0歳から18歳までの子どもを対象に、毎月5,000円が支給される取り組みです。少子化対策の一環で所
得制限はなく、9月1日から、スマートフォンやパソコンでウェブサイトから申し込むことができ、都から対象者に申請開始の通知
も郵送します。申請の締め切りは2023年12月15日で、2024年1月に令和5年度1年分を一括支給し、締め切りを過ぎても引き続
き受け付け、支給は別途行います。

018サポート　東京都福祉局
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/018/index.html
子育て給付関係｜デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/benefits/child_realing

個人 デジタル庁

（1）給付にあたり、国民からの申請の要否その他の手続きの仔細については、給付所管行政機関にて判
断されるものです。その上で、公金受取口座登録制度では、国民それぞれよりご登録いただいた口座情報
を給付所管行政機関が利用するにあたり、国民からの申請を必須とする規定はございません。
(2)現在、検討中でございます。
(3)現在、検討中でございます。

（1）公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の
登録等に関する法律
（２）（３）なし

（１）事実
誤認
（２）（３）
検討に着
手

（1）制度の現状でお示しのとおりです。
（2）現在、給付金について、電子的な手段で通知、申請するシステムの構築を検討して
おります。
（3）（2）の記載のとおりです。
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